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特集/時短•安衛•労災法改正の建議

時短•過重労働対策に 使用者側が抵抗 
労働安全衛生の枠組み論議は不十分

古谷杉郎
全国安全センター事務局長

審議会三分科会•部会の建議
労働政策審議会(実際には以下の各分科会•部 

会)は、2004年末に相次いで、以下の建議を厚生 
労働大臣に対して行った。
① 12月17日一労働条件分科会「今後の労働時 
間対策について」［27頁参照］

② 12月21日一労災保険部会「労災保険制度の 
改善について」［31頁参照］

③ 12月27日一安全衛生分科会「今後の労働安 
全衛生対策について」［34頁参照］
各建議を踏まえて、①時短促進法(労働時間の短 

縮の促進に関する臨時措置法)、②労災保険法、 
③労働安全衛生法の改正案が、通常国会に上程 
される予定である。
今回の一連の政策審議は、「労働時間対策」一 

時短促進法の改正一と「過重労働•ストレス対策」一 
労働安全衛生法改正の重点のひとつ一をめぐる使 
用者側と厚生労働省の政治的思惑の影響をもろに 
受けたものとなった。労災保険に関しては、建議の 
柱である「通勤災害保護制度の見直し」については 
大きな議論はなかったものの、それらの施策の財政 
的裏付けという意味もあって三位一体の法改正と

位置づけられていた。「複数就業者に係る給付基礎 
日額算定方法」の検討が見送られたことは、使用者 
側の顔色をうかがった結果と見ることもできる。結論 
が年明けに持ち越された労災保険料率の設定に関 
する検討会の報告を受けた対応について、1月早々 
の労災保険部会で検討されることになっている。

消滅した1,800時間目標
1992年に制定された時短促進法は、1997年及び 

2001年と二度廃止期限が延長された後、2006年3 
月31日までに廃止するものとされていることから、厚 
生労働省としては、同法に関連する労働時間対策 
を2006年度以降どうしていくのか、至急対応を確立 
する必要性に迫られていた。
同法の裏付けは、「時短促進」が重要という一般 

論ではなく、「年間総実労働時間1,800時間の達成• 
定着」という数値目標を国が掲げてきたところにあっ 
たと言ってよい。この政策目標は、1987年5月の経 
済審議会建議「構造調整の指針」(新前川レポート) 
に明示された後、1988年5月の経済計画「世界とと 
もに生きる日本」、1992年6月の「生活大国5か年 
計画」、1995年12月の「構造改革のための経済社 
会計画」、1999年7月の「経済社会のあるべき姿と
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労働者 1人平均年間総実労働時間の推移 働時I~J 1,8C日|持I~JJ )に向けたl収

経治新生の政策M I Jと、各閣議決定のなかで明示

されてきた。

しかし、 2002年 1月に閣議決定された「構造改革

と経済財政の '1'期以望について」では、「経済社会

の主るべき姿と経済新生の政策方針」は「終了する」

とされ、 「年IUJ総実労働|明日J1,8001時|白山JJという政

策目標は示されなかった。

厚生労働省は、労働条件分科会における審議の

当初か 3、このことを「政府経済計画においては 1,8ω

時間目標が消滅したところである」と説明しておフ、

今回は廃止期限の再延長は、厚生労働省の選択

肢にはなりえなかったようだ。

労働時間等設定改善法に衣替え

マスコミ報道等で、あたかも今回の建議が 1,ROO

時聞は標をなくすととを提案しているかのように受け

止めた InJきもあるかもしれないが、厚恒労働省(担

当は労働基準局勤労者生活部企l向調Dの,首図は、

すでに政附として数値 U標 同j去の存存長幣と

いう梯千をなくされているなかで、いかにかたちを変

えて時短促進法を残すかということにあったと這っ

てよい。審議にのぞむ構えも、法律として残すととが

できるのなら、内容は、労使の意見を取り入れると

いう姿勢であったと見受けられる。

建議では、「労使の白主的取組を促進するための

努力義務を中心、とする法律としり基本的な'1'1格は

保ちつつも、労働時間の短縮の目標(r年間総主主労

組を推進するた誌の法律から、事

業場における労働時間等の設定

を労働者江健康や中活に配慮す

ξとともに多様な働き )j に対応し

たものへ改善するための法律に

改めることが. i f 6 j当である」とされた。

「労働時間等の設定」とは、「労

働時間、始業・終業の時刻、休日

数、年次有給休暇その他の休暇

の円数及び付日する時季そ江他

の労働時間等に関する事項を定

めること」とされ、審議のなかでは、

改王法について、「労働時間等設定改善法」むの

仮称も/J-';-されている。

法の存続一「労働時|自l等の設定改喜」という円様

のために特別法が必要という論拠を補強するため

に、「過重労働 長時間労働による健康障害の深

刻化」が持ち出されている由もあξ 二とは斉めない。

「労働者の健炭確保」を掲げれば、労災保険則政を

使いやすいというとともあろう。皮肉にすぎるかもし

れないが、「過重労働による脳・心臓疾患の労災認

定件数が310件以上を記録」していることを「社会問

題化」の根拠に挙げているが、現実問題として認定

'f 1数の増加は、一義的には 2002 年の労災認定基

準の改疋に拠ξところが大きく、厚労省の自作自演

の観宅なきにしもあらずである(r増加していな, lJと

いいたいのではなく、実態を示す指標として安易に

認定件数を用いることが問題である)。

パート増加・「長短二極化」

「年間総実労働時間 1,8ω 時間」というU標に関

して言えば、建議は、 1992年度 1,9581時|日Iかう2003

年度 I,R53時間と約 100時間短縮したとするゾJ

で、パートタイム労働者の比率が上界したととが、

結果的に年|自l実労働時IUJの噌加を止めている状

況にあるという事廷にもぷ、れてはいる。

実際、厚生労働省資料によっても、労働者 l人出

たり、 'l均では、チド山総実労働時|山、所定内労働時

間とも2002年度まで漸減 (2003年度はともに増加)

安全センタ情報2005年 1.2月号 3
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しているものの、 般労働者、パートタイム労働者

とも、総実労働時間、所定 1-'1労働時間とも、 2003 年

度までの5乃雫6年i白川し続けている。一方、パー

トタイム労働者の比率は、 1993 年度 14.44%から

2003 年度2 3 . 2 4 %へと(5人以上事業場)大幅に上

昇しているのである。

般労働者についてみれば、 2003 年度の年間

総実労働時間2.016時間、所定IJ ' i労憧時間1,843時

I~J(パートタイム労働者は各々 1,18411寺山l、1,14511寺

問)であり、 I,ROO時間目標は決して必要性・イl効性

を失ってはいない。

一方で、建議も指摘する「長短一極化」が広がっ

ている。雇用者()ド農林業)に占める週労働時間が

60 時間以上の斉 (2003年度 122%) 、35 時間未満

の者 (2003年度約24.1%)の吉JI ' 0がともに|昇し続

けているのである。週 6 0時間以上の雇用者は、産

業別では、運輸業 23.4%、飲食府・宿泊業 15.4%、

建設業 14.9%、情報通信業 14.6%、卸売・小売業

1 4 . 5 % 、等となっている。職業別では、運輸・通信従

事者25.2%、版売従事者 19.4%、技術者 18.6%、

管理的職業従事者 17 .4%、等で反る。

平均総実労働時間の短縮が進まなt¥tよかで、長

パート労働者の比率の推移

|時|自l労働者間が拡大してし渇としの山々しき事態を

直視しなければならない。

時短法・労基法による時間対策

時短促進法だけではなく、労働法準法本体も含

めた総合的な「労働時 IUJ対策」由記義論されなければ

ならないはずである。実際、とくに労働者代表委員

から、以上のような指摘とともに、①労働法準法の

週労働時|自l江特例Hli肖 (441噂|自J)の廃止、②限度

基準を超える時間外労働許Jr増賃金率の引き上げ、

等が提起されている。

これに対して厚労省側は、今|門|の審議をあくまで

時短促進法(に関連する労｛勤時間対策)にI限定して、

総合的な労働時間対策の議論を組上に乗せようと

はしなかった。

な主、従米の時短促進委員会に代える労働時間

等設定改書委H会の新設が岡難な事業場につい

て、労働者の健康増進との閃連を考慮して、衛桁委

員会で 定の要件を満たすものを同委員会とみな

すという建議の内容をめくっても興味深い議論が

行われている。労働者の過半数を代表する者に閲

して、時手4促進委員会は雇用者が「雇用する労働者」

を代表する宅のとしているのに対して、衛生委H会

の方は「使 JIJする労働者」なので、直接照J目される

者のほか派遣労働者も含まれるからである。

後述の労働安全衛生法の見直しのなかでも派

遣、業務請負等の労働者も含めた事業主責れのあ

り)jが論点となっており、労働者代表委員は事業主

責任を明憾にさせようとした。とれに対しては、)早労

省側(勤労者十活部長)が、労働者の過半数代表

のあり)jについて基本的な検討が必要な時期にき

凶
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週6 0時間以上の者の割合の推移(非農林業) 週3 5時間未満の者の割合の推移(非農林業)
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ているという認識を持っている、と応答している。

日本経団連の「対応」

遣った意味で、使用者代表委員も、時短促進訟

の枠内にとどまらない労働時間対策のあり方につ

いて問題にした。その問題意識は、 12月 14tIに公

表された円本経済阿休連合会のr2印5年版経営労

働政策委民会報件」に端的にあらわれている。少

し長くなるが、 |司報告のr6労働法・労働行政への

対応」という項を以下に引用する。

(1)労働法分野における規制改革の推進

2003 年以降、わが国の労働関連諸法について

規制の緩和がなされてきた。とりわけ昨今、労働長

準法や労働者派遣訟がお枕九ね規制緩和の方向

で改正されたことは、労使自治の尊重、多様な人材

の催保・育成・活用という労働市場の定化への対比、

という点からは評価できる。今後も、産業・企業の競

争力強化という視点から一層の規制改革・緩和を

求めたい。

特に、仕事の成果が必ずしも労働  11寺山に比例し

ない「動き)jが増大している現在では、労働時間法

制の抜本的改止が宅まれる。すなわち、現行の裁

量労働制は規制緩和の方向で六幅に見直すべき

であるし、労働時間管理になじまない肉律的な働き

方が増えているごとに対同、するべく、ホワイトカラー

について、 定の限られた労働者以外については

原則として労働時間規制の適用除外とする制度(ホ

ワイトカラー・エゲセ、ンフ。ション制)を導入すべ

きである。

ホワイトカラーが高い生産性を実現するために

は、こうした新しい発恕にもとつ守く労働11寺|山管理の緩

和された枠組みを積極出』三導入していくべきで反る。

労働者派遣j去についても、派遣期間の延長にと

毛ない派遣先に派遣労働者の黒 JIJ契約の中し込み

義務を課しているが、派遣契約期間や直接雇用へ

の切り替えなどは、本来～事者聞の契約白由に委

ねるべきで、このような不自然な規制は撤廃すべき

である。また、いわゆるf':lFll化業務の派遣期間制

限(3年)、製造業の派遣期間制限(1年)について弘

早急に期|自l延長すべきである。

また、最低賃金制度については、すべての労働

者を対象とする地域別段低賃金制度が設定されて

いる状況を鑑み、これに犀|犀を架す形で設定さ

れている産業別最低賃金制度は廃止すべきである。

(2)労働条件決定は労使自治が基本

上認のような法令を遵守することは使用者の当

然の責務であることはいうまでモない。しかしながら、

企業の労働条f'1は、基本的には労使|自lの交渉・協

議によりj先められる(労使円治)べきである。

しかし、労働関連法制の規制緩和の動きとは反

対に、最近の労働行政は、企業の労使自治や企業

の圃際競争力の強化を阻'占しかねないような動き

が顕著である。

とりわけ労働時山をめくる労働監督行政につい

ては、ここ数年、これまで労使による取り決めを毛と

に企業ごとになんら問題なく対比、がなされてきた事

項についてまで、突如として指針や通達を恨拠に、

労使での取り組み経緯や職場慣行などを則的する

ととなく、企業に対する指導航督を強化するといっ

た例が多く指摘されている。(注)

さらに、事実上労働者が企業の管理施設内にい

割
引
燃
柑

十
品
中

山
内
制
州
制
抑
制
問
的
問
問
問
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る時間をすへて労働時閣として取り扱おうとするfぷ、

それが実態に即しているかどうかとL乃志味で、市

啓行政全般に対する企業側の不信を描いている。

このような行政による規制的な指導は、労働者の

白律性、多様な働きノ白や生産性向上、ひいては日

本の企業のl:rr l際競争力の維持・強化の1>日害要凶

となりかねない。

こうした観点に町慮し、各企業に才卦Tる労働者の

就労形態や職務内容などの実態に則した法律江解

釈、適用か7注されるべきであるし、指導についても

等しく行なわれることを強く要望したい。

なお、現布、労働契約法制の検討が厚生労働省

で進められているが、これが仮に単なる法律による

規制の追加に終わるのであるならば制定の怠味は

乏しい。たとえ違反に罰則がともなわないものでも、

法律による規制の追加は労使円治、規制緩和のIji)J
きにi並行する。

労働契約法制は、労使の自主的な決定と契約自

由の!京日1'::;:'最大限に尊正しつつ、工場訟の時代の

遺制を引きずる労働法準法などの閣係法令を、今

日の異境にふさわしtlものに抜本的に改苧する実

りの多いものとなることを強く期待したい。

注・ 例を左げれば、厚生労働省通達は「労働時

同の11'0梶・確認については、伎町者が自ら現認

することやタイムカード、 I Cカードなどの客鍋的な

記録を」ま礎として保認するととを原則とし、白己巾

得制はあくまでも例外的措置である」としてオ如、

この組遠のもとに、企業の実態を無視したかのよ

うな指導がなされている。 [56頁参照]

労働時IUJ対策に係る行政の指導監督のあり方に

攻撃の矛先を絞りつつ、労働基準法上の労働時間

規制の 層の緩和lを要求していξのである。この立

場にだった使用斉代表委はの姿勢が、時短促進法

労働条1 '1分科会だけでなく労働安全衛乍it; 安
全衛生分科会での審議においても貫かれた。

「れ」占きにいう通達は、平成 13年4月6口付け暴

発第339 号「労働11寺山の適正なJ巴握のために使川

者が講ずべき措置に閣する基準について」のことと

思われる。安全衛生分科会では、「過重労働による

健康|埠需防止のための総合対策J、( 'l成 14年2月

12円付け基発第0212日01弓)等が「現場を混乱させ

ている」という主張が、日本経団連代表ら使用者側

から、再=なされている。本誌では未紛介だ、ったの

で、向通達を 56頁以下に掲げておく。

時短促進法改止をめくって主張されたことは、と

りわけ「労働時|山短縮靴進計画」に代える「労働時

間等の設定の改善に関する指針」に細かいことは

入れるな、労使協議の参考資料にとどめろ、行政指

導のテコに使うな、といったことである。

過重労働対策法制化に反対

「ノ討をの労働安全衛生対策」をめくる安全衛生分

科会の審議においては、建議は6つの柱を立てて

いるが、そのうちのひとつとされた「過重労働・メンタ

ルヘルス対策」に対して、そもそも対策の「法制化に

反対」という主張が、使用者側から刑されてきた。

当初、労働安全衛1'11;見直し論議は大きな波乱

なしと見込まれていたようだが、これが争).～となって、

1 2月13日に建議取りまとめの3初予定は、日本経

団連の意iLL決定を待つため延期され、次の 12月 22
円にも今度は(東京 )1尚工会議所の意思決定が問

6 安全センター情報 2005 年 1.2月号
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に台わず、 12月2 7日に再度分科会を開催しての建

議取りまとめとなった。

これが、「過重労働・メンタルヘルス対策法制化」

の是非と内容をめく守った本絡的議論であったなら、

結果の如何に関わらず員重なものだ、ったと言えるの

だカえ厚労省(担当は労働基準局安全衛生部計|向

謀)が提案した1J'i容が、「一定の時間を超える時間

外労働を行った労働者に対するR:slliによる面接指

導及び事後措置の実施」を根幹とした毛のであり、

また、使用者側の抵抗も、その条件を緩和させる三

とに終始した。結局、使川者側と行政とのI~Jでの条

件交渉となってしまった。

後述するような労働安全衛生の総体的枠組みの

なかでの、 r;且重労働・メンタルヘルス対策法制化」

の是非・内脊が議論されていたならと、残念でならな

い。「リスク管聞の原則」に照らせば、「医師による

由接指蒋」は、リスケの恨絶・低減というよりも健康

影響の事後発見を目的とした、集問的組織的対策

ではなく個人的対策、の典型!と言える。

諸外国でも、同様の問題がストレス対策等として

干十会パトナ 問で、同様に「法市11化の是Jド」も含

めて議論されているが、「医捕による而接指導」だけ

が論点とされている国は、他にはない。仮に「院制

による面接指導」が、対策の構成要素のひとつとし

て議論されξことがあったとしても、 f憂先順イ主としては

低い、または「高い優先順.f ,が与えられではならな

い」ものとして披われているのではなかろうか。

厚労省側の当初の提案

議努傷惨7'字 鯵," 義務理費"手 築後鎗都 線電車E場進撃

務総盗察審物鎗倉孝養護長敏着陸務委総種紙?総等島都 !U4忽

厚労省側の当初」の提案(r検討正視点J)は、以下

のようなものであった。

①過重労働による健康障害防止対策の在り方

( 1)報告』において、月10 0時間メは2な, lし6か
月間に月平均説)1時|自lを超える11寺IUJ外労働を行っ

た場合、労働者に対する医師による面接指導を

実施すべきとされているととを踏まえ、法律により

居川者に対し由接指存及び事後始肯の実施を

義務付けるべきではないか。また、その際労働者

に対して而抜指導を受ける三とをぷ務付けるべき

か。

(2) 報告書において、時間外労働が上記の場合

より短くても、労働者白身が健康に不安を感じた

場合、問問の者が労働者の健康の異常を疑った

場合等で、産業医等が必要と認めたときは医師

による而接指導が必要とされているとと、またこ

の場合については、各事業場において自主的な

基準により制度化すべきとされていることを踏ま

え、法伴により雇用斉に対して努力義務を課すと

ともに、基準については衛小委員会等で干評議す

ることとしてはどうか。

(3) 報告』において、事業場内での而接指導を希

望しない場合、労働者本人が外部の院自111の由接

を受け、その結栄を提出できるようにすることが

必要とされて宇正)、このようなイ|組みを設けてはど

うか。

(4) 報告書において、衛生委員会等の活用による

安全センタ情報2005年 1.2月号 7
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労働者の意見の反映が重要とされていることか

ら、過重労働による健康障害防止対策を衛生委

員会の審議事項に追加してはどうか。

また、医学的知識を基礎とした健康管理が対策

の軸とされていることから、過重労働による健康

障害防止対策を産業医の職務として追加しては

どうか。

(5)月45時間を超える時間外労働を行った場合に

ついては、過重労働による健康障害防止のため

の総合対策において、雇用者が産業医等による

助言指導を受けることとされているが、上記(2)の

とおり法律により雇用者に努力義務を課し、各事

業場で労使が協議した上で基準を策定することと

した場合、この総合対策における助言指導につ

いては、ある程度柔軟に対応できるように見直し

てはどうか。

②メンタルヘルス対策の在り方

(1) 報告書において、長時間労働を行った者等に

対する医師による面接指導において、メンタルヘ

ルス面のチェックもすべきとされていることを踏ま

え、面接指導をそのように位置付けるべきではな

いか。

(2) 報告書において、事業場内での面接指導を希

望しない場合、労働者本人が外部の医師の面接

を受け、その結果を提出できるようにすることが

必要とされており、過重労働による健康障害防止

対策の場合と同様に、このような仕組みを設けて

はどうか。

(3) 報告書において、メンタ凡ヘルス対策として、労

働者、管理監督者等に対するメンタルヘルス教

育の実施、相談体制の整備、労働者が深刻な状

況に陥った場合の、上司、同僚、家族等周囲の

者の気づきを端緒とした専門家による介入の仕

組み、外部機関の活用などが必要とされているが、

これらについて法律に基づく指針で示すなどの

必要があるのではないか。

(4) 報告書において、衛生委員会等の活用による

労働者の意見の反映が重要とされていることか

ら、メンタルヘルス対策を衛生委員会の審議事項

に追加してはどうか。

8 安全センタ情報2005年1・2月号

また、医学的知識を基礎とした健康管理が対策

の軸とされていることから、メンタルヘルス対策を

産業医の職務として追加してはどうか。

危険性2倍以上なら対策が必要

ここで「報告書」とは、「過重労働・メンタルヘルス

対策の在り方に係る検討会報告書J(2004年8月[同

年8・9月号61頁参照])のことだが、 100時間、80時

間等の数字はもともと「脳・心臓疾患の認定基準に

関する専門検討会報告書J(2:∞1年11月[同年12月

号21頁参照])からきており、ふたつの検討会の座

長だ、った和田功・東京大学名誉教授は、安全衛生

分科会の公益代表委員も務めている。

東商代表委員の説得がメイユテーマであったと言っ

てよい12月22日の安全衛生分科会では、「時間外

労働と脳・心臓疾患」と題した、以下の内容のペー

パーが配布されている。

時間外労働と脳・心臓疾患

1.労働者の生活時間における時間外の労

働時間と睡眠時間

図省国各-1日24時間のうち、「人間として必

要な労働以外の生活時間J6時間(H12年総務

省・NHK放送文化研究所調査)+1基本労働

時間J8時間=14時間を除くと、「時間外の労働

時間Jを5時間で「睡眠時間」が5時間、時間外

の労働時間が増えるにつれて睡眠時間は減

少すると説明した図

※5時間/日 (1日の時間外労働時間)X20日

(一月の労働日数)二100時間

これらから、月 100時間以上の時間外労働

を行うと、 1日の睡眠時間が5時間以下になる

と考えられる。

2.脳・心臓疾患の発症の危険性

睡眠時間が6~8時間と比較し、睡眠時間が

5時間以下になると、脳・心臓疾患を発症する

危険性は1.8倍~3.2倍と報告されている。 (5

つの疫学研究調査報告より)

また、月約60時間以上の時間外労働では心



筋梗塞の危険性が2.4倍との報告もある。
3. 発症の危険性についての考え方［図省
略］
発症の危険性が3倍になることは、以下の 

ことを意味する。
① 脳•心臓疾患発症の危険性が3倍の場合 

発症した99人のうち、時間外労働が原因
となり66人が発症

② 一般に、危険性が2倍以上の影響の場 
合、強力な対策が必要とされている。

(例：じん肺患者における肺ガン発症の 
危険性が2倍)

4. 結論
上記のように1日の睡眠時間が5時間以下 

となることに伴う、脳•心臓疾患の危険が極め 
て高いことを勘案すると、月100時間を超える 
時間外労働を行った労働者に対し、何らかの 
対策を行う医学的な根拠は明白であり、医師 
による面接指導等の対策を実施することが必 
要である。

本誌では、専門検討会でこれらの数字が出され 
てきた経緯等について、すでに予備的な検討を行っ 
ているが［2002年4月号特集参照］、脳•心臓疾患 
と睡眠(=時間外労働としてよいかも含めて)の関係 
について、5つの疫学研究調査報告を根拠に、時 
間外労働100時間等という数字が、「医学的な根拠 
は明白」と言いきって、労災認定基準から安全衛生 
対策発動条件にまで言わば一人歩きしていくことを 
どのように考えればよいのだろうか。
科学的というよりも政治的な臭いが濃い。結論と 

しては、「月100時間を超える時間外労働は禁止す 
べきである」としてもよいと考えられるのだが、ここは、 
「禁止やより強力な規制(例えば労働者代表の提起 
するような割増賃金率の引き上げ等)よりも緩い医 
師による面接指導にしているのだから」と使用者側 
を説得する政治的意図もあるのだろう。

しかしいずれにせよ、リスクの程度と対策の必要 
性に関して、労働行政が公式に文書で、「一般に、 
危険性が2倍以上の影響の場合、強力な対策が必 
要」と明言したのは、おそらくこれが初めてではなか 

ろうか。その点では、今回限り、その場しのぎの方便 
にさせずに、首尾一貫した対応を求めていきたい。

長時間残業者の面接指導等
前記、「過重労働による健康障害防止対策」の「検 

討の視点」の(1)に関しては、厚労省側は、「残業> 
月100時間.2〜6か月平均月80時間で産業医が 
雇用者に助言指導+労働者に面談と保健指導」を 
実施している企業が43.1%、「残業>月45時間で産 
業医が雇用者に助言指導」を実施している企業が 
36.3% (重複部分=「ともに実施している」が17.5%) 
という、「企業における『過重労働による健康障害防 
止のための総合対策』の効果に関する研究」(分担 
研究者•西村重敬、平成15年度厚生労働科学研究 
費補助金(特別研究事業)「職場における過労死• 
自殺予防に関する研究」)等を示して、提案の妥当 
性を補強しようとした。

しかし早々に使用者側に譲歩して、「2ないし6か 
月間に月平均80時間を超える時間外労働を行った 
場合」が、医師による面接指導等の対象から外され 
た。対象に該当するかどうか判別するための労働 
時間管理が煩雑になるということが、理由のひとつ 
とされている。

「検討の視点」の(5)の「月45時間を超える時間 
外労働を行った場合」の対策は、その後、取り上げ 
られることはなかった。
同時に、①「1週当たり40時間を超えて行う労働 

が1月当たりで1⑴時間を超え」た労働者のすべてを 
直ちに対象とするのではなく、加えて、②「疲労の蓄 
積が認められるものであって」③「面接指導に係 
る申出を行った者」へと、限定された。「本人が申し出 
た場合」を対象とするというのは、「検討の視点」の 
(2)の努力義務の対象として想定されていたもので 
あって、(1)では一定の数値基準に該当する者す 
ベてを対象に強制的に義務づけるものであったこ 
とから比べると、大幅な後退である。また④「前1 
月以内に医療機関において脳•心臓疾患に係る 
診察を受けている労働者であって診察結果等か 
ら健康上問題がないと医師が認めた労働者等は 
面接指導を行わないこととする」というただし書きも

安全センター情報2005年卜2月号9
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援護憲織労働暴君事事に嫁する議議接織毒事制度

惨事奇襲機護費気対す轟機農

議襲撃雪湾総選襲宝寺滋殺事態援幸運転然奪事止匂黒獅鈴鹿巡察義議議善後

加えられた。

地域産保センターの機能拡充

さらに、産業院の選作が義務づけられていない

知人未満の事業場対策として、 ['1'小企業に対して

地域崖業保健センターによる支授を行うこと」という

唄伺も追加された(最終的には「建議」第2の3(1)カ
[33頁]のように修了Eされた) 。

ごとから今度は、地域皇室業保健センターは知られ

ていない、近くにない(労働者を休ませて行かせな

くてはならない)、医師による面接指導等には費用

がかかる等々の議論が出され、商ム会議所等に町

長して相談窓刊を附設したり、地域の医療機関で相

談窓口を開設するなどを含めた、地域産業保健セ

ンターの機能拡充とし巾方向へ流されてLりた。

来年度予算案では、同センターの整備事業として、

「医師による面接指導の実施経費」が新規に計上

されている。

厚労省は、全労働者に一律にという立場は保ち

つ七も、円頭で、中小企業に対しては、条1'1整備が

整うまで施行時期を遅らせるむの三質も旬えてい

る。応終的に、「建議」では、「なお、使用者側委H
カも、産業院の選任義務のない事業場においては、

直ちに医師による面接指導をfTうことが困難なので、

義務化に3たっては楠 3の配慮が必要であるとの

指摘があった」というえ言が {.Jけ加えられた。

事業場基準に基づく面接指導等

前記「検討の視点」の (2)は、時間外労働が前述

の数値県市に満たない場合であっても、各事業場

において策定する基準に基づいて、医師による出

接指導等を実施する努力義務を事業者に課そうと

したものである。

この基準は衛恒委員会等で干再議して伺々の事業

場で定める毛のとされるが、時間外労働が 45 時間
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を超え、かつ、①自ら健康に不安引退じて中し出た

場合、③周囲の者が健康の異常を認めて申し出た

場合、③その他(両血)土症、内脂血症、ムくは糖尿病

の基礎疾患を有する者、 5 0歳以|の者、等の客観

的な基準に基づく場合等)、が想定されていた。

とくに②の例示は労働者のプライパシ一保護の

悶オ式)等も台めて問題にされたが、結局、例市はや

めて、時間外労働の数値基準を満たない長時間労

働者(改止法の施行段階で r2~6か月平均月 80 時

I~JJ という数値がここで復活するのではないかとιl

kれる)、及び事業坊で定めた基準に該当する労働

者を対象とする努力義務というかたちに整閉された

rc建議」第2の3(1)ウ [33 TIl)。

医師による面接指導等の効果は?

前記「検討の視点」にあった、「過重労働による健

康障害防止対策」汝び「メンタルヘルス対策」を「皇室

業院の服務として追加」するという文言は建議には

含まれなかったものの、対策の担い子の '1'心が医

師(産業医)におかれていることに変わりはない。

いずれにせよ、労働安全衛乍(法制)の枠組みの

なかにおける安全衛生サービスのあり)jに閣する

包情的な検討なしに、いつの聞にか、 )0い千として

の院自Ili (産業俣)及び俣削会をベースにした地域産

業保健センター、内零として江健診や面談偏重か既

成事実化していくととを危倶せざるを得ない。

私見としては、今 Inlの法制化は伐念ながら、審議

に費やした時間や精力、そして地域産業保健セン

タ一等に増額間分される乙とになる予算等に見台っ

た効果をあげることはできないであろうと考える。

そもそも「医師による面接指導」自体は、子段であっ

て、対策ではない。それに某づく「事後措置」の内容

こそが問題なわけであるが、「事後J首情」を実施す

るのはあくまで事業主であって、産業医には「事後

措置」に係る助手亨・勧特等を行う役割が負わされる。

それを丸投げされた医自Iliの方がI J ; J惑するのではな

かろうか。

祈年度予算案では、「過重労働・メンタJLヘルス刻

策に対する支援の充実」として、「産業俣等を対象と

した研修実施経費」が新規計上されてはいる。また、

この点では、 11寺短促進法が改正された後の「労働時

間等設定改善法(仮称)Jに基づいて策定されるで

よをろう「労働時間等の設定の改善に関する指針(仮

称)Jとの関わりも出てくるかもしれない。

せめて、「過重労働による健康障主防止対策を(及

び「メンタルヘルス対策」も)衛生委H会の調査審議

事唄として追加すξこと」むり建議を桁かして、街中

委員会で議題に取り上げ、事後措置の只休的内得、

「医師による而接指導」以外の対策を具体的に進め

ていくことを期待したい。

メンタルヘルス対策では新指針

前記「検討じた杭｝\~J では、「メンタルヘルス対策」に

ついて宅、「医師による而技指等」を某本としたもの

だったが((l、) (2)及び(4))、この画では「過重労

働による健成障当防止対策」の議論の影響を受け

て、建議ではトーンタウンしている。

住議の内容自体カらは、「メンタルヘルス対策」に

闘しでは、何らかの事業主の義務が法制イヒされる

のかどうかも定かではない。されたとしても、「過重労

働による健康障需防止対策」として法制化される卜

述の「医師による面接指導に」において、「メンタル

ヘルス而にも情4吉するとと」と建議されているととか

ら、その結果院自111が「メンタルへYレス対策」に係る助

言・指導等を行った場合の、事業主の事後措置五

施義務が規定されるかどうかというととになろう。

「検討の伺点」の (3)に悶しては、「労働者がj菜対l
な状況に陥った場合の、上口l、同僚、家族等周囲

の者の気づきを端緒とした専門dポによる介入のi1
紺み」が、 rj且重労働による健康障需防止対策JIこ
字ヨける「周囲の者が健康の異常を認めて申し出た均

台」同様、労働者の7ライパシ一保護の関わり等も

台めて問題にされ、立;言としては収り下げら才[たが、

「メンタルヘルス教育の実施、相談体制の整備、外

部機関の活用等について、法律に法づく指針で示

すこと」は佳議された。

現缶、「職場における労働者の心の健成づくりの

た民の指針J(平成12年日月リ口付け法発第522号

[2000年10月号34TI参照])が策定されているが、

これを踏まえつつ、労働安全衛生法第7 0条の2に
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基づくものとして、「事業場における労働者の心の

健炭の保持増進のた陀の指針(仮祢)Jを策定しよ

うというものである。

この点でも新年度予算案で、事業場の体制づく

切ご対する指導の実施経費として「メンタルヘルス対

策支疑事業」のほか、「地域産業保健センターの整

備事業」として、「地域・職域で連携し、メンタルヘル

スの専川相談等の光廷を図る経費」が新規に計上

されている。

労働者の健康情報の保護

安全保j1'分科会の建議では、「過重労働・メンタ

ルヘルス対策」とも閣わりの深い、「労働者の健炭

情刊の保護」も 6つの杭のひとつに取り上げられて

いるので、ここでふれておく。

このlz:では、厚労省担uが最初に示した「検討の視

点」でも、「部作占では、特殊健康診断の結果につ

いても通知を義務づけるべきとされていξことカら、

法律により事業主に義務づけてはどうか」とだけさ

れ、建議もそのままとの一点しか提青していない。

ちなみに、ここで「報告書」とは、「労働者の健康情

報州持主に関すξ検討会報白書J(2004年9月 ［2004
年 11月号36 頁参照］)0:ことである。

一般健康診断の結果を労働者に通知するという

規定が設ゅうれたのは 1996 年の労働安全衛生法

改正においてであったが、その時点でノド誌は次の

ように指摘してL渇 ［1996年 11月号 13 TIl。
「健成診断の実施、記録、の作成保存、報告が事

業主にぷ務づけられ、一方で、労働者には法定健

康診断の受診義務が課せられていながら、今Hま

で、健康診断の結泌を当該労働者に知らせる(労働

者に走る権利がある)という規定が存存していなかっ

たということは驚くべきことで変る(今|門|の改正でも対

象は限定されている)。また、作成保存が義務づけ

られている健康診断の結束(健康診断倒人票)を事

業主がどのように取り扱わなければならないのか、

労働者の恒人情報、プライバシーはどのように保護

されるのかという而に関しては、今日に全るも｛日Jも

規定されていない。 H本の労働安全衛桁訟が、労

働者の権利あるいはプライバシーの保護をいかに

ないがしろにしているかということのひとつの見本で

もある」。

2ω5年 4月 l口から「個人伯却の保護に関する法

律」が全面施行されることに伴い、 2004+ド7月 HJ

に「雇用管理に閣する個人情報の適在な取扱いを

倖保するために事業主が講ずべき措置に関する指

針J(厚十労働省告不第 259 号 ［5lI［参照］)、|司年

10月2 9 Rには「雇用管理に閣す引回人情報のうち

健康情報を取り扱うにヨたっての情,ê~事項につい

てJ(基充第 1029009号 ［53I［参照］)が不されたりし

てきている。

こうしたなかで必要な労働安全衛生法の見直 LA:::
係る建議の内容が、これだけというのはいかにもも

の足りない感じかする。十分に議論する準備はない

が、個人情利保護法があれば、労働者の健康情報

に関するj三原則を労働安全街中法で規定する-i::、民

なしということでよいのであろうか。

「過重労働・メシタJLヘルヌ対策」を含めて医師(産

業院)の役割jばかりが拡大さオLるなかで、彼らの権

利と義務をより明確にする必要はないのだろうか。

ちなみに、!早労省担JIが安全衛生分科会で配布した

「事業場に才卦ナる労働者のd心の健康の保持増進の

た試の指針(仮祢)のイメジ(廿下)Jでは、「個人の

プライバシー等への配慮の具体的進め方」として以

下を示している。

-面接指導時、相談窓口における配慮(知られた

くない者への間慮)

・産業区、相談窓円担当者かう展 JIJ者や人事労務

部IJ"等に情報提供する場合の配慮(提供する情

報の絞り込み、提供する者の絞り込み)

-職場復帰11寺における配慮(復帰する職場の労働

者への自己虚等)

-労働者に対するプライバシー保護に関する啓発

労働安全衛生法改正の経過

さて、安全衛l'分科会の建議の 6三の住をあらた

めで掲げると、以下のとおりである。

①事業斉による白主的な安全衛生への取組を促

進するための環境整備

②元) j等を通じた安全衛生管理休制の実現
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③過重労働・メンタルヘルス対策

④労働者の健康情報の保護

@化学物質管瑚の促進

⑥その他

非常に垂要な内脅が多かったにも関わらず、労

働条件分科会における時短促進j去の見直し論議

とも連動して、このうち「過重労働・メンタ凡ヘルス対

策」ばカミりが焦｝.～化されてしまったことは前述のとお

りである。

このIUJの労働安全衛小法改正の動きをおさらい

しておこう。

労働安全衛生法の改正等

1947 労働長準法制定

1972 労働安全衛恒法制定

労働災告・職業病の防止

1987 改止①労働者の健康の保持増進

(耳11')
1992 改正②ー快適な職場環境の形成促進

1994 これからの皇室業保健のあり方術設置

1996 改正③ 産うiCl'k'健康診断(事後Hlii肯
等)

1999 労働安全衛生マネジメントシステu:関
する指針

1999 改iT④ 深夜業(日発的健診)、化学

物質(MSDS)

1999 化学物質管理促進法 (PR1R'MSOS)

ヨ〕α) 労働者の心の健成づくりf骨量|

2じ01 機械の包折的な安全県準に関する指

針

2002 過重労働による健炭障告防止総合対

1 +1
2002 VOT作業労働偉j1 '管理ガイドライン

2005 改iT⑤つ

積み残された宿題

きわめてラフな整理をすると、 1972 年に、労働基

準法のひとつの市カも分離・独立されるかたちで市JI

定された労働安全衛乍法は、基本的に「労働災需・

職業病¢防止」を目的とするものだっ七それが、 1987

年改止で「労働者の健康の保持増進 (THP) Jを、ま

た1992年改正で「快適な職場環境の形成促進」をも

目的とするに至る。必然的に次は、そのような目的

を実現するた従の労働安全衛生のあり方=包折的

枠組みが確¥r.されるべきであった

)jで、 1972年O)'!i働安全衛生法制定か3わず

か 10年間で死亡災害を半減させるという快挙を成

し遂げたモのの、その後長期にわたり、労働災需の

削減は停滞し続けて才刻、状況をtJ破するためにも、

労働安全衛生のあり方の抜、本的な見直しが必要と

されていた。

1994 年には、これらの課題の検討にふさわしい

r,称を掲げた、「これからの虚業保健のあり方に関

する検討委員会」も設肯されたわけであるが、この

報告に基づく 1996 年改了日立、枠組み江うちの労働

安全衛生サービスについてのみ、しかも伺い千とし

ては医自iIl (産業院に内容としては健康診断(事後措

置等)に関してのみのものにとどまった。

それ以来、わが|司の労働安全衛生法は、積み残

しの宿題を抱えてきたというのが、筆者の基本認識

である。

「医師頼み」の既成事実化?

にもかかわらず、その後の経過をみると、 1999年

改正でも、深夜業に従事する労働者が自発的に受

診する健康診断の促進(費用助成を含めて)と、そ

の結果に係る医晴からの志見聴取等と、再び、 jD

い手としては俣削i(産業区)、内容としては健康診断

(事後措置等)に関する法改在がfTわれている。寡

聞にして、との施策の実績や、 1996 年法改止を含

めた健診と事後拍世に係る施策の効果に閲する資

料に接したことは、これまでない。

さらに2 ω o年の労災保険法改止では、労働安全

衛桁法に基づき事業主が行う定期健康診断等に

おいて、労働者に業務上の事自による目前・心臓疾

忠にかかわる検査において、向血J土、向血糖等の

異常所見があると診断されたときに、その労働者

に対し医師による二次健康診断及びその給米に基
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づく保健指導を労災保険の給付として行うこととする

「二次健炭診断等給付」が創設され、却 01年度カミら

施行されている。とちらの実績をみると、 2001 年度

3,187 f午、 91 ,265 ,577円、 2ω2年度 1O, 633i'1、

3∞, 7 6 9 ,1 7 0円とのことでaるが、効米はL功ヰまどの

ものだろうか。

そしてまた、 「過重労働・メンタルヘルス対東」として、

「医師による面接指導等」に係る法改王が提案され

ているわけである。

少なくとも、先行する諸施策の効果や「過重労働

による健炭障当防止のための総合対策」の毛とで実

施されている対策の効果等を検証したうえで、法制

化を提言すべきではなかったろうか。

筆者が、担い子としての医師(産業医)、内存とし

ての健診や而談偏重の既成事実化を危倶するの

は、このような経過を踏まえてのことである。これが、

労働安全衛生の担い子及び対策の内零を包括的

に検討したうえで、そのようなアプローチをして, lくの

だという意思決定の|に進められていくのであれば

まだしも、まさに包括論議ないさ既成事実化していく

ことを危慎するのである。

リスクマネジメントに基づく手法

それとは逆に、評価したい動きとしては、 1999 伴

労働安全衛生法改正によるM S D S (化学物質等安

全データシート)のj去制化(行政指導レベルでは 19児

年以降実施)、及び、 2001年の「機械の包括的な安

全基準に関する指針J(平成13年6月1F 1付け基発

第 501号 ［2001年8月号参照］)、があげられる。

とりわけ後者は、「製造段階でリスケを評価し、伐

減した上で、残存リスクの情報を機械の使用者に提

供する, Jヨ( ω4年建議 ［36頁］参目的というモので、 「危

険・有需l止囚を特 定し、それそ'rl のリスケを評伺し、

これに基づきリスクの低減措置を実施すξという子

法J(同日 ij) =リスク・マネジメントにぶつくアプローチ

を初めて採JIJした画期的な文書であξと考えている。

おそらく、国際的に通用する可能性のある唯 の

ものではなかろうか。

この指針はまた、基礎となった検討会の専門家ら

も解説しているように、「機械はやがて故障し、人は

‘⑩
経遜滞2重火災著書鈴発集件数tll雑緩<金重量象3

S起 き
, ,

ミスをする」、「絶対安全」は幻想、「安全の確保は人

任せではなく、第一に技術によって倖保」等々とい

う、安全の確保に閲する原則を示している。その点

で、伝統的な3管理(作業管理、作業環境管理、健

康管瑚)や、使用者慣JI O :進めてきた「ゼロ災」 、 rKYT
(危険予知訓練)J等の人に頼った精神主義的運動

に対する強烈なアンチテーゼ、にもなっていξと考え

るものである。

翌2002年に改訂さ才［たr¥乃DT作業における労働

衛生管理のた詑のガイドラインJ(2印12年4月5F1付

け長発第0405001号 ［2002年5月号参照］)におい

ても、同様のアプローチが採られξことが強く期待さ

れたれ戎念ながら従木ど羽フの3管理(作業管理、

作業尉境管理、健康管理)アプローチの枠を超える

ものにはならなかった。

既山の、 2α10年「労働者の! L , 'の健炭づくり指主IJ、
2 0 0 2年「過重労働による健康障害防止総合対策」

もこの由では新機憎を打ち出すモのとはなっておら

ず、また、同様のアプローチを支える「仕組みの つ
で主る労働安全衛生マネジメントシステLリ (2004年

建議［36 TIl参照)に閃するわが国の 1999 年の指

釘 ［1999年8月弓参照］肉体も、この子法=アプロー

チを明示するものになり得ていない。

1 9 9 9 "ドのM S D Sの法制化を台め、化学物質対

策に関しては、その後の諸施策も、同様の子法二

アプローチを踏まえながら、あくまで相対的にでは

あるものの、前進してきでいると評価することがで

きる。それにしても、 1999年の化学物質管理促進法

にぷづくものと労働安全衛生法にぷづく宅のと、同

時期に策定されたふたての化学物質管理指針を比

べると、 IJスクマネジYント・アプローチの採用という
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点で後者の方が見劣りがすると思われる ［ 20 00年

5月片参照］ 。

労働安全衛生の担い手の枠組み

本誌で再二指摘していると宇則、時代の要話に応

える労働安全街中の枠組み見直しの柱のことつは、

①使用者(事業主)、②労働者、③労働安全衛生

サービス、④労働安全衛生航管機関、といった労

働安全衛干の担い手の役割lを明確化することであ

る。

現行の労働安全衛生法は、法本的に、使用者に

対する何日リ具体的な品情のHli置の義務づけと政

府による監留によって労働安全衛生を確保しようと

する、典型的な法規準拠型ア71コーチを採用してい

る。これは、 1 9 7 2年の法制定からわずか凶作で死 

亡災当を半減させξのにの効であったかもしれない

が、もはや制度蚊労を起こしているといっても過言

ではない。

前にuてきたように、わが国ではこれを、労働安

全衛生サービスの仰い干の亡とつで主る医師(産業

医)の役割を拡充させることによって、呆りきろうとし

ているかのようにみえる。

労働安全衛生の主人公が、現場の労使である三

とは論を待たない。今|門|の干評議のなかでも、「現場

力」の低下とそれをア、ソフ。させる必要性が指摘されて

いるが、「現場力」低ドの原凶を、定年、リストラ等

によるベテラン労働者の退職や安全衛乍管理組織

の縮小、ノウハウの継承不足等のみに求めてすま

せているわけにはいかない。

また、現行の法令の枠組みは維持したままで、事

業者(あるしヰま現場労使)による日主的な取組を促

進するた陀のイ|組みを上乗せすれば何とかなると

いうものでもない。

円本の労働安全衛生法が、現場をエンパワーメ

ン卜する枠組みを提供してとなかったとととそが見直

されなければならないのである。

i +iに、現行法ではほと/しど役割を日えられてこ

なかった労働者汝び労働者代友の権利を確立する

ことである。動機はともかく鉱山保安法改正におい

て、初めて「労働者代表」という概念が導人されたこ

ともあって、今|門|の労働安全衛小法見直し論議でも

この｝\~が取り上げられξ ことが期待されたが ［2004

年4月号特集参照］、建議では全くふれられなかっ

た。最大の弱点であると言ってよい。

第二に、使用者の包括的な義務・責任を明定す

ることである。この点は、主に労災裁判を通じて使

川者の安全・健康配慮義務が判例|確有されてき

たこともあり、労働組合が要求してきたことでモある。

今日的立場かみ使用者の安全・健康問慮北務の

内実が明定されるべきであろう。

第三に、イl効な労働安全衛生サービス・労働安

全衛生航督のあり方を修立することである。このな

かで、医自j(産業医)や地域産業保健センターのf宣
言Jrゃ位置づけも明確にする必要がある。また、監

督機関の役割、罰則なしの指針・ガイドライ;等の

い肯づけや実効確保の仕組みなどを検討されるべ

きである。私たちのようなN P Oの役古Jrもあろう。

第同に、労働安全衛生の関係斉として伶民二地

域社会も加え、また、労働安全衛中( O S H )に環境

(E)も加えた、 O S H Eとしての構成の検討してL、くこ

とである。

残念ながら、今|門|の建議は、第ーから第四の課

題にも、応えるものにはなっていないと言わざるを

得ない。

使用者の包括的責任の内実

使川者の包括的な義務・責任を法律で明定する

ことに闘しては、いまから 15年以上も前の欧州共同

体の「労働における労働者の安全汝ぴ健康の改善

を促進するHli置の導入に関する 1989年6月12 tJ
付け理事会指令(89/391/EEC) Jに、前例をみξこ

とができる。とれは一般に、「労働安全衛生枠組み

指令」と呼ばれているものである。

安全衛生分科会の審議においても厚労省が資

料として抄訳を配布しているが、ことでは、筆者0:独
自訳のものを紹介しておこう。

EU労働安全衛生枠組み指令

第2章 使用者の義務

第5条(般条項)
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1 黒川者は、労働に関連するあらゆる側由にお

いて、労働者の安全及び健践を確保する義務

(duty)を有する。

第6条(雇用者の一般義務 (General Obli回 tion) )

l 雇用者は、その責任として、業務上のリスクの

防止、情報及び訓練の提供、及び必要な組織及

び手段の提供を台めて、労働者の安全及び健康

の保護に必要な措置を講じなければならない。

雇用者は、定化する状況を考慮し、また現状の改

需をめざして、これらの Hli肖を調整する必' t .H'1が
あることを銘記していなければならない。

2 雇用者は、以下の予防に関する一般原則に

基づいて、第1羽前段のHli肯を講じなけオUまなら

ない。

(a) リスクを回避する

(b) 101避できないリスケを評価する

(c) 発生源でリスクに対処する

(d) とくに単調な作業及びあらかじめ決められた作

業速度による作業を軒減し、またそれらσ健康に

日える影響を低減することを目的として、と仁わけ

作業場の設百|、作業機訟の選定、作業及び生産宣

方法の選定に関して、作業を何人に適応させる

(e) 技術の進歩に適応する

(f) 危険なものを、危険でないメはよ切立険の少な

いものに代替する

(g) 技術、作業組織、作業条件、社会的閣係、及

び作業農坑に関連する諸要因の影包iをカパー

する、包括的な予防方針を策定する

(h) 個人的防護措置よりも、集阿的防護措置を優

先する

(i)労働者に適切な指不を与える

3 本指令の他の規定を侵告すξこむなく、雇用者

は、企業及びj)くは事業所の活動の性質を考慮

しつつ、以下の措置を講じなければならない。

ωとりわけ作業機器、使用される化学物質又は

製剤の選定、及び作業場の装備において、労働

者の安全及び健康に対するリスクを評価する。

この評価の後、及び必要に応じて、雇用者が

実施する予防措置、作業及び生監方法は、

安全及び健康に関して労働者に提供される防

護の水準の改善を保証しなければならない

企業及び/又は事業所のあらゆる活動と、あら

ゆる階層レベルにおいて、統合されていなけ

ればならない

(b)展 Jlh量が労働者に臓務を委ねる場合には、健

炭及び安全に関する労働者の能力を考慮に人

れる

(c) 新しい技術の計画及び導入は、機器の選定の

結巣、作業条件、及び労働者の安全及び健康の

ための作業尉境に関して、労働者投ぴ/ムくはその

代表との協議の対象に必ずする

(ct)適切な指示を受けた労働者江みカえ重大かっ

特定の危険のある区域に接近する三とを倖保す

るための適切な手順をとる

4 本指令の他の規定を侵告すξことなく、複数の

事業体がひとつの作業場を共有する場台には、

得展川者は、安全、健康及び労働衛恒にs'Jする

規定の五施において協力し、かつ、各々の活動

の性質を考慮しつつ、業務上のリスクの防護及

び下防に閃して各々の活動を調整し、またこ才lら

のリスクをお互いに、及び各々の労働者及び/又

はその代表に知らせなければならない。

5 労働における安全、衛十及び健康に閃連す

る措置は、いかなる状況においても、労働者に

財政的負抑をかけてはならない。

リスクマネジメントの一般原則

使 JIJ者の包括的な義務・長れを一般的に規定す

るだ九?でなく、その内実を「予防に閣する 般原則」

等というかたちで明定しているのである。

筆者は、使川者の包括的な義務・責任を、現時

点でとりあえず、「法令で定められる最低基準を遵

守するととはをとより、労働災害・職業病の防止、労

働者の健康の保持噌進及び快適な職場環境の形

成促進というオ働安全衛生訟の目的に問、らして、合

理的に実行可能な忌善の措置を講じるとと」、と格

理することができるのではないかと考えている。

しかし、このようにー般的に規定するだけでは不

|分で、そのうえで、措置を講じる上での一般原則

を、日正iiliのリスケ・マネジメン卜の原則として合わせて

明定することが、決定的に重要であると毛考えてい
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る。 る枠組みえ書の策定が検討されていることは前述

リスクマネジメント

⑨ハザード・アイデンティフfケーション(危険有
吉要閃の特定)

(: D リスク・アセスメント(リスクの計｛曲・分析)
③ リスケ・コントロール(リスケの管理・対策=協議

のリスクマネジメントと百つでもよい)
④ リスク・コミュニケーション(りスケの伝達・疎通)

リスク対策の原則(レベルと優先順位)

①発生源でりスケをなくすか低減する(発生伽｛j; J
策)

①でリスクをなくせない場合に限って
(:Dリスクを隔離したり低減する(伝播絡協対策)

②でもリスクをなくせない場合に限って

③ 労働者をリスクカも保護する(個人保護対策)

③の場合には、個人保護具等の使用は一時的・

臨時的なをのに限定されるべきであって、｛同人

保護具等の使用を前提とした労働は 般的に
認められない

その時点で「合理的に実行可能な最善の措置」が

講じ>れているかどうカヰ立、上記の般原則及び主
に技術的側l白lから判断されることになろう。

建議も指摘するように、 1Ji!動安全衛1 :マネジメン
トシステムはこのようなリスク・マネジメントを促進す
るための効果的な11組みであり、法令によってその

導入を義務づけ、あるいは促進することはイJ用で

あると考えられる。

労働安全衛生マネジメントシステム

①労働安全衛生々針の表明

③労働安全衛生片標の設定

③労働安全術小計画の作成

④l 実施及び運用

⑤点検(評価)及び改善

⑥システムのレビュー
→ 継続的改古(スパイラルア、ソブ)

I L O (回際労働機闘)でも、 ']J働安全術小に闘す

のとおりであるが、今円の時点であれば、上記のよ
うな内容がJ ; ! 、ノドとなξのではないかと考えている。

事業主による自主的取組の促進

では|記のような観点かう建議の伐る部分をみ
ていこう。

まず、「事業斉による白主的fな安全衛生への取組

を促進するための環境整備」として、以下の4点Jが取

り上げられている。

①危険・有害要因の特定、低減措置の推進

安 自主的収組の抑進と普及促進のためのイニセ

二ティブ措置
③安全衛生委H会の活性化等
年安全衛恒担当者の教育の充実

このうち最初の「危険・イf;占要閃の特定、低減措

置(検討の視点では「等」がついていた)の推進」に

ついて、厚労省側が当初示した「検討の侃点」は、

以下のとおりであった。

(1)検討会報告古では、危険・有害性の調査に収

り組む仕組みの確¥r.が提言されており、またE U

でも導入されている状況のなかで、労働災害発生
のおそれのある危険性・有害性を調査し、その結

巣に基づいて、これを除去・低減する措置につ
いて法律上明記すべきではないか。

報告書では、重大災害が頻発した|業的業種
等の事業場を対象とされているが、業経の範阿

はどのようにするべきか。例えば、安全管理者等
を選任しなければならない業粧はどうか。

また、危険・イf;ヰ併の調台はどの日与点で行うの
が適当であるか。例えば、設備を新設したとき等

が考えられるのではないか。
方で、報告書では、中小企業における、危

険・有害性の調査、低減措置を普及させるための
支援指置が必要と提百されており、どのような支

援が考えられるか。
(2) 報告書では、危険性・有害性の特定等を的保

に実施するため、既存の法律hの組織(総括安

全衛小管理者、安全術小委員会等)を最大限活
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自

用するととが必要とされているが、どのように考え

るべきか。例えば、安全衛生委員会等の調査審

議事項に危険件・イJ書作の調査結果に糊するこ

とを追加することはどうか。

(3) 報件古では、「機械の包折的な安全基準」の実

効性を高めるための仕組みの導入が提言されて

いる。平成 13年に「機械の包指的な安全法準に

関する指針」が厚生労働省労働基準 Joj長から示

しているものの、機械製造事業者のλ多数が中

小企業であるなか、実効性を高めるためには、ど

のような方策が考えられるか。

ここで「報告書」とは、「今後の労働安全衛生対策

の有り方に関する検討会報件占 J(湖)4年8月［主日4
年 8・9月号 4 9 T I参照J)のことであり、取りまとめら

れた建議の内存はお頁を参照していただきたい。

E Uの枠組み指令の内容も念頭に起きつつ、リス

ケマネジメント・アプローチに基づくリスケの除ぷ・低

減を法制化を企図していたとし巾｝.～では評価できる

宅のの、結果的に、①安全管開斉選任義務のある

業積等の事業者に限定し、②設備を新設すξとき

等に限って、③労働災告発生のおそれのある危険

性・有害性を調査し、その結果に法づいて、とれを

除i、・低減するJ昔置を講ずる努力義務を課す、とい

う建議の内科には拍子 tftけさせられる。

リスクマネジメント・アプローチは、安全対策(及び

化学物質刈策)向けのものであって、すべてのリス

ケ対策の 般!県別であるどころか、(化学物資対策

を除けば)健段対策のた//)!JYtのではないと理解し

ているのではなし功、とJ忠われてならない。それで健

康確保対策が、医師による健診・面談頼みとあって

は情けない限りである。

MS導入へインセンティブ措置

「自主的収組の抗進と普汝促進のた虻のインセン

ティブF措置」について、厚労省、 ｛同uが当初J不した「検討

の視点」は、以下のとおりであった。

報告書では、労働安全衛恒マネジメントシステム

の導入を圏るた詑の誘導促進策の検討が提言され

ているが、初告』にある以 rの措置についてはど

う考えるべきか。

ア 事業者の自主的取組を促進するため、事業場
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における危険刊・有需flの調査悦びに自主的安

全衛生計|向Iの策定及び当該計|向の実施・改善

等を適切に行っており、安全衛生ノk準が而, lと

労働基準監督署長が認めた事業者に対しては、

安衛法第総条に規定されξ機械等の設置、移転

に関する百|回の届 f十!を適用除外としてはどうか。

イ 中小企業に対して、労災保険の特例刈わ卜市 I
度の適用を導入してはどうか。

ウ 企業朽の顕彰、マネジメントシステムカ 1確立さ

れていることを去す標章使 JIJの許容等を導入し

てはどうか。

結果的には、アを採用した「計画の届, ' 1 1に代えて

設置報白とする等の促進策を講じること」のみが建

議された [36頁参照] 。

筆者としては、脈絡は外れるかもしれないが、罰

則lのつかない指釘・ガイドライン等の実効確保のあ

り点等についても検討してほしかったところで是る。

員会の発言を理山とした不利益収扱L治禁止す

ることにしてはどうか。

(2) 切符』では、事業場のトッフ。で主る総折安全衛

桁管理者が制度的に関与するモのとして安全衛

生委員会の活性化が提員されているが、その他、

労働災害防止の観点から、事業場のトッ 7であ

る総括安全符j1 '管理者の11 1 (組を促進させること

は考えられないか。例えば、安全衛生)j主|の表

明に関するととを職務として追加してはどうか。

取りまとめ巴れた建議の内科は 36頁を参照してい

ただきたい。

前述、のとおり、「労働者代表」という概念の導入、

労P 働者及び労働者代表の権利に附しては、「うiJ働

者に対する安全衛生委員会等の議事録の概要の

周知等」以外は、収り卜げられでもいない。

安全衛生担当者の教育の充実

安全衛生委員会の活性化等

「安全衛生委員会の活性化等に」について、厚労

省恒i Jが当初J不した「検討の視点」は、以下のと才却で

あった。

(1) 報告書では、安全衛小委員会の活fl化を図る

ため、委員の選山、審議事項、決定事項の抜い

万等委H会のあり方全体の見直しが提青されて

いるが、以下の事以についてどう考えるべきか。

ア 安全衛生委員会等の機能を強化するため、安

全衛生委は会等の調査審議事項を追加してはど

うか。

例えば以下の事項はどうか。

-危険性・有害性の調査結果に関すること

-自主的安全衛小計画の策定及び当設計画の実

施・改善等に関すること

.その他

イ 安全衛小委員会等の透明flを確保するため、

労働者に対し安全衛生委員会等の議論の概要

が分かるようにしてはどうか。

ウ |記のほか、安全衛小委員会等の機能を強

化するた詑の )j 策としては、例えば、安全衛生委

「安全術小担当者の教育の充実」について、厚 '}J
村{目的t当初示した「検討の視J江」は、以下のとおりで

あった。

報白書では、安全管理者や管理者を含む職長等

や労働者に対する安全衛生教育の内容の見直し

の検討が提言されているが、次の事項についてど

う考えるか。

ア 安全管瑚斉の資質の向上を快1(るため、選任に

当たっては 定の教育を受けることを求めること

としてはどうか。

また、その場台の教育の IJ ' i容として、現場の危険・

有需刊の認識の重'～刊が提言されているが、リ

スクアセスメント等の教育を充実させていく )j向性

についてどう考えるか。

イ 管理者を台む職長等に対する安全衛桁教育

の内存を充実させてはどうか。

結果的にこの提案どおりに建議されている [37員

参照]。

一体的な安全衛生管理の構築?
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次に「元) J宇あ且じた安全衛生管理本制の主長引」

として、以下の 3点が取り上げられているが、乙こで

は表題も当初と建議で違っている部分がある。

C[) 安全管理者等の専属要件の弾力化(当初は「一

体的な安全衛生管瑚の構築J)

②元方事業者による安全衛恒管理の実施(当初

は「五施」が「構築J)

③施設・設備の管用権原に関する安全衛生対策

当初「一体的な安全神i乍管理の構築」として不さ

れた「検討の )j向」は、以下のとおりであった。

(1) 報件当では、事業を同ーの場所で実胞し、街

接な経営上の闘係がある等、一定の条件下にお

いて、企業グループ|付の事業場の安全管理者等

が、企業グルーフ。内の他の事業場における安全

術小管理を併せて実施することが可能となるよう

な仕組みが必要と提弓しているが、 人の安全

管理者料皇数0:事業場0:安全管理をまとめてiTJ
た方が効果的な場合とはどのようなも江が考えら

れるか。例えば、対象となる事業場が同 の場所

にあるととが必要ではないか。

また、密接な経蛍|の悶係とは具体的にどの

ようなものが考えられるか。例えば、分社化され

た規子事業場である場台などが考えられるがど

うか。

さらに、衛生管理者についても同様の仕組み

が必要と考えられるがどうか。

(2) また、報告書では、職場の安全衛桁管理体制J

の確保・向上を圏っていく上では、外部資源の活

用を|刈る三とも有効であり、有害業務がない業種

等について、事業場に直接居川されていない者

であっても、 定の条件の下、衛生管理者に選

任できるような11組みが必要と,lう趣旨の提言が

あるが、例えば、第一積街中管理者の選任が認

め巳れている業種にこのような仕組みを導入して

はどうか。

また、将入にあたっては、どのような条1'1を満
たせばよいとちえるが。例えば、市勤であれば、
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労働者派遣や準委任を認めてはどうか。 前評判では、請負、派遣労働者等との混在作業

取りまとめられた建議の内容もJEヲ誌のとおりであ

るが、表題の十jけ方が、規制の緩和という内容をよ

り反映したものになったということだろうか。

元方事業者による安全衛生管理の構築

「元々事業者による安全衛生特理の構築」につ

いて、厚労省側が当初示した「検討の視点」は、以

下のとおりであった。

初得』では、ノし方事業斉と請負事業者σ:労働

者が|司ーの場所において作業を行う場合には、

元 )j事業者が請負事業者との連絡調整等の労

働災害を防止するた此の対策を講じるととが必要

という趣旨の提言があるが、このような対策を講

じξことが必要な業種としてどのような毛のがある

か。例えば、製造業はどうか。

また、連絡調整の他に具体的にどのようなJ位

置を講じることが必要であξと考えるか。例えば、

台同|の統一等はどうか。

この品分は、「今後の労働安全術小対策の在り

ノ白に関する検討会科目告書」では、以下のように書か

れていた。

「事業運営においてアウトソーシングが進行して

おり、製造業等において、同 の場所において指

揮命令系統の異なる労働者が混在して作業をする

ことによる危険が増λすることが懸念されている。

大規模製造事業場に対する白主点検結果によ

れば、作業聞の連絡調繋が十分になされていない

場合等には災需の発性率が高く;なっていることから、

同 の作業場所において元々事業者と請負事業

者を行う場合には、同一作業場で作業する労働青

について、 元的に連絡調整等の安全術小管理

をわう統括的な管理をわうべきであり、その主体は

ノ」方・請負の契約関係からノし方事業者であること

が適当である。特に製造業等においては、元方事

業者が請負事業者との問でより緊密に連携を図り、

労働災害を防 11するための対策を講じることが必些

である。」

に対する元 )j事業者による、統括的な安全衛生管

問、労働災害防止対策の責任強化が導入されるも

のと想定され、労働組合側か巴の民望もあった。使

用者の包括的な義務・責任の確立という｝\～でも、非

常に重要と考えられた。

しかし、建議の内容は、「作業|自lの連絡調整、合

図の統 等必要な措置を講じなければならないこ

ととするとと」とL汚一点のみで、全く不|分と青わざ

るを得ない。

施設・設備の管理権原に関する対策

「施設・設備の管理権原に関する安全衛生対策

施」について、 J早労省担1'が 3初示した「検討の視点」

は、以下のとおりであった。

報告書では、危険・有者性の高い設備の保守

等の作業を外注する場合、 I主立;者が請負事業青

に、当日支作業に係る労働災害の発性を防止する

たぜ»の拘置をとる上で必要な危険・有害性に閣す

る情報を提供する｛1組み等が必些という趣旨の

提言があるが、どのような設備について情報の

提供が必要か。例えば、爆発・火災や急性的障

害のおそれのある化学物質を取り扱う設備など

はどうか。

また、どのような情報が提供されξととが必要

と考えられるか。例えば、設備に係る作業につい

て注意すべき事項などの情報はどうか。

現存提案されている「石綿障害予防規則三五」との

関連で、筆者は、この羽円をうまく活川すれば、発

注者に施設設備に使用されている石綿に関する

情報を提供させる三とにより、建築物等の改修・解

体等に従事する労働者の健康の防護に資するこ

とができξと考えた。

また、同規則案は、「事業者等は、その労働者を

就業させる佳築物に吹き｛.Jけられたむ綿等がJ削号、

劣化等によりその粉じ/しを飛散させ、労働者がその

粉じんにばく蕗するおそれがあるときは、 3iI宝石綿

等の除i、、封じ込め、阿い込み等の品世を講じなけ

れは守ならないこととする」とされている。施設・設備の
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|特集〆時短E安衛E労災法改涯の健機 E

管理者に、関連する情報を提供する義務を課すこ

とができれば、この点でも活用できるのではないか

とも考えられた。

しかし、取りまとめ己れた建議の内容 [380参照]

は、対象を急性毒性・引火性¢化学物質等に限定

してしまっている。きわめて不満足である。

免許・技能講習の資格制度見直し

建議の6つの住のうち残っているのは、「化学物

質管理江 E進」と「その他」であるが、 「その他」として

は、免許・技能講ず日の資栴制度の見直しが提案さ

れている [ 4 0 0参照]。当初、厚労省慣が不した「検

討の) j r訂」は以下のとおりだった。

報件当では、労働者が安全衛生に関する多様

な知識、技能を獲得することは、事業場内におけ

る安全衛生活動にも有効であり、また、事業者や

労働者の負担軒減を|刈るためにも、 l幅jムい資将

取得が可能となるような資格制度の検討が必要

という趣日の提百があるが、これを踏まえ、次の

ような観点から資栴制度を見直してはどうか。

CJ)作業に必要な知識又は技能に共凶点が多い

資格であって、かつ、 人の労働者が向ノ与の資

怖を収得していることが多いこと、一人の労者が

労働災再防止の観点から両方の資格に係る知

識又は技能を修符すξことが望ましいこと等が認

められるものについては、必要な知識メは伎能

を効率的に修得させるため、統合する。

例えば、

.) 出山の掘削作業主任青技能講習と王 1Iめ支保

二作業全任者技能講宵

・テ"1) 、ソク運転士免許とクレーン運転士免許

・テV、ソク運転美技教習とヴレーン淫中ム実校教習

.四アルキル鉛等作業主任者技能講宵と特定化学

物質等作業主任者技能議出

が該当すると考えられる。

(]) 作業方法の変化などにより、災舎がほとんど発

生していないことから 定水準の作業指揮がわ

われることなど他の方法により現行と|司等の安全

性が確保できる資格については、廃止する。

例えば、ボイラーJ刷、 Jけ一仁事作業主作者技能講

習が該当すると考えられる。

③制度改正等により、一つの資栴で行うととがで

きる作業の中で必盟な知識又は技能が拡大した

作業が去る場合は、必要な知識又は技能を効率

的に修得させるため、資十再を分離する。

例えば、特定化学物質等作業主任者技能講

習かう有綿関係江作業主任者技能講習を分離

するととが考えられる。

前述の「石綿附害予防規則案」では、「特定化学

物質等作業主任者技能詰i日を修了した者のうちか

らむ綿作業主任青を選任する」とされており、 {i 綿
対策全国連絡会議等は「石綿作業主任者技能講習」

を分離すべきことを主張していたが、同規則の制定

も待たずに、これが実現しそうなことは歓迎したい。

化学物質管理の促進

「化学物質管理の促進」として、当初、厚 ']j省側が

示した「検討のβ向」は以下のとおりだ、った。

(1)報告書では、何々の化学物質の危険刊・有害

性、取扱上の注意事項を 層明確にし、適切な

化宇物質管聞を促進する三と、 G H S I玉|連主}Jfヰへ
の対応を図ることについて提言されているが、こ

のような )j向性についてどう考えるか。

この場台、例えば、以卜の事項が必要と考え

るがどうか。

①表示及び化学物質等安全テータシート(M切 S)

については、有害性を有する化学物質のほか、

危険' 1 ' 1を有する化学物質も対象とすること。

②化学物質の危険性及びイl当性を存坊に認識
できる総Z<~等を導入すること。

@ 事業場内で収り扱うd主主器等にも|司様の表示を

行うこと。

④①にあわせてM S D S等により有害性の調査等

を行う現行の規定に危険 '1"1を迫)刑すること。

(2) 報告書では、白律的な化学物質管理を促進す

るため、有機則等によるばく蕗防止方法は、定期

的な維持改善等により気中のj農度が継続的に一

定以下となる等の条件の下、要件の緩和を図る
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ことが必止主であると提言されているが、これにつ

いてどう考えるか。

(3) 報告占では、同は、有害な未規制化守物質に

ついてリスケ評何等を行うため、事業場における

ばく露関係情報を収集する仕組みの整備が必要

であると提子有されているが、例えば、一定の有害

な化学物質を取り扱う事業場に対するばく露関係

情報の提供を求めるようにしてはどうか。

ここで報告書とは、「職場における労働者の健康

確保のた記の化学物質管理のあり方検討会報告

書J(2004年S I H泊例年8・9月け 71頁参照］ )のこ

とである。

(1)世界調和|への対応(一定の規制l強化でもあ

る)、 (2)規制緩和、 (3)園によるリスク評価、の3 )¥1,

セットであるが、提案のとおり建議が 112りまとめられ

ている ［39頁参照］ 。

G H S国連勧告への対応

(1) の G H S (化学!日の分類及び友示に関する世

界調和システム)については、 r2003 年に、人の健

康の確保等を強化すること、化学品の回際取引を

似進するとと等を日的に、化学物質の危険有者性

を、引火性、発がん性等の約 30 項削こ分類した上

で、得々の危険イJ宍件について、 定の基準に基

づき、その程反等を区分けし、危険有害性の程度

に応じて、どくろ、炎等の絵表示(ビクトグラム)を付

すこと、一定の手川買によ切七学物質等安全データシー

ト(MSDS) を作成すること等を内容とする化学1';;1 1の

分類及び表示に関する世界調和システム (The

Globally Harmonized System of Classification

and Laheling of Chemicals)が、国際連合力、ら勧

告として公表され、 A P E C域内においては、 2006 年

末までの実施が求められている」と説明されている。

まだポ確定の部分も残っているのだが、厚労宵

としては甲くも実施o : l { 4 :制を整えておこ' )といさ二とで

ある。

同報告書も要約・紹介しているが、 GHS園連勧

告以外にも、口、ソテルダム条約が発効したり、 EUに

才三到するR E A C H (化学品の登録、評価及び認可)シ

ステム ( 7 6 nの国際市民セミナー報告、 20凶作7月

月58頁も参照のこと)導入をめくる議論、イギリスに

おナる仁ontrol Bandin立による取組等々、化予物質

管理をめぐる圃際的取組が進展している。

昨年、厚労省の化学物質調全課が化学物質対

策課と化学物質評価室に改編されたのも、そのよう

な国際的動lojに対応するためと新云えられ、今後の

動向も注目される。

固によるリスク評価へ向けた検討

すでに、建議や法改止も待たずに、 (3)の|玉|によ

るリスケ評価を実行に移すべく、 2004 年 12 月に峨

場におけξ化学物質の1Jスケ評価委員会(11 1央労

働災害防止協会)の「化守物質等による労働斉の

健康降下守防止に係るリスケ評価に閲する方法及ひ旨

;PJえ)jについて (111間報告)J［ 41頁参照］がまとめら

れ、また、「労働者の健康障害防止に係るリスク詐

何検討会」が参集されたところである ［50n参照］。

同検討会で、「国が行うリスク評価の) j法、リスク

詐価後の措置等について検討するため、労i働動J;!
同長のもとに有識者の参集をよ求Rめ、 16 年度末頃を

目途に検討結県を提出する」こととされている。

i t Uされる作業であるが、「化学物質等による労

働者の健康降下守防止に係るリスク評価に団する方

法及び考え)jについて(11 1問報告)Jでは、 「スクリー

ニング的なりスク計'1 ,曲において、リスクが内, lと判定

された場合には、有害刊デー夕、作業環境測定デー

タ等のデータの検証、又は追加をfTい学識経験者

の志見を聴き詳細な検討を行う。

さらに、詳細な検討においてリスケが高いと判断

される場合にはばく露を防止するた陀の必要な措置

を講ずるものとする」としている。

そして、前者のリスケが高いと判定する基準が、

以下のように示されている。

①発がん性以外のリスクで日本産業衛生学会の

許容濃度又は米国産業衛や専門家会議( A C G

IH)のT L V - 1WA (時間過重平均濃度)が存在す

る場台には、予測H暴露呈が許容濃度等以上の

場合

②発かん性以タのリスクで許脅濃度等が存在し
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ない場合及び発がん性のリスクで閾値が存在す 
る場合は、MOE (margin of exposure =無毒性 
量/予測曝露量)が1未満の場合

③発がん性のリスクで閾値が存在しない場合は、 
がんの過剰発生率が概ね1X1〇_4超を目安とす 
る
これは、労働行政としての対策発動の引き金(卜 

リガー)となるリスクレベルを数値で示す、初めての 
試みである。

管理濃度は10* 1 2 * 1 2 3リスクレベル
ここでは、とくに③が注目される。環境行政にお 

いてはすでに基本方針が明確にされているが、ち 
なみに数値は10_5 (1万人当たり1人の過剰発がん) 
である。
日本産業衛生学会は、(閾値が存在しない)発が 

ん物質については許容濃度を勧告することは適当 
でないとし、石綿、ベンゼン及びヒ素については、過 
剰発がん生涯リスクレベル1〇-3及び1〇-4に相当す 
る評価値を勧告しているが、これは労働者が許容 
すべきリスクとして勧告するものではなく、発がん物 
質の衛生管理を行うための参考値として示している 
(石綿については、厳密に言えば、肺がんは過剰発 
がん生涯リスクレベル、中皮腫は一般に石綿曝露 
なしには発症しないことから「過剰」抜きの発がん生 
涯リスクレベルを算定している)。
一方で、既報のとおり厚労省は、石綿、ベンゼン、 

三酸化砒素を含めた物質の作業環境評価基準= 
管理濃度の改正•設定について提案［2004年12月 
号28頁参照］、10月1日に特化則及び関係告示が 
改正されて、2005年4月1日から施行される。

この改正案は、上記3物質について、結果的に 
日本産業衛生学会の過剰発がん生涯リスクレベル 
10'3に相当する評価値と同じ数値を提案しているの 
である。

この提案のもととなる報告をまとめたのは管理濃 
度等検討会であるが、管理濃度が設定される法定 
の作業環境測定対象物質以外であっても、一定の 
がん原性が疑われる化学物質に労働安全衛生法 
第28条第3項に基づき「化学物質による労働者の
24安全センター情報2005年1• 2月号

健康障害を防止するための指針」を策定。この指針 
には、健康障害防止対策のひとつとして、作業環境 
測定の実施を規定し、その結果を評価するために 
使用する濃度(基準濃度)を併せて示している。
管理濃度等検討会報告の後に、基準濃度等検 

討会報告書が公表され(2004年12月)、基準濃度 
設定の基本方針が示されている。管理濃度等検討 
会における基本方針と基本的に同じ内容であるが、 
こちらの方がよく整理されてVゝるので、この基本方 
針を掲げておこう。

指針対象物質に係る作業環境測定 
結果の評価指標についての考え方 
及び基準濃度の設定の基本方針

I指針対象物質に係る作業環境測定結果の 
評価指標についての考え方
「労働者の健康障害を防止するための指針」 

の対象物質に係る作業環境測定結果の評価 
指標についての考え方は、次のとおりとする。 
1法定の測定対象物質の場合

管理濃度により測定結果の評価が行わ 
れているので、新たな評価指標は設定しな 
い。

2法定の測定対象物質以外の場合
(1) 日本産業衛生学会等のく露限界濃度 

がある場合
当該値を参考にして新たに評価指標(以 

下「基準濃度」という。)を設定することとし、 
基準濃度により測定結果の評価を行うこと 
とする。

(2) 日本産業衛生学会等のく露限界濃度 
がない場合
基準濃度は設定しないこととし、測定結果 

の評価は行わないこととする。
II基準濃度の設定の基本方針
上記Iの2の(1)により基準濃度を設定する 

場合、設定の基本方針は、次のとおりとする。 
1基準濃度は、次の値を参考にして設定する。 
(1)日本産業衛生学会が勧告してIる許容濃 
度



⑵米国産業衛生専門家会議(ACGIH)が勧 
告しているTLV(Threshold Limit Value)
なお、対象物質について(1)、(2)のうちい 

ずれか一方のみが存在する場合には、基準 
濃度等検討会における検討を踏まえ、原則と 
して存在する値を基準濃度とする。

また、対象物質について⑴、⑵の両方が 
存在する場合には、基準濃度等検討会にお 
ける専門家による検討を踏まえ、原則として次 
のように決める。
(1) 日本産業衛生学会の許容濃度とACGIH 

のTLVが一致している場合は、その値を基 
準濃度とする。

(2) 日本産業衛生学会の許容濃度とACGIH 
のTLVが異なっている場合は、いずれか一 
方の値を基準濃度とする。

2基準濃度の設定に当たっては、次の点に留 
意する。

(1) 日本産業衛生学会の許容濃度又fまACG
IHのTLVが「天井値」として示されている場 合

(2) 当該物質の作業環境測定技術(定量下 
限値)

発がん物質の管理濃度の考え方
ここには、過剰発がん生涯リスクレベル10_3ある 

いは1〇-4等といった基準は含まれていなく/ \実は、 
先の管理濃度等検討会において、閾値のない発が 
ん物質に係る管理濃度設定のあり方が初めて議論 
になったのである。「発がん物質に関しての算出す 
る時の考え方というものを、報告書の中に盛り込ん 
で、極力誤解を招かないように、考え方はこういう考 
え方で作りましたということは、記録に残したい」と厚 
労省側(環境改善室長)が発言していたりするのだ 
が、結局、報告書には盛り込まれなかった。

「誤解」というのは、結果的に日本産業衛生学会 
の過剰発がん生涯リスクレベル10_3に相当する評 
価値と同じ数値になってしまったことを、10'5 (労働者 
千人当たり1人)を許容していると理解されたぐないと

いう心情であろう。
実は、検討会の場では、いったんは以下のような

文書が配布されたりもしている。

日本産業衛生学会により「過剰発がん 
生涯リスクレベル」が提示された物質の 

管理濃度について

1. 管理濃度について
管理濃度は、昭和59年2月13日付け基発 

第69号通達において示された「作業環境の評 
価に基づく作業環境管理要領」において、作 
業環境管理の良否を判断する際の管理区分 
を決定するための指標であり、学会等の示す 
ばく露限界及び各国のばく露の規制のための 
基準の動向を踏まえつつ、作業環境管理技術 
の実用可能性その他作業環境管理に関する 
国際的動向等をもとに行政的な見地から設定 
したものであるとしている。

この考え方は、昭和63年9月1日に公布され 
た作業環境評価基準においても引き継がれて 
おり、それ以降に設定された管理濃度もこの原 
則に従って検討されている。
2. 過剰発がん生涯リスクレベルについて

「過剰発がん生涯リスクレベル」とは、通常の 
労働年数(約40年)を通じて有害な化学物質に 
暴露された人が、平均寿命に達するまでの間 
に当該物質に起因するがんで死亡するリスク 
をいう。現在、日本産業衛生学会(以下「産衛 
学会」という。)では、産衛学会で第1群(人間に 
対して発がん性がある物質)に属するとされた 
物質のうち、石綿、ヒ素•ヒ素化合物及びベン 
ゼンの3物質について、過剰発がん生涯リス 
クレベル及び評価値が設定されている。
具体的には、暴露の状況とがんの発生状況 

を疫学的に研究した論文等に基づき、実際に 
観察された暴露の範囲よりも低濃度の暴露に 
よる過剰発がんを計算により推定し、一定のリ 
スクに相当する推定暴露濃度を評価値とした 
ものである。
3. 産衛学会により評価値が提示された物質
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の管理濃度の設定について
今般、産衛学会により評価値が提示された 

3物質は、いずれも発がん物質のうちイニシエー 
ターとされるものである。これらは、いずれもい 
かなるレベルの暴露であっても有害性(発がん) 
が何らかの確率で発生すると推定されており、 
取扱い等の場合に労働衛生上のリスクをゼロ 
にすることは困難である。

しかしながら現状では、産衛学会により提示 
されたリスクを前提にした管理濃度の検詡X 
社会的コンセンサスが十分に得られる状況に 
はなく、国際的にも、発がん物質の規制値等 
についてはリスクに応じた検討はなされていな 
いところである。

このため、評価値が示された3物質につい 
ては、1に記載した管理濃度を検討する際の原 
則を考慮に入れ、学会等で示すばく露限界及 
び各国のばく露の規制のための基準の動向や 
今般示された評価値を踏まえるとともに、作業 
環境管理技術の実用可能性も考慮に入れた 
上で、できる限り低く設定することを基本とする。

議事録を読む限り、また実際に会議を傍聴してい 
た限りにおいても、この文書がなぜボツにされたの 
かは定かではない(座長からは、産衛とACGIHが 
基本、「各国でどんな値があるかというのは、一応 
参考にはしている」という程度という指摘はあった)。 
「国際的にも、発がん物質の規制値等については 
リスクに応じた検討はなされていない」といった記述 
が言い過ぎというような配慮でもあったのだろうか。

「化学物質等による労働者の健康障害防止に係 
るリスク評価に関する方法及び考え方について(中 
間報告)」が、リスクレベルを踏まえた対応を提起し 
ているのと対照的である。

いずれにしろ、管理濃度がリスクを前提に検討さ 
れたものではないといくら強調してみても、過剰発が 
ん生涯リスクレベル1〇-3に相当する評価値と同じ数 
値であるということの意味を説明する必要はあるの 
ではなかろうか。改正案に対するパブリックコメント 
で、石綿対策全国連絡会議は、「この管理濃度を遵 
守していれば健康被害は生じないという安全レベル

ではないことを周知徹底させ、単に遵守すればよし 
ではなく、可能な限り一層の引き下げに務めるよう 
指導すべき」と要請したところである。

リスク•予防原則に基づく基本方針
前出の中間報告の示したリスクの判定基準=許 

容濃度以上であったり、過剰発がん生涯リスクレベ 
ル10_4を超えていれば、対策を講ずる必要性を検討 
するという基本方針が確立されるとしたら、結果的 
であろうがなかろうが過剰発がん生涯リスクレベル 
10_3に相当する評価値と同じ数値が管理濃度とし 
て設定されているという現状との整合性を図る必要 
はないのだろうか。

また、「過重労働による健康障害防止対策」に関 
連して初めて表明された、「一般に、危険性(「相対
リスク」と解してよい)が2倍以上の影響の場合、強 
力な対策が必要とされている」という立場を含めて、
労働行政(労働安全衛生、労災補償、労働時間等 
を貫いて)においても、リスクに基づいた基本方針 
が確立されてよい時期に来ていると言えるだろう。

たしかに化学物質対策においては、数値を使っ 
て語ることが相対的に容易であること等から、リスク 
という概念が入りやすいが、他方で、数値の一人歩 
きというか、リスクレベルが低いから対策を講じる必 
要はないというようなかたちで、改善につながらない 
という弊害もある。

リスク•マネジメントの原則が、リスクの除去•一層 
の低減に向けて、合理的に実行可能な最善の措置 
をたえず見直し、持続的改善を成し遂げることにあ 
るということが忘れられてはならない。であるからこ 
そ、これは単に化学物質対策、機械安全対策に限 
定されたアプローチではなく、使用者の包括的な義 
務•責任の内実であると言い得るのである。
国際的にはさらに、「予防原則」、「代替原則」の 

確立等が議論されているが［76頁以下も参照］、筆 
者は、それらもリスク•マネジメントの原則に含まれ
るべきものと考えている。
本稿が、建議を踏まえた法令改正等に向けて、

また、今後の政策展開の参考になれば幸い
である。
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今後の労働時間対策について(建議)
2004年12月17日

労働政策審議会/労働条件分科会

労審発第186号 
平成16年12月17 H 厚生労働大臣尾辻秀久殿労働政策審議会会長西川俊作

今後の労働時間対策について(建議)
本審議会は、標記について、下記のとおりの結 

論に達したので、厚生労働省設置法第9条第1項第 
3号の規定に基づき、建議する。

記
別紙の労働条件分科会の報告のとおり。

平成16年12月17 H 
労働政策審議会会長西川俊作殿

労働条件分科会分科会長西村健一郎

今後の労働時間対策について(報告)
本分科会は、標記について、別添のとおり報告 

を取りまとめたので、厚生労働大臣に建議すべきで 
ある。

(別添)

今後の労働時間対策について(報告)
1労働時間対策については、国際的に経済構 
造調整を求められていた情勢等を背景に、昭和 
63年以後累次の閣議決定において「年間総実労 
働時間1800時間」を政府目標とし、平成4年に労

働時間の短縮の促進に関する臨時措置法(以下 
「時短促進法」という。)を制定してからは、同法に 
基づく労使の自主的取組を促進し、労働時間の 
計画的な短縮を推進してきたところである。
特に「年間総実労働時間1800時間」という数値 

目標は、完全週休2日制の下で年次有給休暇を 
完全取得するような働き方を、労使はじめ国民に 
認知させる上で大きな役割を果たすとともに、我が 
国が内需拡大等を強く求められていた平成年代 
初頭の経済環境に照らしても有意義なものであっ 
た。

こうした目標の下での労使はる真糊嫌や、 
これに対する行政の指導援助の結果、完全週休 
2日制の普及等が進展し、労働者1人当たりの平 
均年間総実労働時間は平成4年度に1958時間 
であったものが平成15年度には1853時間と約100 
時間短縮したところである。

2 近年、年間総実労働時間は短縮から横ばい 
に転じ、平成12年度以後おおむね1850時間前 
後で推移しているが、15年度の総実労働時間を 
一般労働者、パートタイム労働者別に12年度と 
比較してみると、一般労働者で17時間増の2016 
時間、パートタイム労働者で12時間増の1184時 
間となっており、いずれも所定外労働時間を中心 
に増加する中で、パートタイム労働者の比率が2.1 
ポイント上昇し、結果的に年間総実労働時間の 
増加を止めている状況にある。

また、「労働力調査」により週労働時間別の雇 
用者の分布をみると、経済のグローバル化の進 
展に伴う企業間競争の激化等を背景に、35時間
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以 1'.601持|日j未満の居川者が減少する 方、 35
時間未満の雇用者とω時間以上の雇用者がとも

に増加し、いわゆる「労働時間分布の長短 械

化」が進展している。

さらに、「就労条件総合調金」により年次イl給
休暇の取符状況をみると、取得口数の減少及び

収得率の低下似Injが8年I~J続き、、 l'成 15年度に

は取得円数が8.5円、取得率が 47.4%となったo

年次有給休暇の可|回的付与制度がある企業の

割合も、平成 10 +ド度の 19.5%カら、 ;1成 15年度の

14 .4%へ趨勢的に低下している。

とうした中で、過重労働による脳・心臓疾忠の

労災認定i'1数が年I~J31Oi'1 以|を記録し、精神

障当等の労災認定件数も増加するなど、働くこと

をめくoる健康障害が社会問題化していると言って

過言ではない。

3 ')j 、人材を基盤とする我が固において、急

速な少子高齢化、労働者の志識やニーズの多様

化等が進む中で、経済社会を持続可能なものと

していくためには、その担い子である労働者が職

業生涯を通じて怠欲と能力を|分に発揮できるよ

うにしていくことが重必でまる。

したがって、今後¢あるべき変としては、労働者

一人一人の心身の健康が保持されるとともに、そ

のK~l業中慌の各段階において、家庭l'活、地域

活動及び肉己啓発等に必要とされる時間と設働

時間を柔軟に組み台わせ、心身ともに充実した状

態で意欲と能 }Jを発障できるような環境を整備し

ていくことが求められる。

同時に、グローバルイじの進展に伴い企業問

競争が激しさを増し、|時 IUJではなく成果によって評

価される仕事が拡大する '1'で、企業の側にとって

も、効率的な事業運常の観長から、こうした端境

の整備を通じて、企業活動の担い手である労働

者が着実に成泌を上げられるようにして IIくことが

期待される。

また、社会的にみても、こうした環境の整備を

通じて、見性を含めてd労働者が家庭ゃ地域で過

ごす時間が増加することにより、 ' ; j , , 1迂やJ曲j.xの再 

小、ひいては少チ化の緩和にも資することが期

f与される。

4 労働11寺|自lをめく守って我々が直面している諮問

題と、今後のあるべき )j 向性との手離を是王して

いくためには様々な取組が必要とされるが、とりわ

け今後の労働時|山対策においては、事業場にお

ける労働時問、休円及び休暇(以下「労働時間等」

という。)の存り方を、労働者一人一人の希望も踏

まえつつ、その健康や桁活に配慮したものとして

いくことが必要である。

その際、個々の労使が時短促進法の卜で陥っ

てきた事業場における抑進体制jを発展的に継承

し、労働時間等の在り )j を改善する労使の［':j主
的取組を促進していくととが効果的で主る。

以|の認識に¥r.って、本分科会としては9月 28

円以後4回にわたる調査審議の*～*、「平成 18

年3月31日までに廃止する毛『とする」と規定され

ている|時奴促進法及ひ旨ドdi . tに基づ、く労働時IUJ対
策等について、下記のとおり此直すことが必要で

あるとの結論に達した。

記

1 法改正の基本的な方向性

|時矩促進法については、労使の自主的～1(組を促

進するための努力義務を rl';L亡する法律という基本

的な性絡は保ちつつ私労働時品や〕短縮のU標 (r年
|山総実労働時I~Jl80011寺I~JJ)に向けた~X*~.を伊進

するための法律かう、事業場における労働時間等

の設定を労働者の健康や生活に配慮するとともに

多様な働き方に対応したもじとへ改善するための法

律に改めることが適当であること。

(汁J労働時間等の設定労働時間、始業・終業

の11寺刻、休H数、年次有給休暇その他の休暇

の円数及び付日する時季その他の労働時間

等に関する事項を定めること

なお、改正後の|時短促進法(以下、単に「改正法」

という。)は労使の継続的な取組を通じた労働時間

等の設定の改書をい的とするものであるため、期限

までの円棋の達成に Injけて集中的にほ紺を進める

臨時的な法律ではなくなる毛ので£ること。

2 具体的な改正内容

(1)労働時間短縮推進計画について
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働き方の多様化が進展する中で、全労働者一律

の目標を掲げる計|向は必ずしも時宜に合わなくなっ
ているごとにかんがみ、改止法においては、時短促

進法における「労働時|山知縮掛進計画」に代えて、

事業主が労働時間等の設定の改苦に向けた取組
を適切に進めるlこ出たって必要となる事項等を取り

まとめた指針を定めることが適当であること。

この指針は厚生労働大臣が定めることとし、
①労働時間等の設定の改善に関する県本的な

考え方、
C~) 長時間労働者の健康保持に資する労働時間

等の設定の改善に関する事項、

③ 育児・介護、地域活動、自己内光等を行う労働

者の五倍に応じた労働時間等の設定の改苦に
関する事頃、

⑨年次有給休暇の取得促進のた詑の事項、

などj J I i l 々の労使が只休白Jな取組を進める上で参考

となる事項を掲げるととが考えられるとと。
指針にjtJげる事現の具体的内容に悶しでは、改

めて検討すξ ことが必要であるが、現段階で盛り込
むととが考えられる内容の一端として、以下のような

ものも考えられること。

C[) 社会人大学・大学院等に通学する労働者を対

象とした短時間勤務制度の導入など既存の法令

における規定を 1:lnlる拍肯を例示し、経済社会
¢変化に対応した労使の積極がJな取組を勧奨す

るとと。

C~ 近年 J!lJ刑している単身赴任者について、家族

とともに過ごす時間を確保する飼｝.~iJも、休円明

けの口の始業時間を繰り卜げる措置を例示する

など、既存の労働団係法令において収り|げら

れていない対象者への配慮を促すことo

③事業場内においては、業務庁|画汝び要比百|
回を策定の|、効率的なか錨蛍を行うことlこよっ

て所定労働時間内での業務の完了を目指すとと

もに、業務の態献に比jじた効呆的な業務連常の

伺点に¥ r .って、変形労働時IUJ制やフレ、ソケスタイ

ム制等の弾力的な労働時間制度の活用を図る

ごと。

⑨年次有給休暇に関しては、長|時 IUJ労働者の割

合が増加している職種について、取得率を 定

科度まで|昇させることとし、伴度当初に労働者

の取得希望時期を聴取した上で、計|向|的付句市JI

度を碕械的に活用していくこととするなど、改善に

lojけた具体的な対処方法に言及すること。
さらに、改正法に基づ、く指針については、労働者

の生活に配慮した労働時間等の設定と, lう点に右

円するならば、次世代育成支援対策郎進法に基づ

く行動計|同l策定指針等との位置付けや関連を明確
にした上で、次世代育成支反対策推進法に法づく

事業主の取組にも資するモのとするなど、事業主が
他の法令に基っく要請に応えて進詑る取組の今助
となるようなモのとするととがi且3でよをること。

(2)事業場における実施体制について

これまで毛時短促進法に基づく「労働時間短縮推
進委は会J(以 "r r時短委H会」という。 )が一定の成

果を kげてきたことを踏まえれば、事業場における
労働時間等の設定の改善を効県的に進めるため

には、個々の労使の話台いが|分に行われる体

制の整備が不可欠であること。

このため、改了円去において、事業主は、その雇用
する労働者の労働時間等の設定の改書を|刈るとい

う責務を果たす観点から、労働者の健康と恒活に

配慮し、労働時間等の設定の改苦を図るた虻の措

置を調査審議する委H会(以卜「労働時間等設定
改善委員会」という。)の設i肯等の体制整備に努め
るものとすることが適当であること。

こうした体制整備により、事業場において、(1)の

指針を踏まえつつ、例えば少子化対策など他の法
休系に基づく課題についても、労働時間等の設定

の改善と関連付けて労使聞の調査審議を促進する

ことが期待されること。

また、フレyクスタイム制等の弾力的な労働時間
制度については、労働時間等の設定の改害に資

するものでまることから、労働11寺山等設定改書委員

会において一定の要件の下に導入の決議を行う場

台は、現有の時短委民会の決議に認められている

のと|可中華に、

①労働時間等に係る労使協定に代苔でさること
とすること、

公労働基準監督署への労使協定の脳出義務が
課されているものについて、これを免除すること
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といった効果を認めることが適当であること。

その際、これまでの時短委員会をはじぜとする労
働時間に関する労使協議機関の設置状況にかん

がみれば、労働時|自l等設定改菩委員会の設肯の

促進が重要な課題であり、まずもって国広効県的な

指導啓発によって、その祈設を似すととが不可欠で

あること。

新設が困難な事業場については、既存の委員会
が設置されている場合、その委民会を労働時間等

設定改善委員会として活 JIJできる余地が反れば、そ
れを可能とするような措置を講じることによって労働

時間等技疋改書委は会の設置を促進するととが適
当であること。具体的には、事業者が労使の代表

を指名し、労働者の健炭の保持増進等に閣する調
査審議を行うとととされている尚生委H会について、

委員構成や基本的'1'1格の相違に留意しつつ、以下
の要件を満たす場合に限り、労働時間等設定改苦

委H会と同等のモのとして取り扱えるようにするとと
が考えられること。

①委員全休の半数が過半数労働組合等の推薦

を受けて指名されたモ¢とするとと(現有、衛生委

員会は原則として議長を除く委員の半数が過半
数労働組合等の推薦を受けて指名されていなけ

れtまならないとされているととろ。 ) 。

②労働時山等設定改善委員会と同等のモ¢とし
て取り倣うことについて書面による労使紛J定が和

高占さ才Lているとと。

(3)事業主に対する支援の在り方について

時短促進法の指定法人「労働時間短縮文援セン
ター」及び指定法人に対する父付金に某づく施策等
については、労働時 IUJの照縮に~xり組む事業主に

対する支援措置として 定の成品去を上げてきたとこ
ろであるカえ「公主主法人に対する行政の関与の荷り

方江改革実施計画J(、ド成 14年3月閣議決定)等を

踏まえ、この際、廃止することが適当であること。

一方、改正泊の卜で事業主は労働時間等の設定
の改善に向けて~xり組むこととなるが、中小企業事

業場ゃ労働組合の無い事業坊においては、労働
時間等設定改書委H会の設置や指針にJ ; ! 、づ、く拾

肯の実施等を円滑に行う|で支援が欠かせない場

合も考えられることから、必要な範囲に絞って効県

的・効率的に実施することが適当であること。その

際、事業主の;意識面での啓発に力点を置くことが適
ヨであるとと。

(4)その他所要の改正について
時短促進法においては、同 の業種に属するこ

以上の事業主が共同して労働時間を短縮する措置

を実施する場合、「労働時|山知縮実施計画」を作成

することがでさることとされているが、改iT法におい
ては、とれを、同ーの業種に属する 以上の事業

主が共同して労働11寺IUJ等の設定を改善するHli簡を
実施するときに作成することができる計I~i (労働時

間等設定改善百|回(仮称))に改めるなど所要の改

正を行うことが適当であること。

3 その他

(1) 今後の目標の在リ方について
「年間総実労働時間 1800 時間」については、時

短促進法に某づ、く労働時間短縮推進古|固におい

て円様値とされてきたものであるが、近年の状況の

下では従来どおフの目標値として用いることは時宜
に台わなくなっている。しかしながら、今後に向けて

の対応については、 F司襟を掲げること自体に意義

が存在し、例えば 般労働者に限って引き続き目

標を掲げることが必要であるという志見と、今後、労

働|明日Iが成果に直結しない働き方が 屑広がると
いう民望に立てば数値白Jな目標は不要であξとい
う,ê~見に分かれた。

本分科会としては、同様に関して、改正法に基づ
く指針¢策定の際に、長時間労働の抑制や年次イl

給休暇の取得促進等の課題ごとに、その要合や内

容を個別に検討していくことが適当であると考える。
(2)労働時間法制について

労働時間に関する施策の存り方に関し、労働斉

委員からは、
①労働基準法の週労働時間の特例措置 (44時

間労働制)について、同法の平等な適用等の観

点から、 401時IUJとする方向で検討すべきである
こと、

②時間外労働の割増賃金不を引き上げる方向

で検討すべきであること

という惹見が示された。
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一方、使用者委員からは、現在、特例措置の見 
直しや割増賃金率の弓I上げについて議論できる経 
営環境には無く、むしろ高度な人材の活躍の場を拡 
げる等の観点から、労働時間規制の適用除外につ 
いての議論を急ぐべきであるという意見が示された。
本分科会としては、労働時間に関する施策の在 

り方については、現在実施している諸外国のホワイ 
トカラー労働者の労働時間法制に係る調査結果や、
平成17年度実施予定の労働時間の実態調査結果
等をみた上で、引き続き検討していく必要が 
あると考える。

労働条件分科会委員•臨時委員

今田

誠

公益代表
荒木

岩出
〇西村健一郎 
廣見和夫
渡辺 章 
和田 攻 
労働者代表

尚志東京大学大学院法学政治学研究 科教授幸子独立行政法人労働政策研究•研修機構統括研究員弁護士京都大学大学院法報究科教授 中央労働災害防止協会理事長 専修大学法科大学院教授 埼玉産業保健推進センター所長

石塚拓郎 日本基幹産業労働組合連合会事 務局次長
小山 正樹 JAM副書記長
佐藤雅是 日本化学エネルギー産業労働組 

合連合会事務局長
須賀恭孝 日本労働組合総連合会総合労働 

局長
田島恵一 全国一般労働組合書記長 
新田豊作 NHK関連労働組合連合会議長 
山口洋子 日本サービス•流通労働組合連 

合会中央執行委員
使用者代表奥谷禮子 株式会社ザ•アール代表取締役 社長紀陸 孝日本経済団体連合会常務理事 佐藤みどり 有限会社八王子自動車教習所代 表取締役社長谷川進治 三井化学株式会社常務取締役 原川耕治 全国中小企業団体中央会調査部 長平山喜三 新日本製鐵株式会社人事•労政 部長渡邊佳英 大崎電気工業株式会社代表取締役社長 〇分科会長

労災保険制度の改善について(建議)
2004年12月21日

労働政策審議会/労災保険部会

労審発第187号
平成16年12月21日厚生労働大臣尾辻秀久殿労働政策審議会会長西川俊作

労働者災害補償保険制度の 改善について(建議)
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本審議会は、楳記について、下記のとおりの

結論に達したので、厚生労働省設置法第9条第3項
第3号の規定に某づき、建議する。

記

jJ Jl紙「記」のとおり。

日( JI紙) 中成16"ド12月2 U J

労働政策審議会会長阿川俊作殿

労働条件分科会分科会長西村健一郎

労働者災害補償保険制度の
改善について(報告)

本分科会は、標記について、下記のとおりの結

論に達したので、報告する。

記

jJ Jl紙「記」のとおり。

(参考)

(別紙) 、'l成 16年12月21 1J
労働政策審議会会長丙川俊作殿

労働条件分科会分科会長西村健一郎

労働者災害補償保険制度の
改善について(報告)

本分科会は、標記について、下記のとおりの結

論に達したので、干'11干守する。

記

別添のとおり、厚生労働大臣に建議すべきであ

る。

(別添)

｛動吉方の多様化等の社会経済情勢の変化に姐

切に対応し、労働者災需補償保険制度がその役割j
を十全に県たしていくことが垂要な課題とfよっている。

このため、労働政策審議会労

働条f[分科会労災保険部会に

おいては、学識経験者による検

討の結果も踏まえ、平成16年10

月より通勤災害保護制度を中J心
としてA労働者災当補償保険制度

の見直しについて検討を行って

きたところであるが、その結果、

下記のとおり意見の 致をみた

のでとの旨報f与する。

この報告を受けて、厚中労働

省において、次期通常国会にお

ける労働者災害補償保険法の

改正をはじめ所l立正拍肯を講ず

ることが望まれる。

記

通勤災需保護制度について

は、昭和148年に創設された毛の

であるが、働吉方の多様化等の

社会経済情勢『変化の中で、必

ずしも制度江創設当時に想定さ

れていなかった問題への対比、の

必必.[;1が十じているモのと考え

られる。特に、複数就業者や単

複数就業者及び単身赴任者に係る通勤災害保護制度の改正内容

複数就業者の場合

刊日目

0保健闘係の処理は、去を第2の事業場への出動ととらえ、第2の事業J坊
において千丁う。

2単身赴任者の場合

件～------ 忌
~

今回の改正にヰヨいて保護の対象とする部分
現行の通勤災害保護制度の対象

〔志、在l

CD、③、④、⑤
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身赴任者が増加してきでいる中で、これ印コ者が行

う移動のうち通勤災当保護制度において保護すべ

きモのと考えられるものについて適切な保護がなさ

れるよう以下の見直しを行うことが適当である。

①複数就業者の事業場問の移動については、

移動先の事業揚における労務の提供に不ロJ欠

なものであること、通常ーの事業楊カも他の事業

揚に直接移動する揚合には私的行為が介在し

ていないとと、事業場聞の移動中の災害はある

程度不可避的に乍ずξ 社会的な危険でま ξと評

価でさること等か 3、通勤災当保護制度の対象

とするとと。

(~単身赴任者の赴作先住居・帰省先住居I~Jの

移動については、単身赴任は、労働者を自宅か

らの通勤が閃難な場所で就労させなければなら

ないという事業主の業務|の必虫干!と、労働者

の家庭生活上の事情を両立させるためにやむを

得ず行われるモのであること、労働斉が労務を提

供するため家族と別居して赴任先住居に居住し

ていることから、赴任先住居・帰省先住居間の移

動中の災害はある程度不ロJ避的に生ずる社会

的な危険であると評価できξ こと等から、就業に

閣する赴任先住居帰省先住居間の移動を通勤

災害保護制度の対象とするとと。

なお、惚数就業者に係ξ給イ、 J基健H額の算定方

法の在り )jについては、複数就業者の賃金等の実

態を調査した上で、労災保険制度の布り方に関す

ξ 研究会中 I~Jとりまとめに不された考え方を参照し

つつ、専門的な検討の坊において引き続き検討を

行うごとが温～である。増加を rcめている状 陪T情
況にある。 品岨

労働政策審議会労働条件分科会

労災保険部会委員・臨時委員名簿

平成 16年 12月 21R現在

公益代表

。保原喜志K 天使大学教授
石岡慎太郎職業訓練法人日本以能教育開発

センター

稲長成生毎円新聞社論説委員

宕村正彦 東反大学大学院法学政治学研究

科教授

岸 E辛子 北海道大学大宇院医宇制究科教

j立
金城清下津田塾大学教授

労働者代表

l 藤正明 全国建設労働組合総車合書記長

須賀恭孝 円本労働組合総連合会総合労働

局長

高松仲辛 全 H本運輸産業労働組合連合会

書記次長

寺国 弘 日本化?エネルギー虚業労働組

合連合会事務局長

内藤純朗 円本基幹産業労働組合連合会事

務局長

真局明美 H本労働組合総連合会束点都連

合会火性局副部長

使用者代表

川|合正矩 H本通運株式会社代表取締役邑 Jr

社長

紀陪 孝社団法人日本経済団体連台会常

務理事

T'干 宏 石川|島播磨重工業株式会計顧問

久保闘興 J F Eスチール株式会社与務執行

役員

下永占 優 社阿法、全国建設業協会市務理

事

中川祥子 株式会社アイディアパンク顧問

0部会長

行政文書の公聞を通じて、厚生労働行政の

透明性と労働生活環境の向上をめざす

全国安全センター

情報公開推進局
http:// w ww . ioshrc.org (町cn/

メ-J!.-マガジン11肯半 J公開推進同利者レポート」

新規に入 Fした公文書など、斗サイ卜の更新情報

と闘連情報をメ- )レマガジンでこ提供します。上記

ウエブサイトからお中し込みください。
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特集/時短•安衛•労災法改正の建議

今後の労働安全衛生 対策について(建議)
2004年12月27日

労働政策審議会/安全衛生分科会

労審発第190号 
平成16年12月27日 

厚生労働大臣尾辻秀久殿
労働政策審議会会長西川俊作

今後の労働安全衛生対策について(建議)
本審議会は、標記について、下記のとおりの結 

論に達したので、厚生労働省設置法第9条第1項第 
3号の規定に基づき、建議する。

記
別紙の安全衛生分科会の報告のとおり。

(別紙)
平成16年12月27日 

労働政策審議会会長西川俊作殿
安全衛生分科会分科会長櫻井治彦

今後の労働安全衛生対策について(報告)
本分科会は、標記について、別添のとおり報告 

を取りまとめたので、厚生労働大臣に建議すべきで 
ある。

(別添)

今後の労働安全衛生対策について(報告)

はじめに
安全衛生分科会では、平成16年9月より、労働 

安全衛生対策の見直しについて、
① 事業者による自主的な安全衛生への取組を促 
進するための環境整備

② 元方等を通じた安全衛生管理体制の実現③ 過重労働•メンタルヘルス対策④ 労働者の健康情報の保護⑤ 化学物質管理の推進⑥ その他
に関し、「今後の労働安全衛生対策の在り方に係る 
検討会報告書」、「過重労働•メンタルヘルス対策の 
在り方に係る検討会報告書」、「労働者の健康情報 
の保護に関する検討会報告書」、「職場における労 
働者の健康確保のための化学物質管理のあり方 
検討会報告書」等を踏まえ、検討を行い、その結果 
を下記のとおり取りまとめた。

第1労働安全衛生対策をめぐる状況
労働安全衛生をめぐる状況をみると、次のような 

課題が見られる。
1労働災害は、長期的には減少してきているが、 
今なお、年間53万人の労働者が被災しており、 
1度に3人以上が被災した重大災害は、昭和60年 
以降増大傾向にある。特に、昨年の夏以降、わ
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が国を代表する企業において爆発・火災等の重

大災当が頻発している。これ巳の要閃としては、
危険性・有害性の調査とそれに法づく対策の不

備、安全確保面での知識や経験の伝承小足、事
業場のト、ソフ。の取組不足等が指摘されており、こ

れらに対比jしたイu且みを導入する必要が生じて

いる。

また、業務請負等のアウトソーシンゲの増大、
台併・分社化の進行、就業形態の多様化など、

企業や労働者を取り巻く社会経済i情勢が変化す

る1' 'で、この変化に対応した安全衛生管理体制

を構築する必要が生じている。

2 近年、仕事に閃して強い不安やストレスを感じ
ている労働者は6古1'を超えるなど労働者への負

仰は拡大する傾向にある。

一方、一般健康診断結果を見ると、有所見率

は年々増加のー途をたどり、平成 15年では何ら

かの所見を有する者の割台は 47.3%1 こも達して
いる。その中でも高脂血府、高血圧症等に悶連

する所北をイlする者の割合が高くなっているoこ

のような状況の札労働者に業務による明らか

な過重負荷が加わることにより、脳・心臓疾患を

発症しあとして平成 15年度に労災認定された件数

は3 1 0件を超え、高 ICまりしている。とのうち過労

死の労災認定f'1数は 157 f' 1であり、労働災害死

亡件数の約l古1'相当にまで増加している。また、
業務による心理的負荷を原凶として粘伸障害を

充病し、あるいは当該精神障害により自殺に雫

る事案が増加し、平成 15年度の労災認定件数は
100 件を超えている。

このようなことから、労働者の健康確保とりわ

け過重労働による健康障告防止対策やメンタル
ヘルス対策をさらに進めていくととが求められて

いる。

3 情報化干十会の急速な進民により、個人情報が

大呈かつ)ム範凶に収集・利用されるようになった

ことから、何人情報の保護の必l止刊が高まって
いる。このため、恒人情報の保護に関する法律

(平成15年法律第 5 7号)が制定され、平成 17年

4月より全面施行されることとなっており、また、 |司
法に基ついて雇用管理の分野についての指針

や健康情報の収扱いについての留意事羽が不

されたところであるが、労働安全衛生法(昭和 147
年法律第5 7号)においても必要な整備を行うと

とが求められている。

4 近年、ダイオキシン類、石綿、いわゆるシyク

ハウス問題など、職場における化学物質の問題

に対する社会的関心が高まっている。

また、職場における化学物質は、その種類が
多様で、かつ取り扱う作業も多岐にわたる傾向に

あり、有機溶剤j中毒了1'坊規則等の特別規則によコ

て規制されていない化学物質による娯病が半数

程度を占めるとともに、重篤な障害に結びつく一

般化炭素中毒、化学物質による爆発・火災等も

依然として発生している。
さらに、化学物質の引火性、発がん性等の危

険-1'1及び有需flについて、その程度等を灰分し、

その程度等に応じて絵表示を付すこと等を内零

とする「化宇l日の分類比び表示に関する世界調

和システムに関する国連勧告J( G H S国連勧告)

などの国際的な動向への対応も求め巳れている。

第2 労働安全衛生対策の見直しの方向

第lで述べた労働斉の安全衛生をめぐる状況に

的碓に対応するため、次の事項について見直しを

行ってしく必要がある。

1 事業者による自主的な安全衛生への取

組を促進するための環境整備

(1)危険・有害要因の特定、低減措置の推進

近年、垂大災出発生件数が増加傾向を示してお
り、特に、昨年夏以来、大規模製造業において爆

発・火災等の重火災需が頗発して IIるが、これらの

要閃の っとして、事業場内における設備や作業

の危険性・有害性の調査とそれに法づく対策の不

十分さがあげられている。当該重大災需のJtn発を

踏まえて、平成 15年 11月に厚生労働省が行った大
規模製造事業場に対する白主点検結果において
も、危険門・有言刊の調査とそれに基づく｛氏減拍間

の子訟を導入している事業場は、導入していない事
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|特集〆時短E安衛E労災法改涯の健機 E

業場と比較すξと、災需の発桁率は伺当に低くなっ

ているという結県が得られている。

特に、生産宣L程の多様化・複雑化が進展すると

ともに、新たな機械設備・化学物質が存入されてお

り、事業場内の危険・イl主要閃が多様化し、その担

保が閃難になっている現状においては、従前のよ

うに労働安全衛小法令に規定される最伐基準とし

ての危告防止基準を遵守するだけでなく、さらに企

業が白主的に安全衛生IJ<'l'を向上させるため、危

険・有需l止囚を特 定し、それそ'rl のリスケを評伺し、

これに基づきリスクの低減措置を実施すξという子

法を導入することが必要である。

このうち、機械に関しては、製造段V占でリスケを評

価し、低減した上で、残存リスケの情報を機械の使

用者に提供する等の安全対策を一層推進する方

策を検討することが必必である。

また、これらの対策の推進に当たって、人的、財

務的ぷ幣が|分でなく、労働災害の発生率が高い

中小企業に対しでは、危険刊・有需'1'1の調杏等が

円滑に五施されるよう配慮することが適当である。

〔対策の方向〕

ア 安全管理者を選作しなければならない業碕

等の事業者は、設備を新設するとき等に労働

災害発生のおそれのある危険性・有害性を調

杏し、その結果に基づいて、これを除ぷ・低減

する措置を講ずるよう努めなければならないこ

ととすること。

イ 厚中労働大臣は、アの Hli肯に閲してその適

切かっイl効な実施を圏るため必要な指針を公

表するとともに、～該指針に従い、事業者等に

対し、必-～な指導、援助等を行うこと。

ウ 機械の包括的な安全基準の実効性を高め

るための方策について検討すること。

エ 中小企業における危険刊・有需刊の調杏等

が円滑に実施されるよう、実施事例に基づく子

順の明確化、 jQ "J者の資質の向上等の間慮、

を行うこと。

(2)自主的取組の推進と普及促進のためのイン

センティブ措置

近年、現場の実態及びこれを踏まえた実践的な

安全衛恒活動を熟知しているベテラン労働者が、定

年退職、リストラ等により引場を去り、また、今後「問

塊の世代」が大屋に退職することを考慮すると、現

場における安全衛桁担当者のレベル低下による安

全衛生活動の弱体化が予測され、これを未然に防

ぐ必要がある。

このためには、何人の経験と能力のみに依存せ

ず、危険・イl主要閃を特定し、リスケの評価及びリス

ケを低減させる措置を組織的かつ体系的に実施し、

安全衛乍水準の段階的な10J 1を図る仕組みを活川

することが効米自 Jであり、その仕組みの一つである

労働安全衛生マネジメントシステムの導入を促進す

ることが望ましい。

〔対策の方向〕

事業者の白主的取組を促進するため、事業場

における危険刊・有需刊の調査悦びに安全衛小

計|尚|の策定及び当該計|同lの実施・評価・改善な

ど現行の労働安全衛生マネジメントシステム指針

を踏まえて定める拍肯を適切に行っており、安全

衛生水準が高し浩行政機関が認めた事業者に

対しては、労働安全衛生法第 88条に規定する機

械等の設胃、移転、等に閲する計画の届出に代

えて設置報告とする等の促進策を講じること。

(3)安全衛生委員会等の活性化

労働災当防止においては、事業場のトッ 7'の取
組が重要であるカL労働災害発生率の向い事業場

においては、その取組ノト足が指摘されている。

また、事業場のト 1ソフ。及び労働災当防止の当事

者であり現場を熱知している労働者が参画する安

全衛恒委員会等の活川は、労働災需防止のため

の有効な子段であるが、大規模製造事業場に対す

る臼主長検結果等によれば、労働災害発生率の向

い事業場において、安全衛乍委員会等の活動は

必ずしも活発でなく、労働安全衛生法上期待されて

いる機能も|分果たされていない状況にあることか

ら、その活 '1"1化を図ることが必盟である。

〔対策の方向〕

ア 安全衛生委H会等の機能を強化するため、

危険刊・有言'1'1の調杏及びその結果に基づく

措置に関すること、安全衛生計|尚|の策定及び
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当設計画の実施言Jil何・改菩に閲すること等

を安全衛生委員会等の謝金審議事項に追加

するとと。

イ 安全衛乍委員会等の透明'1'1を確保するた

め、労働者に対し安全衛生委員会等の議事録

の概要の川知等を行うとと。

ウ 事業場の卜ッ7 1とある総括安全衛桁管理者

の取組を促進させるため、安全衛生)}~I の表

明に関するとと、危険性・有害性の調査汝び

その結果に基づくHli肯に関すること、安全街中

計l向Iの策定及び当該計|同lの実施・評価・改善

に関する三と等を総折安全衛生管用者の職務

として追加すξ 二と。

(4)安全衛生担当者の教育の充実

安全衛恒管理組織の縮小、謀長室のJ広) ( ,安全衛

生管理に関するノウハウの継承不足等により、安

全衛生管理J百出者の実務能力の低下が懸念され

る中、特に、安全管理者については、実務能力が

制度自 Jに担保されている衛生管理者や産業医と異

なり、 γ月予と実務経験のみで選任できるととが問題

点として指摘されている。また、現場の長である監督

者(職長)については、危険性・イj当性の謝金等安

全衛生に関する知識のでj: fヰ等が必要である。

このため、これらの者に対する安全衛中教育を

充実することが必要である。

〔対策の方向〕

ア 安全管理者がその峨務を的確に遂行する

実務能力を担保するため、その選任に当たっ

ては一疋の教育を受ける三とを要件とするとと

もに、その教育の内主主として、危険門・有需刊

の調査等を含めること。

イ 職長等に対する安全衛生教育の内容を充

実させること。

2 元方事業者等を通じた安全衛生管理体制

の実現

(1)安全管理者等の専属要件の弾力化

企業の分社化等制純形態江変化が進む中で、企

業分百1'により生じた企業ゲ凡ープについては、従来

の安全衛'E管理のンステムやノウハウが活川され

るよう安全管理者等の兼務を認めた)}が適当な均

台がある。

また、安全衛干の確保を図って ll< 1で、必ずし

も事業場内の人的資源に限定せず、外部の人的

資源の活用を1"1ってIIくことが有効な場台がある。

このため、|記のような事情がある場合につい

て、 定の要件を満たすときは安全管理者等の専

属要件の弾力化を認めるととが必要である。

〔対策の方向〕

ア 分社化して設立された下会社の事業場が親

会社と日ーの場所にある等一疋の要件を満た

す場合は、親会社の安全管理者や衛乍管理

者が下会社の安全管理者、衛生管理者、安全

衛生推進者等も兼ねることができるようにする

こと。

イ 第二種衛生管理者の選任が認砂ιうれてい

る業種の事業者について、一定の要件を満た

す場合は、自社の労働者でない者を衛十管理

者に選任することができるようにすること。

(2)元方事業者による安全衛生管理の実施

近年、製造業等においては、構内下請の増加に

より、ノ」方事業者(臼らも 11事を行う長光次の注文

者)及び請負人の労働者の混在作業による危険が

増大しているが、これに伴い、元 )j事業者が元)j
事業者と請負人との問又は請負人楠互問の連絡調

整を十分に行わなかったこと等を貯、囚として、元方

事業者及び請負人の労働者が被災するはさまれ、

激突等の労働災害が発生している。

また、厚乍労働省が行った大規模製造事業場に

対する日主点検結栄においても、作業聞の連絡調

整が|分になされていない場台等には災害の発生

率が高いことが判明している。

このため、製造業等の業種に属する事業の元 )j
事業斉由工作業聞の連絡調整など一定の措置を講

ずることが必必である。

〔対策の方向〕

製造業等の業種に属する事業のノじ方事業者

について、混在作業によって恒ずる労働災害を

防止するため、作業問の述絡調整、合図の統
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等必叫なJ昔i肯を諦じなければならないこととする

こと。

(3)施設・設備の管理権原に関する安全衛生対

策

近年、事業運常についてアウトソーシングが進

行する中で、化学物質を製造し、又は取り扱う設備

の改造、修理、清掃等の仕事のタ注も多くfTわれ

ているが、発注者等が白ら担保している設備の状

況等の情報を請負人に十分に知らせないまま充注

したことによる 酸化炭素 '1'毒、爆発、火災等の労

働災害が発生している。

このため、一定の危険有需な化学物質を製造し、

又は取り扱う設備の改造、修理、清掃等の仕事の

発作者等が、～該11 事による労働災害を防止する

ため必l立な安全衛干に悶する情報を請負人に捉供

する仕組みが必要である。

〔対策の方向〕

λ量漏えいにより急刊|埠需を引き起こす化学

物質、ヨl火性の化学物質等を製造し、又は取り

扱う設備の改造、修理、泊料等の 11事で、設備

の分解等の作業を伴うをのの発注者等は、労働

災告を防止するため、当該化学物質の危険性・

有害性、～～.実作業についてれ志すべき事頃等の

情報をえ書等により請負人に提供しなければな

らないこと。

3 過重労働・メンタルヘルス対策

(1)過重労働による健康障害防止対策

現在の院学的知見によれば、長 11寺山lの|時|自l外労

働など労働者に過重な労働をさせたことにより疲労

が荷積している場台には、脳・心臓疾1: L ¥発症のリス

ケが高まξとされていることから、これらの過重労働

による健康障告を防止するためには、適了王な労働

時間管理と健康管理に加え、長時間の労働による

負荷がかかった労働者についてその健康の状況を

把握し、適切な措置を講じξことが必要である。これ

とともに、過重負荷となる要凶の担保と改書に向け

て労使が協 )Jして自主的な府組を行うことが期待さ

れる。

また、対策を適切かつ円滑に作進するためには、

面接指導を適切に実施すξことが可能な産業医等

を催保するととや中小企業の実情を踏まえ地域監

禁保健センターの活 JIJ促進等を図ξことが適当であ

る。

なお、使用者側委Hカも、虚業医の退任者務の

ない事業場においては、直ちに俣削による面接指

導を行うことが困難なので、義務イヒに当たっては相

ヨの間慮が必要であるとの指摘があった。

〔対策の方向〕

ア 事業者は、 1週当たり 40時間を超えてfTラフ首

働が l月~たりで lC 日時間を超え、般労の帯碕

が認められる者であって、面接指導に係る中

山を行った者に対し、医師による面接指導を行

うとともに、そr r .結果に比、じた措置を講じなけれ

ばならないこと。ただし、前1月以内に院療機関

において附・心臓浜患に係る診察を受けてい

る労働者であって診察結果等かう健康上問題

がないと医師が認めた労働者等は、由J妻指:ヰ

をfTわないこととすること。

イ 労働者は事業者が行う而接指導を受けなけ

ればならないこと。ただし、事業者江指定した医

師による面接指導を希望しない場合、他の医

師による而接指導を受け、その結果を事業斉

に提出できるようにすること。

ウ アの面接指導を受けない労働者であっても、

事業者は、長時間にわたる労働により波労の

蓄積が認められ又は労働者自身が健康に不

安を感じた労働者であって申山をfTった労働者

及び事業場で定めた県準に該ヨする労働者

に対して、面接指J専に準ずる拍関等必必なJ位

置をfTうよう努めることとすること。

エ過重労働による健康障害防止対策を衛生

委員会の調杏審議事現として追加すること。

オ産業医は、必要があξと認めξときは、労働

者に対して、アの而技指導の巾問を行うよう WJ

4足でさることを明らかにすること。

力面接指導を適切に実施することが可能な産

業医等の倖保を凶るとともに、中小企業につ

いて地域産業保健センターの活川促進等を図

ること。

38 安全センタ情報2 0 0 5 年 1.2月号



(2)メンタルヘルス対策 を行うようにすることが必'～である。

メンタルヘルス対策は、セルフケア、ラインによる

ケア、事業場内産業保健ス夕、ソフ等によるケア、事

業場外資源によるケアにより進めることが重要であ

るが、白殺予防といった観),7.からもメンタルヘルス

不調となったときに介入がれJ能となる｛1組みづくりが

求められる。事業場においてメンタルヘルス対策を

推進するためには、労使が協力して白主的な取組

を行うことが期待されるところである。

また、対策が適切かつ円滑に推進されるよう、 j京

業医等を確保することや 'Ir小企業の実情を踏まえ

地域産業保健センターの活用促進等を阿ることが

適当である。

〔対策の方向〕

ア (1)の|自 jl主指導において、メンタルヘルス|白|

にも留蛍するものとすること。

イ 「職場における労働者の心の健威づくりの

ための指針」の内容を踏まえながら、事業場に

おけるメンタルヘルス対策の適切かつイJ効な

実施を図るため、メシタルヘルス教育の実施、

相談体制lの繋備、外部機関の活問等につい

て、法律に基づく指針で不すこと。

ウ メンタルヘルス対策を衛生委員会の調査審

議事項として辺加すること。

エ メンタルヘルア次オ策が適切に実施されるよう、

主主業医等の確保、 rlr小企業における地域並

業保健センターの活問促進等を1'く1ること。

4 労働者の健康情報の保護

個人情報が大量かつ広範聞に収集・利用される

ようをこなり、個人情報の保護が求められる rlrで、

半成 15年5 月に制定された桝人情報のf~J窒に閣す

る法律においては、個人情報は本人の求めに応じ

て開示しなければならないとされている。

労働J青の何人情報である労働安全衛生法に基

づく健康診断の結果は、 般健康診断に限って本

人への通知が事業者に或務付けられているが、個

人情報の｛果"霊に関する法律の趣旨も踏まえると、

特殊健康診断の結果についても本人に対してi且知

〔対策の方向〕

特殊健康診断の結果について、現行の一般

健康診断の通知と|司様、労働者への通知を義務

付けること。

5 化学物質管理の推進

職場における化学物質管理の充実を|ヌ|るために

は、事業者に対して何々の化学物質の危険刊・有

当性、取扱上の注茸事項等。コ情報がより明確に提

供されるととが必要であるが、国際的にも、事業場

の容器等に危険刊・有言'1"1の科度等に基づく絵表

示を付すこと等を内脅とする G日S国連勧告カすよされ

ている。また、化学物質を取り扱う事業者は、交付

された M S D S (化学物質等安全データシート)等に

基づき自主的に労働災当防止措置を講ずることが

必要である。

化学物質管理指針に基づく事業者による自律的

な化学物質管理を促進するため、イl機溶剤IJrlr毒予

防規則等rJ:特別規則に法づくばく露防止方法につ

いて、一定の条刊の1満たされる場合、柔軟化、刊能

要件化を圏ることが必要である。

中小企業等では口律的な化J、デ物質管理が|分

でないことから、圃は、未規制の有害化学物質につ

いて、化学物質に係る労働者の作業内存等のばく

銭関係情報等に法づきリスク計｛曲を行い、健康障

需充干のリスクが特に高い作業等については、リ

スクの程度等に応じて、特別規則lによる規制をfTう

等の1)スケ管理を講じるととが必要である。

〔対策の方向〕

(1)労働安全衛生法に基づく表示及び' M S D Sに 

ついて、 G H S I玉|連ω」件等を踏まえ、発がん性

等の有需' 1 "1のみならず、 51火刊等の危険'1'1を

も対象とするとともに、化学物質の危険性及び

有害性を容易に認識できる絵表示を導入する

こと等必山な対応を図ること。また、事業場内

で取り扱うキ半端等への表示についても同様の

対』じを同|ること。

(2) 有機溶剤中毒予防規則等の特別規則に基

つくばく露防止 ) j法について、定期的な監査・
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パトロールによる維持改書等により、気中の化

学物質の濃度が継続的に 定以下となること
等の条件の -r 、柔軟化、性能要件化を|刈るこ

と。
(3) 国は、, Jスケ評価のための情報収集を目的

に、事業場における労働者の作業内容、従事

労働者数、密閉系で正使 JIJ等のばく露関係情

報を収集する仕組みを整えること。

6 その他

労働者が安全衛生に関する多様な知識や技能

を取得すξことは、事業場内における安全衛十活

動にもイl効であり、また、安全衛生の確保に問題、の
ない範凶で、事業者や労働者。:負抑軽減を伊1(るた

めにも、幅広い免許・技能講宵資格の収得を可能

とするなど資格制度の比直しが必要である。

〔対策の方向〕
免許の技能諦宵の資格制度において、以下

の見直しを行うこと。
・地山の侃削作業主任斉技能了昌也と土止め支

保一仁作業主任者技能講習の統合

-クレーン運転上免許とテリ、ソク運転上免許の統
lλ 

「寸

-クLーン逗転実技教習とデjッケ運転、実技教習

の統合
・特定化 '7'物質等作業主任斉技能講習と阿ア

Aキル鈴等作業主任者技能請宵の統合
-ボイラー据付け工事作業主任者技能講習の

JT hI C 
-特定化学物質等作業主任者技能講習カら｛J
綿閣係の作業主任者技能講習の分離

安全衛生分科会委員・臨時委員

公益代表

今刊幸子 労働政策研究・研Ml '機構総括研
究員

~t 山宏主主 社団法人日本クレーン協会会長

0+嬰井治彦慶麿義熟大学名誉教j立
内藤 卓慶惟、義塾大学法学部助教授

名古原俊一上 早稲岡大学理一仁学部数段

平野敏右東京大学名誉教授
和国 攻束京大学名誉教授

労働者代表
鈴木幹雄 円本基幹産業労働組合連合会

事務局次長

高橋孝行 全H本運崎産業労働組合連合会
'1'央副執行委員長

徳永|司安 全|玉|建設労働組台総連合占記次

長
'1'制孝郎 円本労働組合総迫合会雇用法制

対策局次長

仲肝俊 全圃ガス労働組合連合会中火執

行委員長
賞部行雄 全|耳炎i動宣車前労働組合総連台占

記長

芳野友下 JAM'I'央執行委員、円本労働組
台総連台会東京都連台会副会長

使用者代表

伊藤雅人 オーデリッケ株式会社代表取締
役社長

)JU藤隆康 トヨタ自動車株式会礼安全街中掛

進部長

金子多芥子 日本アイ・ビー・工ム株式会社安
全衛恒産業保健部副部長

小島秀薫池下工業株式会干十取締役牡長
讃!I暢子 社団法人日本化宇L業協会常務

理事

'1' rn三郎 社阿法人円本経凶同体連合会回
際労働政策本部長

山崎克也 全国中小企業団体中央会常務理

事
0分科会長

全国安全センター

労災職業病なんでも
無料電話相談

フリーダイヤル

0120-631202
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化学物質等による労働者の健康障害防止に係るリスク評価に関する方法及び考え方について沖間報告)
平成16年12月

中央労働災害防止協会

はじめに
平成16年5月に出された「職場における労働者の 

健康確保のための化学物質管理のあり方検討会 
報告書」［2004年8 • 9月号71頁参照］においては、 
「職場における化学物質は、その種類が多様で、か 
つ化学物質を取り扱う作業も多岐にわたり、また変 
化する傾向にあること等を踏まえると、事業場にお 
いて、事業者が自らの責務として、個々の事業場で 
のばく露状況等に基づきリスクを評価し、その結果 
に基づき、ばく露防止対策を講じること等の自律的 
な化学物質管理が重要であり、また、化学物質管理 
の基本である。

しかし、これらの自律的な取組は、現状において 
は、化学物質管理体制の整備状況等から見て中小 
企業等を中心に必ずしも十分でないこと、労働者が 
ばく露すると重篤な健康障害発生のおそれがある 
物質が多数存在すること等を考慮すると、全ての化 
学物質管理を事業者の自律的な対応に委ねること 
は困難であり、国自らも、必要に応じて、リスク評価 
を行い、健康障害発生のリスクが特に高い作業等 
については、製造等の禁止、特別規則による規制 
を行うなどの国によるリスク管理の実施が必要であ 
る。」とされ、国自らも必要に応じ、リスク評価を行う 
べき事が提言されている。

これらの状況の中で、国において実施する法令 
等で規制していない化学物質に関して、リスク評価 

を行う際の、基本的な考え方及びその方法につい 
て検討することとされたところである。
中央労働災害防止協会においては、厚生労働省 

から委託を受け、学識経験者、業界代表からなる 
検討委員会を設け、鋭意検討した結果ここに中間 
報告として提出する。

平成16年12月
中央労働災害防止協会

職場における化学物質のリスク評価委員会 委員名簿(五十音順)
嵐谷華一(あらしだにけいいち)
産業医科大学産業保健学部第2環境管理学 
教授
内山巌雄(うちやまいわお)
京都大学大学院工学研究科都市環境工学専 
攻環境衛生学講座教授

江馬眞(えままこと)
国立医薬品食品衛生研究所安全性生物試験 
研究センター総合評価研究室室長

太田久吉(おおたひさよし)
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化学物質等による労働者の健康障害
防止に係るリスク評価に関する方法
及び考え方について(中間報告)

第1リスク評価の概要等

1 趣旨及び目的

我が国の産業界では、多数の化学物質、化学物

質を含イlする製剤lその他のをので労働者に健成障

害を生ずるおそれのあるもの(以ド「化予物質等」

という。 )が使JIJされているが、これらの化学物質等

の 11 1には労働者がばく露することにより健康障告を

生ずるものも存有する。

一方、我が圃においては、法令で規制していない

化学物質等(以下「未規制物質」とL汚。 )による職業

性疾病はその半数程度を占め宇刀、また、近年、|玉|

際的には化学品の分績及び表不に閃する世界調

手11システム(以下 rGHSJ という。)の推進、化学物質

に団する条約の締結、 EUにおける化学物質に対

する厳しい規制の検討等、化学物質による健康問

題が社会的に大きな関心を集めるようになっている。

このような状況のをと、人への健康障需が懸念さ

れる未規制物質を取り倣う事業者は、あらかじめの

害性等を調査し、対策を講ずることが求められてい

るが、中小企業等においては、自律的な管理が必

ずしも十分に行われていない状況にある。

このため、同等において、とれらの末規制物質

について事前に労働者の当該化学物質等が人体

内に取り込まれる量(以下「ばく露の程度」という。)

と、ばぐ蕗の程度に泌じて生ずる健康障害のロJ能性

について評価(以下「リスク評価」という。 )し、必l止な

措置を講ずることとされている。

出中間報告においては、事業場等において製造

し、又は取り扱われる既存の未規制物質のうち、労

働者への健炭障告が懸念される毛0)1::関するリスク

の詐価を行う際の考え方及びその方法を検討する。

2 リスク評価の方法の概要

リスク詐価においては、イじγ物質等の有害性の

特定、労働者の当該物質へのばく露の科度のJ巴握

(以下「ばく露評価」という。)、ばく露の程度に応じて

生ずるおそれのある健康障害の吋能性皮びその程

度(以下「量反応関係」という。)について把握す

ることにより、スクリーニング自Jなリスクの判定をfT

う。その結果、リスクが両tlと判定された場台には、

データ等について詳細に検証し、再度リスクの半Ij定
をfTうo

1) スケ計F価等に係る各i買いの概要は次のとおり

であり、その流れをゆj紙に不す。

(1)有害性の種類及び程度の特定

事業場において、取り扱われる化学物質等の有

害-1"' 1に団する情報を一定の既存の評何立;書、点献

等かる人子し、当該化学物質に係るイj当性の種類

比ひ程度 (GHS 区分、証拠の倖カらしさ)を特注する。

(2)量一反応関係の把握

ばく露の程度に応じて引き起こされる健炭障百の

ロJ能性皮びその程度について一定の既存の詐価

文書、立;献等からばく露限界等の有需-1'1データを

把握する。
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(3)ばく露評価

イJ主な化学物質等を製造し、又は取仁扱引作業 αl
卜「取り扱う作業等」という。)に従事する労働者が

当該物質をl吸入又はl吸収等した量(以下町三内露量」

むの。)を、作業環境 '1'における空気 '1'の濃度の

測定等により把保する。

(4)リスクの判定

は守く露の程度とばく露限界等のイl当性データを比

較するととによってリスクを判定する。

(5 )詳細な検証等

リスケが高L止判定された化学物質を取り扱う作

業等については、ばく民限界等の有害性データ及

び作業環境中の空気中の濃度データ等を再検証

又は追加し、再度リスクの半lJitを行う。

3 考慮すべき事項

リスク評価に際しては次の事項について考慮す

る必要がある。

(1)不確実性
リスク評価に際しては、ばく露量を作業環境 '1'の

測定データかう推測しているとと、量反比、関係か

ら得られξ有需刊データは、多くの場合動物実験等

から件られた結県カも外挿法を用いて算出している

ことカも不修実さが含まれるとと、また、その手法に

ついては符固において、より精度を高めるよう検討

'1'のものが含まれξこと等を考慮する必要がある。

(2)科学的評価
リスケ評価は、科学的知見に基づいて実施する

ことが重要であり、また、専 I"J出Jな事項を多くれする

ことから実施に際しては必要に比、じてγ識経験者

の意見を聴く必泌があるものである。

なお、 '1'間報告はリスクに係る評価子法等の国

際的動向を踏まえ、 j壷宵改訂をf了うものである。

第2ばく露評価

1 ばく露評価の概要

ばく露評価に用いるばく露呈は、イftiな化学物質

等を製造し、ムくは取り扱う労働斉が、事業場におい

て通常の作業に従事する場合に、 H Jの労働時IUJ
'1'に当該物質を吸入又は吸収する量とし、作業環

境中の空気中の濃度の測定又は何人ばく露濃度

の測定等により把握する。

次の二子順によりばく総監を担保する。

(1)調杏の対象とする化学物質等の、有害'VI等、

使用量、用途等により優先順位を付ける。

(2) "J該物質を取り扱うばく磁の程度が大きいと

判断さ才凶作業について、 JIJ途、ばく露データ等

か3、作業環境測定等の対象とする作業を選定

する。

(3) 選定した作業について作業環境の測定等によ

り、はく露量を把握する。

2 調査対象物質の優先順位付けのための分

類(第1段階)

(1)有害性等
対象となる化学物質等の物理的・化学的刊状に

応じた区分をfTう。

ア 対象物質のリスクフレーズ (Risk Phrasc)正は

GHSによるもの

イ 発塵性、揮発性等の大小によるもの

(2)取扱量等
圏内に才三井ナる ～X扱量により'/J((f__ 分煩を行う。また、

ばく露労働者数が把握できる場合は類似の取抜い

を行う。

7 10トン/年未満

イ 10トン/年以上から 10∞トン/年未満

ウ 1000トン/年以上

(3)用途等
ばく露量が大きいと判断される化学物質等の取

り扱い作業等について、用途、作業形態に比、じて次

の分績を行う。

ア 合成原料、溶剤等どのような用途に使用され

るか。

イ 密閣系又は闘放系において気体、液体等の

いずれの状態で取り扱われるか。

ウ 円目放系で取り扱われる場合、労働者がどの程

度取り扱い等の作業に従事するか。

エ屋内又は屋外でfTわれる作業であるか。

(4)優先順位付けのための選定

|記の(l) ~(3) カ治、 J くの条f'Iに該当する化学

物質等を優先的に選定する。
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ア 有需'V[ の料度の大きい物質であり、かつ ～x扱

量等が多い物質であること。

イ 用途、作業の形態等カも、ばく蕗屋が大きい

と指定される作業を有すること。

3 作業環境の測定等の対象となる作業の選定

(第 2段階)

(1)ばく露データの収集

選定された作業に関連する次のデータを収集す

る。

ア 選定した化学物質等を取りt止さバ乍業等に関す

る文献、災害事例等に係るぱく露関係のデータ

イ 作業内容や物理化学的刊状が煩似した化学

物質に係るばく露関係のデータ

ウ 一般牒境に関して把搾されてL活関連するデー

タがある場合には当該データ

(2)ばく露作業の把握

選X Eされた化学物質等を取り扱っている作業を把

握する。さらに、当該作業のうちからばく露の科度

が大きいと想定される作業を選定する。

(3)ばく露を推定するモデルによる算定

選定された化学物質を取り扱う作業について、既

存のばく露を推定するモデル(以下「ばく露モデル」

と, lう。)を用いた数値芹|算等により、作業域境にお

ける空気中の濃度又はばく露濃度を算定する。

4 予測ばく露量の把握

(1)作業環境の測定の実施等

はく露モデルによる空気 1[1の濃度の算定から、

3該化学物質の取り扱い作業等のうな労働背の

ばく露の程度が大きいと雌定される代表的な作業を

イlする事業場を対象に、作業環噴 1[1の空気 1[1の濃

度の測定ムくは個人ばく蕗濃度の測定を実施する。

作業環境の測定を実施するばあいには、作業環

境測定基準(昭和51 年労働省告示第4ó~)に規定

する測定方法に準じたA測定及びB測定を行う。

(2)予測ばく露量の把握

作業環境1[1の空気 1[1の濃度の測定等から、次の

式により労働者の1日の予測ばく蕗屋を求める。

吸人による予測ばく露量 (mg/kg)

二作業環境中の濃度 Cmg/m') x11 1寺IUJあたり

の呼吸量 (1.25m 3/h)X作業時間休垂

(60k耳)

ただし、作業環境中のj農度は、測定値の幾何平

均濃度を用いる。また、安全を見込んで吸収本は

100%とする。

呼吸量は、平成 10年7月中央労働災害防止協会

における「廃棄物処理業務等における化学物質に

よる健康障宮防 I[に閣する調査委員会報告書(特

別報告 )Jにおいては、う;j働強度を考慮して 10m3/8h

としている。

また、日本人の半均体重については、半成 14年

の「団民栄養調食」カら、 20 白星以上64J;j:Q以下のH

木人の平均体重は59.6kgで左ること、また他の調

査でも類似の結果が刑されていζこと力、ら臥Jkgを採

用する。

(3) [iく露モデルによる結果の活用

作業異境問J' : c己>くは個人ばく露濃度の測定等実出l
値による空気中の濃度を得ることが困難な場合に

は、ばく箆モデルにより算定した値を参考に、ばく露

量を11'0探する。

第3ばく露に係る考え方

1 評価の対象とする作業について

リスク評価は、化学物質等を取り扱う作業を全体

として詳f耐の対象としていることから、詳｛耐の対象と

する作業は、通常行われている典型的で、定常的

な作業とする。また、消制、修理、点検等の非定常

的な作業であってモ日常的に当該作業が行われ、

その頻度がλきいときはリスク評価の対象とする。

今ノ白、プラントの改修等の大m模な作業はまれ

にし由、行われないこと、改修等の l事は配管内の

物質を排出した後、あるいは置換した後行むれるが、

配管内の濃度等を把握することが圏嫌であることか

ら、当設作業は評価の対象としない。

2 事故等について

事政の場合には、その発生形態が多様にわたる

こと、事前にばく露濃度を予測できないこと等からリ
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スケ評価においては、事故|時のリスケ評価は想定

しない。

3 測定データについて

作業環境の測定データ等を用いてばく露呈を把

保する場台には、 3設データがばぐ蕗の大きいと考

えられる代表刊をもっ作業から得られたものである

こと、測定の対象となる作業が無作為に抽出されて

いるととが重要であり、また、できるだけ多くのデー

タを利 JIJでさることが望ましいものである。

このために、測定の対象となる事業坊を選定す

るに出たっては、ばく蕗の程度が大きいと怨定され

る典型的な作業を有する事業場を対象として、無作

為に選定すξことを原則とする。作業広代表性につ

いては、別途聞き取り等の調査等により検証する。

しかしながら、これらの条引を満足する事は容易

でない場合が多L立とから、これを補完するために、

ばく蕗モデルによる算州等の方法について考慮する。

4 ばく露の経路

労働者が化学物質を取り扱う際に、ばく臨する主

な経路としては、 H予吸器カ吃の l吸入によるばく露、皮

膚からの吸収によるばく露及び経口はく露が考えら

れるが、労働現場においては、吸入による経路が

最も重止主であることカ治、呼吸器からの吸入をよ経

E各として考える。

一方、皮膚からの吸収については、労働者は通

常身体を衣服で覆って作業していることから、直接

物質にふれる場合を除き、皮膚からのばく露は少

ないと考えられるとと、とれまでの災害事例等から

みても呼吸器カらのばく露による中毒が圧倒的に

多いこと、皮膚吸収の内l台を考慮する十分なばく露

モデルが存ffしないとと等カらヨ設ルートは原則

として考慮しない。

しかしながら、皮膚カもの吸収等が無視できない

と考えられる場台等においては、皮膚からの吸収

によるばく露等のその他の経路によるばく露につい

ても考虚する。

5 保護具の考慮について

作業環境'1'におけるの告な化学物質等にぱく露

することによってやずる健康障需を防止するために

は、空気 '1'制捜度を定以下に管理する作業環噴

管理による三とが某本であり、保護具の使用は作業

の方法等によりばく露を防止することができない場

合にやむを得ず使用する等の補助的な子段とされ

ている。

また、昨吸川保護具は、それを装着している者の

み保護していること、使用 jパ去が間違っている場合、

えは師、而に併右しないで使用する場台には有害物

を吸入する可能flがある等ばく露を十分防止する

ことはできない。

このためリスク評価においては、作業場におけ

る同所排気装肯の設肖の有無については考慮す

るが、保護 Rの装着のイl無については原則として

考慮はしない。

6 作業環境の測定について

作業保境の担JI定を実施する際には、 i且止な測定

が行われることが重咲であるため、作業環境担u定
基準(昭和 51年労働省告示第4 6 勾)に規定するA

測定及びB測定で行3;:ととする。また、作業域境の

空気中の濃度調u定については、統計的な見地から、

測定対象事業場を原川として5程度以上選択して実

施することが望ましい。

7 ばく露データ等の取り扱いについて

ばぐ~;iに係るデータとして、物理的・化J予的性状え

は作業内容等が績似した作業場所から績比したも

の、ばく露モデルから算出したもの、パイオロジカル

モニタリングから得られたもの、作業域境の雫気中

の濃度測定から得られた主の及び何人ばく露濃度

の測定から符られたものを活用することができる。

リスク計F価において、ばく蕗モデルによるデータ

を川いる場合には、ばく露状況の再現刊等に係る

モデルの信頼性、作業形態の多様性や作業場の

複雑さを考慮して、その有用性が実証されたものを

川いる必 l止がある。

しかしながら、ばく露モデ凡の完成度等をち!呈す

るとばく蕗モデルによるデータカち算定した値よりも、

作業環境のどE気中の濃度を測定したデータを優先

的に用いることが望ましい。
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第4 量一lえ応関係の把握等

1 有害性の種類及び程度の特定

信頼できる主要な文献等を利用することにより、

調査対象物質の有害性について担保する。有害性

はG H Sのケラス分けに従い、急'1"1毒判、皮庸腐食

性・刺激性、限に対する重篤な損傷性・刺激性、感

作性、生殖市町胞定異原性、発がん性、生殖毒性皮

び臓器毒'VI等とする。
信頼できる主要な文献等から、円本産業衛生学

会の提案している許容濃度(以下「許容濃度」とい

う。)、米国産業衛十専門家会議 (ACGIH)で定め

る時間加重平均濃度(以下 rTLV 引 NAJ という。)、
無毒性屋(NOAEL)、応小毒性呈(LOAEL)、 J!l~影

響量( N O EL)、最小影響量 (LOEL)、有害ド|に係

るG H Sの区分等の量一比応関係に係る参考となる

有害性データに関する情却を把保する。

2 量一反応関係

(1)臓器毒性等文は生殖毒性
物質が臓器毒' 1 '1等又は寸'9直毒刊を有することを

把握し、次の事項について論l金を行う。

ア 許容濃度等が存存ーする場合

許容濃度、TLV-TWA、十物学的暴露指椋

( B EI)がある場合には当該値を把握する。

イ 許容濃度等が存ffしない場合
無毒刊量(NOAEL)、最小毒fl量 (lρIAEL) 、

無影響量( N O EL)、最小影響量 (LOEL)又はベ
ンチマーク用量( B M D )等の伯報について収集

する。

(ア)最小毒性量から無毒性量への変換
J!t~毒性呈 (NOAEL)を得るごとカずできず適ヨな

最小毒'1"1量 ( L O A E L)が得られた場合には、ス
クリーニング的評価であることを踏まえ、安全サ

イドにたな品小毒性呈 (LOAEL)を 10司徐して、

無毒刊量(NOAEL)とする。

(イ)経口による無毒性量等から吸人による無毒性
呈等への変換

経円による無毒'VI量等 (mg/I叫 day)7Jらl吸入
による無毒性量等 ( m g j m 3)へ変換する必要が

桁じた場合には、以下の換算式により、|呼吸量

1 0 m γ R h 、体重o O k gとして計宵する毛のとする。

吸入による無ヰ性量等 休重
二経Hによる無毒十字量等×一一一

呼吸量

(ウ)無毒ド|量等の設定

定の既存の評価文書、文献等カも件られた
Jm毒性量等のうち、信頼性のある品小伯を採用

することにより、評価に 111いる無毒'1'1量等を設定
する。

また、ばく総状況に,C;、じて J!ll~毒性屋 (NOAEL)

等の補正を行う。

長期間にわたる試験以外の試験から得られた
無毒性畳等を計｛曲に用いる場合はその JI(I 、毒性
量 ( N O A EL )値を1 0で除することとする。

(2)急性毒性(致死作用)
急性毒性については、動物実験等のデータから

得らオ1た急fl毒'1'1に係るG H SのK分、 LD50又は 

L C 5 0の何、蒸気同等のはく露に関係する物理化学
的性状について担保する。

(3)皮膚腐食性・刺激性文は眼に対する重篤な

損傷性・刺激性
物質が3該性質を有するととを担保する。

皮膚に対する不可逆的なJ口傷・刺激' 1 " 1及び"[)!に
対する重篤な損傷・刺激性を生じさせるの当性に係
るG H Sの区分について調査する。また、有害性に

ついて可能ならば、当該作川を及ぼさない空気中
の濃度等を把握する。

(4)呼吸器感作性又は皮膚感作性

化学物質等をl吸入江?をで気道過敏痛を誘発する

治、または当該物質との皮膚接触の後でアレJLギ一
反応を誘発する物質であるかについて調べる。

(5)発がん性
発がん性をのすることを把握する。

発がん性については、間f白が存夜する場台には
無毒'1'1量 ( N O A EL )等をJ巴握する。閣値が存在し

ない場合には、がんの過剰発生率を把握する。
(6)生殖細胞変異原性

桁殖細胞変異原'1'1を有することをfE握する。
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な才3, MOE の算定に~たっては、作業I端境i#ll

定におけるA測定又はB担u定、 f同人ばく露濃度

の測定等から算山した予測ばく露量を用いる。
MOEは人に対する無毒性量 (NOAEL)を予

測lばく露量の最大値で除した値として算出する。

イ急性毒性

GHSに おける急性毒性の区分と LC50 止は 

LD50値との比較、 L C 50又はLD50とT,工V - T W A

の相関関係、蒸気圧等の物理化学的性状、イfti
性等を総台的に勘案してりスクの干lJci正を行う。

ウ 呼吸器!日計十'1'1又は皮膚感作'VI
許存濃度又は寸L V - T W Aを把握できる場合は 

こ5該他を用いるが、 1 1 ' 0隠するととができない場台

の有需刊については総合的に判断する。

(2)発がん性のリスクの判定方法

発がん性のりスケ計｛曲では、発がん性に関する

問値の有無を判別する手法については、国際的に

統 された椋準的な子法は確立されていない状況

にある。

また、闇値がある前提の毛とで評｛而を行う場合で

も、評価 )j訟の詳細については固により異なる子
法が用いられている。このため、スクリーニング、とし

て行われるリスケ評伺においては、情報収集を行っ

て得られた評価子法をすべて活用すξこととする。

ア臓器毒'VI等又は1 ' 1直毒刊の場心、
(ア)許制捜j支等が存在する場合

リスクの判定は、許容濃度>くはT L V - T W Aが

存在する場合は当該値とばく露量の把握力、巳得

られた「予測lばく露呈」を比較することにより行う。

(イ)許容濃度等が存布しない場台

量反応s'J係の調奇から得られた無毒刊量

( N O A EL)が、存在する場合には当該怖とばく露
呈の担保から得られた「予割、～ばく民屋」を比較す

ることにより行う。
無毒性量( N O A EL)が得られた場合には、次

の式により求めた muq:;in of cxposurc (以下
rMOEJという。)を算定する。

3 データの検討等

量反比、関係等カも与られる有害性データにつ

いて、動物実験から得られたデータと人から得られ
たものがある場合には、JJ;t川として人のデータを優

先的に用いることとする。

また、当校データを使川する場合には、これらの
データが適切な子訟を用いて得られた毛のであξこ

と等データの信頼性について|分調査するとともに、

学識経験者の意見を聴く等により対処するをのとす

る。

第5リスクの判定等

1 判定の概要

リスケの判定は、発がん' 1 '1以外の場合には、!京 

日JIとして作業に従事する労働者の化学物質等への
ばく蕗屋と、許容濃度等、 J!l~毒性量 (NOAEL)等を

定量的に比較することにより行い、無毒刊量
( N O A EL)等の値を文献等から把握できない場合
には、評価対象としての優先順位を繰り下げる。発

がん刊の場合には、闇値が存在する場合と存在し

ない場合に分けて判定する。

スケリニンゲ的なリスケ評価において、リスクが

高いと判定された場合には、有需刊デー夕、作業環

境測定データ等のデータの検証、又は追加をfTい

予識経験者のJ吉、見を聴き詳細な検討を行う。

さらに、詳細な検討においてリスケが高いと判断

される場合にははく露を防止するた151)の必要な措置

を講ずるものとする。

2 判定の手順

リスクの判定に際しては、許容濃度等、人に対す

る無毒'VI量 ( N O A EL)等を優先的に川いるが、当
該｛直が存在しない場合には、動物五験等から件ら

れた値を外挿して用いる。

無毒' 1 ' 1量等を得ξことができない樋煩の有需 '1'1
の場合には、量以応関係、イl当性等、ばく露労
働者の数等を考慮するととにより総合的にリスクの

判定を行う。

(1)発がん性以外のリスクの判定方法

量
一
献

桝
門
一/
¥

与
d

す一一ギ
l
Ja

無
一
明戸一

戸』ハU
M
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ア閥値が存在する場合

腫療発生に係る無毒性量( N O A EL ) 、最小毒 
性量 (lρAEL)、力l~影響量 (NOEL)、長小影響呈

( L O E L)及びベンチマーク JIJ量(BM D )に団する
主要な評価文書の知見を踏まえ、発がん作用の

闇値を設定し、との闇値とばく蕗の担保における

H J労働|時|山中に才卦ナるばく露量の最六値との比
により判定する。

イ 刷｛白が存tfしない場合

国際機悶等において量反応関係から求め

られたlμ 旦1 m 3の物質に生涯ばく露された時の生

涯過剰発がんりスクであるユ二、ソトリスクを用い、

次の式によってがんの過剰発恒率を計算する。

がんの過剰発生本
=ユニットリスク (μ g/m3)~lX 吸入ばく露量 (μ

貝1m3)

3 判定基準

リスクの判定については次の基準に従い実施し、
必要性な場合にはさらに詳細な検討の対象とする。

(1)発がん性以外の場合
ア許存濃度等が存在する場合

許容濃度又はTLV-TWAは、~該有害物質

の、 'l均ばく露濃度がこの数値以下であれば、ほ

とんどすべての労働者に健康上悪い影響がみら
れないと判断される濃度であるととカ泊、安全性

を考慮して設定した値であることから、許容濃度
等が予測暴露量より小さいかまたは等しい場合

には、詳相な検討を行う対象とする。

イ 許容濃度等が存在しない場合

無毒性量( N O A EL)等を使用してMOEを算定
する場合には、次により判定するものとする。

(ア) MOE壬Iの場合には詳細な検討を行う対象と

する。

(イ) 1< MOE壬5の場台には、今後とも伯税収集
に努めるものとする。

(2)発がん性の場合

ア刷｛位が存有する場台
( 1 )のイの場合と|司様とする。

イ 閥｛置が存伝しない場合

がんの過剰発十率を算定する場合には、当該
｛置が概ね 1X1 0～4を目安とし、これより大きい場合

には、詳細な検討を行う対象とする。
がんの過剰7音声h率を算定すξ二とができない

場合には、イJ当性の区分、作業の状況、ばく露
の程度、ばぐ時F労働者広数等を勘案し、学識経験

者等の意見を参考に総合的に判定を行う。

4 詳細な検討の朝順

詳細な検討は:!J:..の手lJ闘によって行う。

(1)追加データ等の検証
詳細な検討の対象となった物質を取り扱う作業に

ついては、その作業態様を検証するとともに、必'～

な場合には追加的な作業環境測定等を五施し、ば
く蕗の程度についてデータを追加する。

また、恨拠となった量反応悶係に係る無毒刊量
( N O A EL )等のイl主性データの検証をfTさとともに、

文献等の追加的な調査等を行う。
(2)リスクの再検証

追加情報の調査の粘栄等を勘案して、リスク判定
の再検証を行い、リスケ低減の措置を講ずる必要

判、講ずべき拍肯等につvlて学識経験者等の意見

を聴くものとする。

第6リスク判定等の考え Jj

1 MOEの値の検討

労働現場においてMOEの値をリスクの判定に JIJ

いる際に、その怖を 般環境における値よりも小さ
くするととは次の理由により合理的と考えられる。

(1) 事業場において作業に従事する労働者は、比

較的均 性のaる健康な人々の集同であり、イJ
害物に対して特別に感受性の向い人々を含んで

いる碓率が低いと考えられること。
(2) ばく露を受ける可能性のある労働者に対して

は、ばく蕗防止対策を講ずる三とができ、また、そ

の後の健康影響についても継続的に観祭できる

ことから継続的に健成管理ができる可能性が高
いこと。

(3)許容濃度が存在しない場合のMOEについ

て
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ア MOE壬1について

無毒性量( N O A EL)等を使用する場合に、当

該伯が人から得られ、|分信頼に足る伯である

場合には、 MOEの判定基準を1とすることは合理

的であると考えられる。

動物実験かう得ィられたJH~毒性屋(NOAEL)等

を使 JIJする場合には、小確実係数で除すること

により誕の相遣を考慮した安全性を確保している

と忽定できる。

MOEの算定がスクリーニング的評何であるこ

とカミら、判定基準は簡潔でわかりやすいモのであ

る必要があるとと、許容濃度等を用いる際の判

定基準との連続刊を考慮する必必があることを

考慮するとMOEの判定基準をlとすξことは妥

出と考えられる。

イ I<MOE豆5について

事業坊における労働者は 般人に対して比較

的均一性の庇る健康な人々の集団である等の(1)
及び (2)の考え方を考慮してもNO正L等のノト確

実性、人の聞の感受性。万主いを考慮すると、 MOE

三三5については今後とも情報収集に努此る必要

があると考えられる。

なお、前述の廃棄物処理業務等に係る謝金委

H会報告』に宇Jl ～て私「労働者の耐用 1 日版取

量 ( τ D Dが一般人の伽iJIJ H J 摂取量 CIDI)の等

倍から5イ告の範囲に収まっている。 」とされている。

2 がんの過剰発生率について

が/しの過剰J発生率については、次のJFj! FIlにより

10~ 4をt荒用している。

(1) tJ本産業衛乍学会の許容濃度提案理山書に

次の物質等についてリスクを宵定している。

イベユゼン(1997年)

r40 年 IUJのベンゼンばく露による白血病の過

剰死亡リスケを1O~3以下に抑えるた喧の評価何と

して1 p p m 、10A以卜に抑えるための評価値として 

O.lppmを提示する。」

なお、 TLVはO.5 p p mとなっている。

ロ ヒ本比ひヒ素化台物 (2000年)

「ヒ素を充がん分績第1群とし、過剰死亡リスケ

を1O~31=:対して3/1旦1mヘ m4に対して0.3/L旦1m3

を提案する。」

なお、 TLVは O.Olmg/rげとなっている。

ハ石綿(2ωo年)
r tJ本人の｛J綿ばく露による肺ガンと;il~'I>f1 中

皮種の合計生涯リスク評価値として、暴露がク

リソタイルのみのとき、 10~3リスクを0.15繊維Iml

(104 0.015繊維Iml)とすることを勧告する。また

暴露がクゆノタイル以外の石綿繊維を含むときは、

他の単純化も考慮して 10~3リスクを0.03繊維Iml 
4(10 0.003繊維1m!)を勧告する。 」

なお、 T L Vは石綿全種類、に対して O. lf/<配となっ 

ている。

(2)環境省の「化学物質の充がん '1"1評価」におい

て、閥官官のない場合のがんの過剰J発生率におい

て10～5以上を「詳細な詐｛曲を行う候補と考えられ

る。 」としている。

(3) 労働災当による先亡者は平成 13年から 15年

までは平均 1692人となる。常用労働者は約 4100

万人とすると労働災需による中j庄リスケは労働の
年数を4 0年とすると1.6xm3となる。

また、日本人の事故等による生涯rJスケについて

は次のような試算がある(、:'1成 15 年)。

交通事故,

死亡率 8.5 x10~ 5 生涯リスク 6.6X 10'

煙、火・火災へのばく露,

死亡率1.2XI0~6 生涯リスケ 9.0xm4

(4) 一般牒境のばく蕗対象者と労働蝶境にねする

労働者の違い、一般的な交通事故等のリスクを

考慮すると、がんの過剰発生率について、概ね

10~ 4以上にてわて詳細な詐価の対象とする三とは

妥当と考えられる。

3 リスク判定後の措置に係る検討

スケリーニンゲ的なリスケ評イ而の後、リスケがある

と判定された場合にはデータ等には不確返さが含

まれるととから、乙れを詳細に検討し、学識経験者

による検証等を行い、総合的に判断すべきものと

されている。

(1 )ばく露呈の担保に用いるデータは、一般的に

信頼刊を確a,g- cきる十分な数ヵγ』い可能刊が高

いことから、データの代表性の判断に専1J"的な
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知見が必叫であること。

(2) 作業環境の状況は、設備の状態により作業場

毎に異なっており、従って、空気中の濃度は、そ

れぞれ異なっているのが一般的であり、労働者

のばく露の程度の多様性を考慮する必要がil';る

ごと。

(3) 量反応団係から得られる人に対する有言'1'1
データは多くなく、また、多くの場合当該テータは

動物実験から得られたをのを利用しているととか

ら、人に対してこれらを適川する場合には、離に

よる感受性の遣い等から生ずる不確実さが含ま

れる等の瑚白により、その適合について町内

専門的な判断が必止!lとされること。 凪～

労働者の健康障害防止に係る
リスク評価検討会開催要綱

リスク評価の流れ

有害性の種類及び程度江特定

予測ぱく露量と許容濃度、無毒性量 (NOAEL)との比較
( M O E =無毒性量/予測ぱく露量)

リスク刊定
(リスクあり)

現時点で作業は必
要ない (5<MOE)

今後とも情報収集
に努めるちのとする

( 1 <MOE三 5)

我が国の産業界では、 5万積績を超える化学物

質が製造又は使用されているが、これらの化学物

質等の中には健康障害のおそれの主るもrJ:も多数

存在している。

このような多数の化学物質等をすべて法的に

inに規制するととは現実的ではないととから、事業

者自ら、当該物質の有需'VI等とばく露の料度から

リスケ評価をfTい、必要な措置を講ずる自律的な管

理がぶ～,とされている。

しかしながら、現に充干している職業 '1"1疾病のう

ち、法令で規制していない化学物質等によるものが

半数程度を占めている三と等を考慮すると、労働斉

が有需flの高い物質を直段取り扱う作業等、ばく露

量が大きくリスクが高いと予想される 定の要件の

宅のについては、|司がリスク詐イ曲を行い、その結果

に基づいて払ト肯を講ずる必l止がある。

当検討会においては、国がfTうリスク評価の )j
法、リスク詐{曲後の措置等について検討するため、

労働基準局長正もとに有識者の参集を求め、 16年

度末頃を目途に検討結栄を提出する。

参集者名簿

内山巌雄京都大学大学院工学研究科教授

I1 馬 民 固有限薬品食品衛庁研究所安全

性生物試験研究センター総合評価

研究室室長

λ 前和辛擾応義執λ学医学部教j支

加藤隆康トヨタ肉動車株式会7十J安全衛生推

;庄司i長
岸 玲子北海道大学大学院院学研究科教

授

O楼 JI 治以 中央労働災害防止協会労働量生

調杏分析センター所長

清水英中右 東京主主患会医科大学環境保建医

学講座教授

福光保典 (礼) tI本化学一仁業協会環境安全

部部長

本間健資 ( i ; ! T )並業医守主主号制ヲ初r{fゃ画調

整部長

手11 刀［ 功東京大学名誉教授
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個人情報保護関連指針•通達
厚生労働省告示第259号 

平成16年7月1日 
厚生労働大臣坂口力

雇用管理に関する個人情報の 適正な取扱いを確保するために 事業者が講ずべき措置に 関する指針

第一趣旨
この指針は、個人情報の保護に関する法律(以 
下「法」という。)に定める事項に関し、雇用管理に 
関する個人情報の適正な取扱いを確保するために 
事業者が講ずべき措置について、その適切かつ有 
効な実施を図るために必要な事項を定めたもので 
ある。

なお、雇用管理に関する個人情報については、 
本指針によるほか、当該個人情報取扱事業者が行 
う事業を所管する大臣等が策定した指針その他の 
必要な措置に留意するものとする。
第二用語の定義
法第2条に定めるもののほか、この指針におい 

て、次の各号に掲げる用語の意誨;t当該各号に 
定めるところによる。
一事業者法第2条第3項に規定する個人情報取 
扱事業者のうち雇用管理に関する個人情報を取 
り扱う者をいう(第四に規定する場合を除く。)。 

二労働者等前号に規定する事業者に使用され 
ている労働者、前号に規定する事業者に使用さ 
れる労働者になろうとする者及びなろうとした者並 
びに過去において事業者に使用されていた者を 
いう。

第三事業者が講ずべぎ措置の適切かつ有効な 
実施を図るための指針となるべき事項

一 法第15条に規定する利用目的の特定に関す 
る事項
事業者は利用目的の特定に当たっては、単に 

抽象的、一般的に特定するのではなく、労働者等 
本人が、取得された当該本人の個人情報が利用 
された結果が合理的に想定できる程度に、具体 
的、個別的に特定すること。

二 法第16条及び法第23条第1項に規定する本 
人の同意に関する事項
事業者が労働者等本人の同意を得るに当たっ 

ては、当該本人に当該個人情報の利用目的を通 
知し、又は公表した上で、当該本人が口頭、書面 
等により当該個人情報の取扱いについて承諾す 
る意思表示を行うことが望ましいこと。
三法第20条に規定する安全管理措置及び法第 

21条に規定する従業者の監督に関する事項 
事業者は、雇用管理に関する個人データの安 

全管理のために次に掲げる措置を講ずるように 
努めるものとすること。

(一) 雇用管理に関する個人データを取り扱う従業 
者及びその権限を明砌こした上で、その業務を行 
わせること。

(二) 雇用管理に関する個人データは、その取扱い 
についての権限を与えられた者のみが業務の遂 
行上必要な限りにおいて取り扱うこと。

(三) 雇用管理に関する個人データを取り扱う者は、 
業務上知り得た個人データの内容をみだりに第 
三者に知らせ、又は不当な目的に使用してはな 
らないこと。その業務に係る職を退いた後も同様 
とすること。

(四) 雇用管理に関する個人データの取扱いの管 
理に関する事項を行わせるため、当該事項を行 
うために必要な知識及び経験を有していると認め 
られる者のうちから個人データ管理責任者を選
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任すること。

(五)雇用管理に関する個人データ管理責任者及

ぴ｛凶人データを取り扱う従業斉に対し、その責務

の重'!J!:J［"［を認識させ、具体的な｛同人データの保

護措置に習熟させるため、必要な教育及び研修

を行うこと。

四 法第2 2条に規定する委託先の監督に閲する

事項

事業斉は、雇用管理に関する個人データの取扱

いの委託に当たって、次に尉げる事項に留意する

ものとすること。

(一) j凶人情報σ:思議について|分な措置を講じて

いる者を委託先として選定するた詑の基準を設け

ること。

(-)委託先が委託を受けた個人データ(f_保護のた

めに講ずべきJ位置の内容が委託契約において

明確化されていること。 R休的な措置としては、以

卜の事項が考えられるとと。

(1)委託先において、その従業者に対し当該伺

人データの取扱いを通じて知り得た個人情報

を漏らし、ムくは盗用してはならないとととされて

いること。

(2) 当該個人データの取抜L、の再委託をfTうに

~たっては、委託川へその旨文ムトをもって干t汗

すること。

(3) 委託契約期間等を明記すること。

(4)利用U的達成後¢倒人データの返tll正は

委託先における破棄-h.しくは削除が適切かっ

確実になされること。

(5) 委託先における倒人データの加上(委託契

約の範阿内のものを除く。)、改ざん等を禁止

し、又は制限すること

(6) 委託先における個人データの複写メは複

製(安全管理 IA~、注なパックアップを円的とす

るモの等委託契約範囲内のをのを除く。)を禁

止すること。

(7) 委託先において伺人データの漏えい等誌の事

放が発生した場合12 : ; ［卦ナる委託元への報白義

務を課すとと。

(8 )委託先において伺人データの漏えい等、の事

放が発生した場合に主卦ナる委託先の責任が明

碓イじされていること。

五 法第23条に規定する第三者提供に関する$

i買

事業者は、展川管理に団する何人チータの第=

者への提供(法第23条第1項第1月がう第4月

までに該:目する場台を除く。)1二百たって、次に掲

げる事現に留意するものとすること。

( )提供先に主ういて、その従業者に対し当該個人

データの取扱いを通じて知り符た個人i情報を漏ら

し、又は盗JIJしではならないこととされていξこと。

(二)当該個人データの再提供を行うに当たっては、

ょをらかじめ文占をもって事業者の了示を得る三と。

但し、当政再提供が、法第23 条第1J~第1 号か

ら第凶月までに該当する場合を除く。

(二)提供先における保管期間等を明修化する三と。

(四)不IjJlJ Fl的達成後の何人データの返却又は捉

供先における破棄若しくは削除が適切かっ確実

になされること。

(丘)提供先における伺人データの復写及び復製

(安全管理上必要なパックアッ7 "を目以Jとする毛の

を除く。)を祭 ICするとと。

六 法第2 5条第1I自に規定する保有何人データの

開示に関する事項

事業斉は、あらかじめ、労働組台等と必要に

応じ協議した|で、労働者等本人がう閣示を求め

られた保イJ個人テータについて、その全部又は

一部を開示する三とによりその業務のJ歯止な実施

に著しい支障を及ぼすおそれがある場合に設当

するとして非開示とすることが想定される保イJ1JIil
人データの開示に関する事項を定め、労働者等

に周知させるための品開を講ずるよう努めなけれ

ばならないこと。

七 j去第29条第2頃に規定する本人の平Ij使を考

慮した適切な拍簡に関する事項

事業者は、労働者等からの雇用管理に関す

る個人データの開示等の求めができるだけ円滑

に行われるよう、閲覧の場所及び|守山等につい

て十分配慮すξ こと。

八 j去第31条に規定する苫情の処聞に関する事

以

事業者は、雇用管理に閣する恒人情報の取
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扱いに関する苦情の適切かつ迅速な処理を行 
うため苦情及び相談を受け付けるための窓口の 
明確化等必要な体制の整備に努めること。

九その他事業主等が雇用管理に関する個人情 
報の適切な取扱いを確保するための措置を行う 
に当たって配慮すべき事項

(一)事業者は、六に定める保有個人データの開示 
に関する事項その他雇用管理に関する個人情 
報の取扱いに関する重要事項を定めるときは、 
あらかじめ労働組合等に通知し、必要に応じて、 
協議を行うことが望まし■いものであること。

(二)事業者は、九の(一)の重要事項を定めたとき 
は、労働者等に周知することが望ましいものであ 
ること。

第四個人情報取扱事業者以外の事業者による 
雇用管理に関する個人情報の取扱い

法第2条第3項に規定する個人情報取扱事業者 
以外の事業者であって、雇用管理に関する個人情 
報を取り扱う者は、第三に準じて、その適正な取扱
いの確保に努めること。

基発第1029009号 
平成16年10月29日 

都道府県労働局長殿
厚生労働省労働基準局長

雇用管理に関する個人情報の 
うち健康情報を取り扱うに 
当たっての留意事項について

平成17年4月1日から個人情報の保護に関する 
法律(平成15年法律第57号)が全面施行されるこ 
とに伴い、雇用管理に関する個人情報については、 
その適正な取扱いを確保するため、平成16年7月 
1日に、同法第8条の規定に基づき、雇用管理に関 
する個人情報の適正な取扱いを確保するために事 
業者が講ずべき措置に関する指針(平成16年厚生 
労働省告示第259号。以下「指針」という。)が公布 
されたところである。

「個人情報の保護に関する基本方針」(平成16年 
4月2日閣議決定)及び国会における附帯決議にお 
いて医療分野における個人情報が特に適正な取 
扱いの厳格な実施を確保する必要があると指摘さ 
れていること、並びに平成16年9月に取りまとめら 
れた「労働者の健康情報の保護に関する検討会」 
報告書の内容を踏まえ、今般、指針に定める雇用 
管理に関する個人情報のうち健康診断の結果、病

歴、その他の健康に関する情報(以下「健康情報」 
という。)の取扱いについて、指針に定めるものに 
加えて事業者が留意すべき事項を別紙のとおり取 
りまとめた。

ついては、本件について別添［省略］のとおり事 
業者団体の長に対して協力依頼し、あわせて社団 
法人日本医師会会長及び全国労働衛生団体連合 
会会長への協力を要請したところであるので、各局 
においても貴局管内の監督署及び地域産業保健 
センターに対して周知されたい。

別紙
雇用管理に関する個人情報のうち健康 
情報を取り扱うに当たっての留意事項
第1趣旨

この留意事項は、雇用管理に関する個人情報の 
適正な取扱いを確保するために事業者が講ずべき 
措置に関する指針(平成16年厚生労働省告示第259 
号。以下「指針」という。［前掲］)に定める雇用管理 
に関する個人情報のうち健康情報の取扱いについ 
て、指針に定める措置の実施等に加えて事業者が 
留意すべき事項を定めるものである。

第2用語の定義
個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第
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5 7号。以下「法」という。 [http://www.kantei.go.ip/

ip/i t/privacy /houseika/hourituan/J )第 2条及び指
針第2に定めるもののほか、この間怠事項におい
て、次の符号に掲げるJIJ語の意義は、当校各号に

定めるところによる。

1 健康情報

指針に定ぜる雇用管理に関する個人情報σうな

健康診断の結束、病席、その他の健康に関するも

のをいう。なお、健康情報に設当するものの例とし

て、次に掲げるものが挙げられる。

(1)産業医が労働者の健康管理等を通じて得た情

報

(2) 労働安全衛生法(昭和4 7年法律第5 7 円。以 
ト「安衛法」とし旬。 )第65条の2第l項の規定に

基っき、事業者が作業環境測定の結果の評価
に基づいて、労働者の健康を保持するため必要

があると認めたときに実施した健康診断の結果
(3) 安衛法第66条第1思カら第4 J白までの規定に

基づき事業者が実施した健康診断の粘県並びに
安衛法第66条第5項及び第66条の2の規定に

基づき労働者から提出された健康診断の結果

(4) 安衛法第66条の4及び第“条の5第1項の規

定にぷづき事業斉が医師等から聴取した窓見及
び事業者が諦じた健康診断実施後のHli置の内

T寸「

(5) 安衛法第66条の7の規定に某づき、事業者が

実施した保健指専の内容

(6) 安衛法第69条第lJ f t o :規定に基つく健炭保持
増進措置 (THP トータル・ヘルスフ。ロモーション・

プラン)を通じて事業者が収得した健康測定の結

米、健康指導の内存等
(7) 労働者災害補償保険法(昭和22年法伴第5 0

号)第2 7条の規定に基づき、労働者から提出さ

れた二次健康診断の粘米

(8) 健康保険組台等が実施した健康診断等の事
業を通じて事業者が収得した情報

(9) 受診語録、診断名等の療養の給付に閣する

↑古報

(1 0)事業者が俣療機関カら取得した診断書等の診

療に関する情報

(11)労働者カら欠勤の際に提出された疾病に関す
る情報

(12)(1) から(11)までに掲げるもののほカ¥任志に

労働者等から提供された本人の病歴、健康診断

の給米、その他の健炭に関する情報

2 産業保健業務従事者

産業医、保健師等、衛生管理者そ¢也砂労働者
の健康管聞に関する業務に従事する者をいう。

第三健康情報の取扱いについて事業者が

留意すべき事項

1 法第 16 条及び法第2 3条第1項に規定す
る本人の同意に関する事項(指針第三の二関

係)

(1)事業者が、労働者から提出された診断書の|付
容以外の情報について庚療機関から健康情報

を収集する必要がある場合、事業 tiから求めら
れた情報を医燥機関が提供するととは、法第2 3

条0:弟三宅者提供に該当するため医療機関は労

働者から同慧を得る必要がある。

との場台においても、事業者は、あらかじめこ
れらの情報を収得するH的を労働青に明らカヰこ

して承諾を得ξとともに、必要に応じ、これらの情

報は労働者木人から提出を受けることが望まし
し迫。

(2) また、事業者が、健康保険制合等に対してうiJ

働者の健康情報の提供を求比る場台、事業者と
健康保険組合等とは、異なる主体であξことカら、

法第2 3条の第三者提供に談当するため、健康
保険組台等は労働者(被保険者)の同志、を何る

必些がある。この場合においても、事業青は、あ

らかじめこれらの情報を取得する目的を労働者

に明らかにして欣読を得るとともに、必要に応じ、
これらの情報は労働者本人から提I引を受けるこ

とが望ましい。
ただし、事業者が健威保険組合等と共同で健

康診断を実施する場合等において、法第2 3条第

4項第3号の要件を満たしている場合は、当該共
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|可1'JI川者は第=者に核当しないため、当校労働

者の同意を得る必要はない。

2 法第2 0条に規定する安全管理措置及び法

第2 1条に規定する従業者の監督に関する事

項(指針第三の三(-)及び(二)関係)

(1) 健康診断の結果のうち診断名、検査値等のい

わゆる生データの取抜いについては、その利用

に出たって医γ的知識に某づく加_L.判断等を要

することがあξ二とかう、産業俣や保健日Ili等の看

護職員に行わせることが望ましい。

(2) 産業保健業務従事者以外の者に健康情報を

~xり扱わせる|時は、これらの者が収り扱う健康情

報が利用目的の達成に必要な範囲に限定され

るよう、必要に応じて健康伯報を適切に、加Lし

た|で提供する等の品開を講ずること。

3 法第31条に規定する苦情の処理に関する

事項(指針第三の八関係)

指針第三の八に定める苦情及び相談を受け付

けるための窓Uについては、、健康情報に係る苫

情及び伺談に適切に対応するため、必 '}J!:に応じて

産業保健業務従事者と述携を図ξことができる休市1I

を整備しておくととが望ましい。

4 その他事業者が雇用管理に関する個人情

報の適切な取扱いを確保するための措置を行

うに当たって配慮すべき事項

(1) 事業者は、健康診断等を医療機関に委託す

るととが多いことかう、健康情報についても外部

とやり11 1(りをする機会が多しことや、事業場内に

おいても健康情報を産業保健業務従事者以外

の者に取り扱わせる場台があるとと等にかんが

み、あらかじめ、展川管理指針第三宅の六に尉げ

るもののほか、以下に掲げる事項について事業

場内の規程等として定め、こオiを労働者に川知

するとともに、関係者に当該規科に従って~xり扱

わせることが望ましい。

ω健康情報の利用U的に関すること

(b) 健康情報に係る安全管理体制に関するこ

と

(c) 健康情報を取り扱う者及びその権限悦びに

取りt世ぅ健炭情報の範囲に関すること

(d) 健康情報の開示、訂止、追加又は削除の方

法(廃棄に閃するものを台む。)に関すること

(e) 健康情報の取J泣いに閣する苦情の処理に

関するとと

(2) 事業者は、(1)の規料等を定めるときは、衛中

委員会等において審議を行った上で、雇用管理

指針第二の九(ー)に定めるととろにより労働組

合等に通知し、必'～に応じて協議を行うことが望

ましい。

(3) 事業斉は、安衛法第 66条第l頃及び第2項等

の規定に基づき行われた健康診断を受けた労働

者等に対し、遅延なく、その結栄を通知すξこと。

(4) H I V感染厄やB型肝炎等の職場において感

染したり、蔓延したりする可能刊が低い長染痕に

閣する情報や、色覚検金等の遺伝情報につい

ては、職業上の特別な必要性がある場台を除き、

事業者は、労働者等から取得すべきでない。

(5) 労働者の健康情報は、医療機関において「医

療・介護関係事業者における個人伯却の適切な

11 1 (扱いのたるとのガイドライン［http://www.mhlw

go. ir/houdou/2004/l 2/h 1227-o.htmIJ Jに基づ

き取り扱われ、また、健康保険組台において「健

康保険組合等における何人情報の適切な取扱

いのた診のガイドライン ［2004 年 12 月22 F1約め 

切りでパブりックコメン卜千続JJに』正づき取り扱わ

れること力、ら、事業者は、特に安全管理J首肖等

について、両ガイドラインの内存についても留意

するととが期待されている。

第4 個人情報取扱事業者以外の事業者に

よる健康情報の取扱い

［協力依頼先事業者団体・関係団体1(省略)

個人情報取扱事業者以少の事業者であって健坂

情報を取り扱う者は、健康i情報が特にi出止な取扱

いの厳格な実施を碓保すべきものであることに十

分自惹し、第3に準じてその適在な取J泣いの確保に

努めるとと。 囲
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労働時間関連通達

労1 謂9連通達
基発第339号 

平成13年4月6日
都道府県労働局長殿

厚生労働省労働基準局長

労働時間の適正な把握のために 使用者が講ずべき措置に 関する基準について

労働基準法においては、労働時間、休日、深夜 
業等について規定を設けていることから、使用者は、 
労働時間を適正に把握するなど労働時間を適切に 
管理する責務を有していることは明らかである。

しかしながら、現場をみると、労働時間の把握に 
係る自己申告制(労働者が自己の労働時間を自主 
的に申告することにより労働時間を把握するもの。 
以下同じ。)の不適正な運用に伴い、割増賃金の未 
払いや過重な長時間労働といった問題が生じてい 
るなど、使用者が労働時間を適切に管理していない 
状況もみられるところである。

こうした中で、中央労働基準審議会においても平 
成12年11月30日に「時間外•休日•深夜労働の割 
増賃金を含めた賃金を全額支払うなど労働基準法 
の規定に違反しないようにするため、使用者が始業、 
終業時刻を把握し、労働時間を管理することを同法 
が当然の前提としていることから、この前提を改め 
て明確にし、始業、終業時刻の把握に関して、事業 
主が講ずべき措置を明らかにした上で適切な指導 
を行うなど、現行法の履行を確保する観点からの所 
要の措置を講ずることが適当である。」との建議が 
なされたところである。

このため、本基準において、労働時間の適正な 
把握のために使用者が講ずべき措置を具体的に
56安全センター情報20〇5年1• 2月号

明らかにすることにより、労働時間の適切な管理の 
促進を図り、もって労働基準法の遵守に資するもの 
とする。
1適用の範囲
本基準の対象事業場は、労働基準法のうち労働 

時間に係る規定が適用される全ての事業場とする 
こと。

また、本基準に基づき使用者(使用者から労働時 
間を管理する権限の委譲を受けた者を含む。以下 
同じ。)が労働時間の適正な把握を行うべき対象労 
働者は、いわゆる管理監督者及びみなし労働時 
間制が適用される労働者(事業場外労働を行う者 
にあっては、みなし労働時間制が適用される時間 
に限る。)を除くすべての者とすること。

なお、本基準の適用から除外する労働者につい 
ても、健康確保を図る必要があることから、使用者 
において適正な労働時間管理を行う責務があるこ 
と。

2労働時間の適正な把握のために使用者 
が講ずべき措置

(1) 始業•終業時刻の確認及び記録
使用者は、労働時間を適切に管理するため、労 

働者の労働日ごとの始業•終業時刻を確認し、これ 
を記録すること。
(2) 始業•終業時刻の確認及び記録の原則的な 

方法
使用者が始業•終業時刻を確認し、記録する方 

法としては、原貝〇として次のいずれかの方法による 
こと。
ア使用者が、自ら現認することにより確認し、記 
録すること。

イタイムカード、ICカード等の客観的な記録を基 
礎として確認し、記録すること。

(3) 自己申告制により始業•終業時刻の確認及



び記録を行う場合の措置

上記(2)の )j法によることなく、日己申白制によ

りとれを行わざるを得ない場合、使用者は次の措置

を講ずること。

ア 自己申白制を導入する前に、その対象となる

労働者に対して、労働時間の実態を止しく記録し、

適正に自己中告を行うことなどについて十分な説

明をfTうこと。

イ 白己巾告により担保した労働時間が実際の労

働時IUJと合致しているか斉かについて、必l立に

応じて五態調査を実施すること。

ウ 労働者の労働時間の泊止な申告を阻害する

同的で|持IUJ外労働時山数の|限を設定するなと

の措置を講じないこと。また、時間外労働時間の

削減のた従の社内通達や時間外労働手  3の定

額払等労働時|自lに係る事業場の｝~:ì肯が、労働

者(f)'fi働時再守の適iTな申告を疎外する要閃ぷ主っ

ていないカヰこついて倖認するとともに、 3該要凶
むなっている場合においては、改菩のた試の J首i肯
を講ずること。

(4)労働時間の記録に関する書類の保存

労働時IUJの記録に団する書煩について、労働基

準法第 109 条に基っき、 3年間保存すること。

(5)労働時閣を管理する者の職務

事業場において労務管理を行う部署の責作者は、

当該事業場内における労働時間の適疋な把握等

労働時間管聞の適正化に関する事項を管理し、労

働時|山管理|の問題点の把握及びそ正解消を図

ること。

(6)労働時間短縮推進委員会等の活用

事業場の労働時I~J管理の状況を踏まえ、必叫に

応じ労働時間短縮推進委員会等の労使協議組織

をj舌用し、労働時間管聞の現状を担保の上、労働

11寺山l管理|の問題点及びそ正解消策等の検討を

行うこと。

基準の解説

今般、標記について、別添のとおり、「労働時間

の適正な但握のために使川者が講ずべき拍簡に

関する基準J(以下「基準」という。 )を策定し、使用者

に労働時I~Jを管理する義務があることを改めて明

らかにするとともに、労働時間の適了Eな把握のため

に使用斉が講ずべき措置等を示したところである。

ついては、本基準の考え方、周知及び遵守のた

めの指導等については、下記のとおりであるので、

とれが取扱いに遺漏なきを期されたい。

なお、本Jlij)土については、 ~rJ 途リーフレ、ソ卜を配

布することとしているので、その周知に当たり活用を

凶られたい。

1 基準の考え方

(1)趣旨について

労働基準法上、使用者(使用者から労働時間を

管理する権限(f_委認を受けた者を含む。以卜同じ。)

には、労働時I~Jの管理を適切に行う責務があるが、

宇部の事業坊において、日己申告制(労働者が肉

己の労働時間を白主的に巾告するととにより労働

時|自lを把握するもの。以下|可じ。)の不適正な運川

により、労働時間の把握が暖味となり、その粘米、

割増賃金の未払いや過重な長時間労働の問題も

やじている。このため、これらの問題の解消を図る

目的で、本基準において労働時間の適王な把握の

ために使用者が講ずべき具体的措置を明らかにし

た主のであり、使 JIJ者は、基準を遵守すべき毛ので

ある。

(2)基準の2の(1) について

使川者に労働11寺山lを適正に把握する責務があ

ることを改めて明らかにしたもので£ること。また、労

働時間の把』慢の現場をみると、労働口ごとの労働

時|山の｝ E握のみをもって足りるとしているものがみ

られるが、労働時間の適正な把握を行うためには、

労働口ごとに始業・終業時刻を使用者が催認しこ

れを記録する必叫があることを不したものであるこ

と。

(3)基準の2の (2 )について

ア 始業・終業|時刻lを確認するための具体的な方

法としては、ア又はイによるべきであることを明ら

カヰこしたモのであるとと。また、始業・終業時点uを
確認する方法としては、使 JIJ者自らがすべての労

働時間を現認する場合を除き、タイムカード、 IC
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カード等の客観的な記録をその恨拠とすること、

又は根拠の 部とすべきであることを示したもの

であるとと。

イ 基準の2の (2)のアにおいて、「自ら現認する」

とは、使用者が、使用者の責任において始業・終

業時刻を直接的に修認することであるが、もとよ

り適切な運川が図られるべきであることかう、当

該労働者かうも併せて確認することがより望まし

いものであるとと。

ウ 基準の2の (2)のイについては、タイムカード、

I Cカード等の客飼的な記録を基本情報とし、必要

に比、じ、とれら以外の使用者の残業命令』及び

これに対する報告書など、使 JIJ者が労働者の労

働時間を算出するた陀にイlしている語録とを突台

することにより修認し、記録するものであるとと。

また、タイムカード、 IC カード等には、 IDカード、

パソコン人力等が含まれるものであること。

(4)基準の2の (3 )のアについて

労働者に対して説明すべき事現としては、自己中

告市JIの只体的内幸手、適正な日己申告を行ったこと

により不利訴な取扱いが行われる三とがないことな

どがある。

(5 )基準の2の (3 )のイについて

口己巾汗による労働時間の担保については、暖

昧な労働11寺山管理となりがちであξことから、 ｛吏川

者は、労働時間が適iTに把握されているか否かに

ついて定期的に実地調査を行うととが雫まい堤の

であるが、自己中告制がi白川されている労働者や

労働組合等から労働時間の把握が適王にfTわれ
ていない旨の指摘がなされている場台などには、～

該実態調杏を行う必叫があることを不したものであ

ること。

(6)基準の2の (3 )のウについて

労働11寺山lの適正な把握を阻脅するHli肖としては、

基準で示した毛¢のほか、例えば、職場単位毎の許JI 

増賃金に係る予算枠や時間外労働のは安時間が

設定されている場合に才式ミて、当該|時 IUJを超える|時

間タ労働を行った際に賞匂を減額するなど不利益

な取扱いをしているものがあるとと。

(7)基準の2の (4 )について

ア 労働基準法第 109条に主コいて、 「そ江他労働閣

係に関する重山な書煩」について保存義務を課

しており、始業・終業時刻!など労働時間の記録に

関する占類も同条にいう「その他労働関係に関

する重必な書績」に該当するものであること。こ

れに該当する労働時間に閣係する書類としては、

使用斉が白ら始業・終業時刻を記録したもの、タ

イムカード等の記録、残業命令書及びその報告

書並びに労働者が日ら労働時間を記録した報告

占などがあるとと。

なお、保存期 IUJである3年の起算点は、それら

の書類毎に最後の記載がなされたHであること。

イ 上記アに関し、労働法準法第 ¥08条において

は、賃金台帳の調整に係る義務を使JIJ者に課し、

この賃金台帳の記人事項については労働基準

法施行規則第5 4条並びに第5S条に規定する様

式第20号及び第21号に、労働H数、労働時 IUJ
数、休円労働時間数、早山残業時間数、深夜労

働時間数が掲げられていることに情忘する三と。

(8)基準の2の (6 )について

基準の2の (6)に基づく措置を講ずる必要があ

る場台としては、次のような状況が認められる場

合があること。

ア 肉己申告制により労働時間の管理が行われ

ている場台

イ ーの事業場において復数の労働時|自l制度を

採用して主力、これに対応した労働時間の把握 )j

法がそれぞれ定められている場台

また、労働|時|山知縮靴進委員会、安全・衛小委

員会等の労使協議組織がない場合には、新たに労

使協議組織を設置する三とモ検討すべきであるとと。

2 基準の周知

本～～宇については、労働相談、集団指等、取督

指J存等あらゆる機会を通じて、使川者、労働者等に

幅広く周知を圏ることとし、本通達発山後、集 '1'的な

J~J 知j舌動を行うとと。

(1)窓口における周知

労働基準監醤署の窓口において、就業規日JI届、

時間外労働・休日労働に関する協定届等各種届, ' 1 " , 、

中告・相談等がなされた際に、~Ij途配布するリーフ

レッ卜を活用し、本基準の周知を圏ること。
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(2)集団指導時等における周知
労働時間に係る集団指導、他の目的のための集 

団指導、説明会等の場を通じて積極的に本基準の 
周知を図ること。
特に、自己申告制により労働時間の把握を行っ 

て！/ゝる事業場等につIゝては、これを集団的にとらえ、 
本基準の周知を図ること。
3基準の遵守のための指導等
(1)監督指導において、基準の遵守状況につい

て点検確認を行い、使用者が基準に定める措置 
を講じていない場合には、所要の指導を行うこと。

(2)自己申告制の不適正な運用等に対しては、労 
働時間の正確な把握が行われていないと認めら 
れる事業場に対しては、適切な監督指導を実施 
すること。また、使用者が基準を遵守しておらず、 
労働基準法第37条違反が認められかつ重大悪 
質な事案については、司法処分を含め厳正に対
処すること。

基発第〇212001号 
平成14年2月12B 

都道府県労働局長殿
厚生労働省労働基準局長

過重労働による健康障害防止の ための総合対策について

平成13年12月12日付け基発第1063号「脳血管 
疾患及び虚血性心疾患等(負傷に起因するものを 
除く。)の認定基準について」により、脳•心臓疾患 
の労災認定基準を改正し、疲労の蓄積をもたらす 
長期間の過重業務も、業務による明らかな過重負 
荷として新たに考慮することとしたところである。業務 
による脳•心臓疾患の発症の防止のためには、疲 
労回復のための十分な睡眠時間又は休息時間が 
確保できないような長時間にわたる過重労働を排除 
するとともに、疲労が蓄積するおそれのある場合の 
健康管理対策の強化及び過重労働による業務上 
の疾病が発生した場合の再発防止措置の徹底が 
必要である。

このため、従来からの労働者の健康確保のため 
の措置に加えて、過重労働による健康障害防止の 
ための総合対策を別紙1のとおり定めたので、各局 
においては、同総合対策に基づく措置の周知徹底 
を図り、過重労働による健康障害防止対策の一層 
の推進に努められたい。

なお、関係団体に対し、別紙2のとおり要請を行っ 
たので、了知されたい。

別紙1
1目的
平成13年12月12日付け基発第1063号「脳血管 

疾患及び虚血性心疾患等(負傷に起因するものを 
除く。)の認定基準について」(以下「新認定基準」と 
いう。)により、脳•心臓疾患の労災認定基準を改正 
し、業務災害の認定に当たって、疲労の蓄積をもた 
らす長期間の過重業務も、業務による明らかな過 
重負荷として新たに考慮することとしたところである。

この新認定基準においては、長期間の過重惟の 
有無の判断に当たって疲労の蓄積をもたらす最も 
重要な要因と考えられる労働時間と脳•心臓疾患の 
発症との関連性について示したところである。
本総合対策は、新認定基準の考え方の基礎となっ 

た医学的知見を踏まえ、過重労娜こよる脳•心臓疾 
患の発症の防止に関して、別添のとおり「過重労働 
による健康障害を防止するため事業者が講ずべき 
措置等」を定め、その周知徹底を図ることにより、過 
重労働による健康障害を防止することを目的とする。
2過重労働による健康障害防止のための 
周知啓発

都道府県労働局及び労働基準監督署は、集団 
指導等のあらゆる機会を通じて、リーフレット等を活 
用しつつ別添の内容を広く周知を図ることとする。

この周知に当たっては、関係事業者団体等並び
安全センター情報2005年卜2月号59
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に産業保健桁進センター及び地域産業保健センター

等も活用すξこととし、事業者に対して広く周知する。
また、平成 14年度中に作成し、インターネyト上

で公闘することとしている労働者の疲労蓄積度自己

診断チェックリストを広く周知することとする。
3 過重労働による健康障害防止のための

窓口指導等
(1) 36 協定における時間外労働の限度時間に

係る指導の徹底

ア 労働基準法第 36条に基づく協定(以下 r36協
定」という。)の届山に際しては、労働基準監管署

の窓Uにおいて、「労働法準法第 36条第1J買の

協定で定める労働時 IUJの延長の限度等に閃す

る基準J(平成10年労働省白示第 154月) (以下
「限度民権」という。 )を超える36協定を事業斉が

届け出た場合については、限度基準を遵守する

よう指導する。

また、 36協定にキ3いて、限度民権第3条ただし
書に定足る「特別の事情」が桁じた場合に限度|持

問を超える一定の時間まで労働時間を延長する
ととができる旨を定めたモのについては、過重労

働による健康|時需を防止する観点かう、当校|時

間をできる限り最小限のもfとするよう指導する。

イ 36協定に宇Jl)て、月45時間を超える時間外労

働 (1週IUJ当たり401噂IUJを超えて行わせる労働を

いう。以下同じ。)を行わせξことが可能で aる均
台であっても、実際の時間外労働については月

451守山l以下とするよう指導する。

(2)労働者の健康管理に係る周知指導
(1) の月45時間を超えξ時間外労働を行わせる

ことが可能であるお協定を受け {.Jける場合及び裁

量労働制に係る届山を受け付ける場合については、
リーフレッ卜等を活用して別添の内容をI~J知指導す

る。

4 過重労働による健康障害防止のための

監督指導等

(1 )月 45時間を超える時間外労働が行われてい
るおそれがあると考えられる事業場に対しては斡

督指将、集出指J存等を実施する。
(2)監留指導においては、次のとおり指導する。

ア 月 451持IUJを超える|時|日I外労働が誌められた場

合については、別添の4の (2)のアの措置を講ず
るよう指導する。併せて、過重労働による健康障

需防止の観点から、|時 IUJ外労働の削減等につ
いて指導を行う。

イ 月 100時間を超える時間外労働が認めはiた
場合又は2か月|はないし6か月山の1か月、 'l均

の時間タ労働が 80時間を超えξと認められた場
台については、上記アの指導に加え、別添の4

の (2 )のイの品世を速やかに講ずるよう指導す

る。

ウ 限度思準に適合していない 36協定がある場合

であって、労働者代表かうも事情を聴取した結果、

限度基準等に適合していないことに関する労使
～事者間の検討が|分尽くされていな, lと認め

られたとき等については、協定締結当事者に対

しでも必要な指導を行う。

(3) 事業者が上記 (2)のイによる別添の4の (2)の
イのJ位置に係る指導に従わない場合については、

当該措置の対象となる労働者に関する作業環境、
労働時間、 j荒佼業の回数及び時間数、過去の健

康診断の結果等を提出させ、これらに基づき労

働衛生指導医の意見を聴くこととし、その;蛍北に

某つを、労働安全衛生法第 66条第4項に法づく

臨時の健康診断の実施を指不することを台め、

厳王な指導をfTう o

5 過重労働による業務上の疾病が発生した

場合の再発防止対策等

(1)過重労働による業務上の疾病を発生させた
事業場に対する再発防止の徹底の指導

過重労働による業務上の浜病を発生させた事業
場については、日I j添の4の (2)のウの措置を行うよ

う指導する。

(2)司法処分を含めた厳正な対処

過重労働による業務上の疾病を発生させた事業

場であって労働基準関係法令違反が認約うれるも

のについては、口l法処分を含めて厳iTに対処する。

別添
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過重労働による健康障害を防止する

ため事業者が講ずべき措置等

趣旨

近年の医J、'i'~)f究等を踏まえ、平成 13 年 12 月 12 

H付け基充第 1063号「脳血管疾患及び虚血刊心

疾患等(負傷に起肉するをのを除く。)の認定基準

についてJ(以卜「新認定法準」という。 )により、脳・

心臓疾患の労災認定基準を改正し、脳・心臓疾患

の発症に影響を及ぼす業務による明らかな過重負

荷として、これまで発症前1週間以内を中心、とする発

症に近接した11寺期における負荷を重倒してきたとこ

ろを、長期間にわたる疲労の蓄積についても業務

による明らかな過重負荷として考慮するとととした。

この新認定基準の考え方の基礎となった際学的検

討結以によると、長期間にわたる長時間労働やそ

れによる時眠不足に由来する波労の帯績が血!土

の|昇などを恒じさせ、その結果、血管病変等をそ

の肉然経過を超えて著しく増悪させるとの飼lJ.かL
般労の持績をもたらす艮も重要な要凶と考えられる

労働11寺IUJの評価のR安が:!J:..のとおり不された。

(1) 発症前lか月間ないし6か月間にわたって1か

月3たりおおむね 45時間を超える時間外労働が

認められない場合は、業務と充痕との団連'1'1が

~J~いと判断されるが、おおむね45 時間を超えて

時間外労働時間が長くなるほど、業務と発症との

悶連刊が徐々に強まるものと判断されること

(2) 発症前lか月間に主おむね 100時間を超える

時間外労働が認められる場台又は発症前2か月

|はないし6か月 IUJにわたって1か月当たりおおむ

ね却時間を超える時間少労働が認めろれる場合

は、業務と発症との関連性が昔、いと判断されξ三

と
この考え )j に基っき、過重労働による労働者の

健康障害を防止すξ三とをい的として、以卜のとお

り事業者が講ずべきHli情等を定めたをのである。

2 時間外労働の削減

(1) 1噂|自l外労働は本来臨時的な場合に行われる

もので変ること、また、時間外労働(1週間当たり

401時山を超えて行わせる労働をL追う。以下|司じ。 )

が刀 45時間を超えて長くなるほど、業務と月日・心

臓疾忠の発症との関連性が強まると判断される

ことを踏まえ、事業者は、労働基準法第 36条に

基づく協定(以下 r36協定」という。)の締結に当

たっては、労働者の過半数で組織する労働組台

又は労働者の過半数を代表する者とともにその

内脅が「労働基準法第 36条第l項の協定で定め

る労働時間の延長の限度等に関する法準J(平

成 10年労働省告示第 154号)(以下「限度基準」

という。)に適合したものとなるようにする。

また、 36協定において、限度長準第3条ただし

書に定める「特別な事情」がやじた場合に限度|時

間を超える 定の時間まで労働時間を延長する

ことができる旨を定めているなど月 45 時間を超え

て11寺山l外労働を行わせることが可能である場合

についても、事業者は、実際の時間少労働を刀

45時間以卜とするよう努めるものとする。

(2) 事業者は、|記1の (1)の越旨を踏まえ、 |時IUJ
少労働をけ 45 時間以下とすξょう適切な労働時

間管理に努めるものとする。

その際、 |時IUJ外労働が月 451時|自l以下の場合

においても、健炭に悪影響を及ぼすことのない

ように時間外労働のさらなる短縮について配忘

するものとする。

また、事業者は、裁量労働制対象労働者及び

管瑚・斡督者についても、健康倖保のための責

務があることなどにも十分留意し、過重労働とな

らないよう努めるものとする。

(3)事業者は、平成 13年4月6口付け長発第 339

号「労働時|自lの適正なJ巴握のために使川者が講

ずべき措置に関する基準について」に基づき、

労働時間の〕歯止な担保を行うモのとする。

3 年;欠有給休暇の取得促進

事業斉は、各種助成制度の活用などにより、年

次有給休暇の取得しやすい職場環境づくり及び具

体的な年次イJ給休暇の取得促進を図る毛のとする。

4 労働者の健康管理に係る措置の徹底

(1)健康診断の実施等の徹底
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事業者は、労働安全衛乍法第 66条第1羽の健康

診断、同法第66 条の4の健炭診断*～県についての

医晴カもの,ê~見聴取、同法第66 条の5 0:健康診断

実施後の拍i胃、 |司法第66条の7の保健指特等を確

実に実施する。

特に、深伐業を含む業務に常時従事する労働者

に対しては、労働安全衛恒規則第 45 条に基づき、

6月以内ごとに 1回、定期に、特定業務従事者の健

康診断を実施しなければならないととに情dEするも

のとする。

また、深夜業に従事する労働者の健康管理に資

するための白発的健康診断受診支媛助成金制度

や 定の健康診断r~ Flについて異常の所見があ

る労働者に対する二次健炭診断等給付制度の活

用につき、事業者は労働者にI~J知するとともに、労

働者からこれらの健康診断の結果の提出があった

ときには、事業者は、これらの健康診断についても

その結束に法づく事後措置を講ずる必要があるこ

とについて留意するものとする。

さらに、事業者は、労働安全衛生法第 69 条によ

る労働者の健康保持増進を|刈るための措置の継続

的かつ計画的な実施に努めるものとする。

(2)産業医等による助言指導等

ア 月 45時間を超える時間外労働をさせた場合に

ついては、事業者は、当該労働をした労働者に

閣する作業環境、労働時問、深夜業の回数及び

時間数、過去の健康診断の結果等に関する情

報を、産業i'A(産業医を選任する義務のない事

業坊にあっては、地域産業保健センター事業に

よ:1附録されている医師等の産業医として退任さ

れる公判を備えた院自 io) (以下「産業院等」とい

う。)に提供し、事業場における健康管理につい

て虚業医等による助再指導を受けるモのとする。

イ 月 10日時IUJを超え引時 IUJ外労働を行わせた場

合又は2か月間ないし 6月間の 1か月平均の時

間外労働を 80時間を超えて行わせた場台につい

ては、業務排出・心j出疾患の充府との関連刊が強

いと判断されることから、事業者は、上記アの措

置に加えて、作業域境、労働時間、深従業の回

数及び|時山数、 i且ぷ江健康診断の結果等の当

該労働をした労働者に関する情報を産業医等に

提供し、当校労働を行った労働者に産業区等の

面接による保健指導を受けさせる毛のとする。ま

た、虚業医等が必要と認める場台にあっては虚

業俣等が必必と認める羽円について健康診断を

受診させ、その結米に基っき、当該産業医等の

彦見を聴き、必要な事後措置を行うものとする。

ウ 過重労働によるた務|江疾病を充やさせた場

合には、事業者は、産業医等の助百を受け、又

は必要に応じて労働尚生コンサルタントの活用を

図りながら、次のと才式)原因の究明及び再発防止

の徹底を図るものとする。

(ア)原凶の究明

労働|時山及び勤務の不規則刊、拘束|持 IUJの
状況、出張業務の状況、交替制勤務・深夜勤務

の状況、作業農境の状況、粘神的緊張を伴う勤

務の状況等について、多角的に原因の究明を行

うこと。

(イ)再発防止

|記(ア)の結果に基づき、再発防止対策を樹

立すること。

別紙2

基発第0212001 号の2
平成 14年 2月 12日

(別記関係団体、事業者団体の長)殿

厚生労働省労働基準局長

過重労働による健康障害防止の

ための総合対策について

労働基準行政の運営につきましでは、 tjt白から

格別の御協力を賜り厚く御礼申し上げます。

さて、乙の度、平成 13年 12月 12日付け法発第

1063号「脳血管疾砦及び虚血性心疾患等(負闘に

起閃する毛のを除く。)の認定基準について」により、

脳・心臓疾1:L¥の労災認定暴慌を改止し、波労の帯

積をもたらす長期 I~J の過重業務も、業務による明

らかな過重負仰として新たに考!告、すξ こととしたとこ

ろです。業務による脳・心臓疾忠の発症の防止の

ためには、疲労Inl1主のための十分な睡似|持|山又は

休息時間が確保できないような過重労働を排除す

62 安全センタ情報2 0 0 5 年 1.2月号



るとともに、疲労が蓄積すξおそれのある場合の健

成管理対策の強化、過重労働による業務上災告が

発生した場合の再発防止措置の徹底が必要であり

ます。

このため、従;.kからの労働者の健康確保のため

の措置に加えて、過重労働による健康障害防止の

ための総合対策を別紙のとおり定めたところです。

つきましては、貴阿休におかれましでも、本総合

対策の趣旨を御理解いただき、ニミHその他関係事

業場に対し、本総合対策の周知とともに、本総合対

策にうち事業者が講ずべき措置の実施の指導につ

き特段の御配慮を財りますようお願いいたします。

別記関係団体、事業者団体

保才)建設業振興民全/(財)石炭エネJLギーセンター/

(社)セメント協会/ (社) tJ本洗浄協会/(社)ビール協

会パ干十)ブレストレストコンクリート建設業協会パ干十)

プレハブ建築協会/(社)建築業協会/(社)信託協会/

(社)桁命保険協会パ社)全圃クレーン建設業協会/

(約全国火菜類保安b会/(朴)全国警備業約J会/(干十)

全同建設業協会/(社)全同建設専門L事業団体連

合会/ (主υ全圃建築コンケリートフロッケ一仁業会/ ( 1 '上)

全国乗用肉動車連合会/(社)全国地) j銀行協会/

(社)全|玉|中小建設業協会/(社)全国中小建築上事

業団体連合会/(社)全国都市清掃会議/(礼)全H本

トラック協会/(社)全円本鍛造協会/(干十)大円本水

産宣会パ社)電信電話」二業協会パ社)日本ガス協会/

(社) t I本ゴルフ場事業協会/ (社) t I本ベアリング一仁

業会/(干十)円本海洋開発建設協会/(干十)円本機械工

業i望台会/(社)日本強靭鋳鉄協会/(社)日本橋梁建

設協会/(社)tI本金属ブレス一仁業協会/(社)t I本空

調衛生工事業協会/ (干十)円本建設業経営↑品会/ (干十)

日本建設業団体連台会/(社)日本建設躯体L事業

凶体連合会/ (十上) t I本建設大て一仁事業協会/ (礼) t I
本治運協会/(朴)円本左官業組合連合会/(干分円本

砂利協会/(社)日本砕石協会/(社)日本夜外企業協

会/(中1)tI本産業機械一仁業会/tI本証券業協釘(礼)

円本石綿協会/(干十)円本船主協会/(牡)円本i畳間建

設業協会/(社)日本造園組台i!台会パ社)日本造船

一仁業会/ (船H本中小型造船一仁業会/(社)tI本鉄鋼

連盟古(朴)円本鉄道建設業協会/(杓円本電気工業

会/ (礼) t I本j占訟でうた協会/ (社) t I本屯) )建設業協

釘(朴)円本塗装工業会/(財)21世紀職業財同(財)
勤労者IJフレッシュ事業振興財団/(財)同年齢者雇

川闘光協会/(財)産業院学振興財団/Q財)中小企業

労働福祉協会/(計)全国労働I衛生同体連合会/(干十)

全同労働保険事務組台/(社)日本医師会/(社)日本

作業環境担u定協会/ (社) t I本人材派遣協会/ ( t J ) tI
本保安用品協会/(干十)円本労働安全衛生コLサル

タント会/建設業労働災害防止協会/鉱業労働災害

防止協会/港湾貨物運送事業労働災需防止協会/

'1'央労働災当防止協会/働く人￠健戚つくり協会爪~

上貨物運送事業労働災害防止協会/林業・木材製

造業労働災需防止協会/労働福祉事業凶パ社)全

国労働基準関係悶体連合会/全国社会保険労務上

会連台会/(社)日本土木L業協会/(社)日本道協建

設業協会/(十上)tI本鳶一仁業連合会/(t上)tI本理1l¥7:波
諜協会/(干十)円本民営鉄道協会/(朴)円本氏開放送

連盟/せんい強化セメント板協会/外航労務協会/紙・

パルプ経岳者懇談会/自動車産業経営者連開/政

府関係特殊法人連絡協議会/石油化学工業協会/

石油業経常者懇談会/石油連盟/全同ビルメLテナ

ンス協会/全国管一仁事業協同組合連合会/全国基

礎工業協同組合連合会/全国建設業協同組合連合

会/全|玉|紙26上業組台連台会/全l:li l森林組台連台

会/全国中コンクリート一仁業組合連合会/全国素材

生産業協同組合連合会/全国段ボール工業組合連

台会/全|司中小企業団体中央会/全同通運協会/全

国農業協同組合連合会/全圃木材組合連合会/全

円本紙製品工業組合/損告保険経営者懇談会/通

信上業連盟/電気事業連台会/電線上業経常者連

問/都市銀行懇話会/束尽商一仁会議所/tI本アンモ

ニア協会/円本ゴム工業会/円本ソーダ工業会/円本

ダンボールi業会/日本チェーンストア協会/ 0本化
学一仁業協会/tI本化学繊維協会/tI本火薬一仁業会/

円本経営者岡休連盟/ R本鉱業協会/円本鋼橋梁

塗装専門会/ 0木口動車上業会/日本商上会議所/

H本醤油協会/ t I本伸車中l協会/tI本新出協会/臼本

生活協同組合連合会/円本製糸協会/円本鉄道車

刺i業会/日本百貨同協会/日本紡績協会/日本麻

紡績協会/tI本羊毛紡績会 国
安全センタ情報2005年 1.2月号 63



全労働省労働組合の見解

今後の労働安全衛生対策の在り方に係る検討会報告書に対する考え方
2004年10月29日
全労働省労働組合

本年8月にとりまとめられた「今後の労働安全衛 
生対策の在り方に係る検討会報告書」(以下、報告 
書)は、労働災害の重篤化など今日の労働安全衛 
生をめぐる諸変化をとらえた上で、浮き彫りになった 
課題の解決にむけた多様な措置を提言している。 
これらの中には賛同できる部分も少なくないが、い 
ぐ3かの部分で問題点や不十分さを指摘しなければ 
ならない。
今後、報告書が提言した措置の一部は、次期通 

常国会に提出される関連法案に盛り込まれる予定 
となっており、今後の幅広い議論を期待する立場か 
ら、以下に全労働の考え方を明らかにする。
1製造業等における重層的請負関係下での
安全衛生確保対策
報告書は、製造業等で業務請負等のアウトソー 

シングが急速に進み、同一現場で多様な雇用•就 
業形態等の労働者が混在して作業することによる 
危険の増大や各事業者(元請事業者、請負事業者) 
の安全管理責任の暖味化など、憂慮すべき事態が 
広がっていることを指摘している。
事実、製造業等での「業務請負」の広がりは急激 

である(注1)。この間のリストラの進行を通じて急速 
に広がった「業務請負」という労働力の調達方式は、 
事業主にとって使用者としての責任を一切負わず、 
コスト的にも安く、必要に応じて簡単に量的調整の 
できる、きわめて使い勝手の良いシステムと言える。
一方、その労働条件を見ると、ほとんどが不安定 

な有期契約(多くは1か月から6か月の雇用契約の

更新)で、勤務場所も頻繁に変更されることが多い。 
また、賃金額は日給8000円前後が多く、しかも急増 
する業務請負業者間の過当競争で下落が続いて 
いる(注2、3)。安全衛生管理の面では、多くの業務 
請負事業者において、安全衛生管理体制が確立 
しておらず、営業活動を担当する社員(労働者)が、 
採用•配置•勤怠管理から発注者(元請)との連絡• 
調整までをほとんど1人で担っている。従って、業務 
請負事業者には、作業の危険性、有害性の認識が 
ほとんどないのが一般的であって、自ら安全衛生に 
関する管理や教育を施しようもない。他面、「業務請 
負」として入場した労働者に対しては、労働者派遣法 
上、元請事業者から指揮命令することはできない「建 
前」であって、労働者は、元請事業者と下請事業者 
の安全衛生管理の「エアポケット」に置かれている 
のである。
報告書は、①元方事業者による安全衛生対策の 

連絡調整、②注文者による施設•設備の危険•有害 
情報の提供、③注文者による施設•設備に関する 
危害防止措置の確保等を提言しているが、ガイドラ 
インの作成などの措置を念頭に置いているのであ 
ればきわめて不十分な対応策である。
製造業等と同様に重層的請負関係が見られる建 

設業等に適用されている、元方事業者による統括 
管理義務(労働安全衛生法第30条)や、注文者に 
よる下請事業者の労働者に使用させる設備等の労 
働災害防止のための措置義務(同法第31条等)を 
適用し(注4)、その具体的措置を政省令で相応しく 
規定するなどなど、実効ある規制が必要である。
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(1土1) 厚乍労働省刀T、昨年、全国の公共職業安定

所の求人をサンプル調会fしたところ、求人数の

28.1 %(平均)が「業務請負」で、大都市部ほど

高率であった。

(注 2) 戸室健作『電機宝業に主卦する構内請負労働

の実態J(20例年5月22口、社会政策宇会第

1仁日|門!大会報告)

(注 3) 円本経済新聞 (2日04 年 3月 2F1村)は、「人

材各社、低賃金で攻勢」とし、労働者をどれだ

け安く供給するかのダンヒ。ング競争が起きてい

るとHitl布している。

(it4) 労働安全衛生法第筑)条及び関係規則は、

建設業等の元方事業者に対して、①協議紺織

の設置及び運営、(②作業問の連絡及び調整、

③作業場所の巡視、④関係詰負人が行う安全

衛桁教育に対する指蒋・援助、⑤作業て科に

関する計l向I及び設備等の配置計|向Iの作成、

⑧関係請負人が講ずべき措置への指導等を

義務づけている。また、 |司31条及び悶係規則

は、建設業等の仕事を自らfTう注文者に対し

て、関係詰負人に使用させる設備等カえ関係

法令が定める基準に適合したものとすべきこ

とを義務つけている。

2 r現場力」の回復・向上のための措置

半日白書は、合理化に付随して産業施設に精通し

た者が減少し、安全衛生確保に必要な知識や技術

等のノウハウが次世代に円滑に伝承されず、「現場

力J(現場における人材力)の低下につながってい

るとしているが、重要な指摘である。

この山のリストラは、専ら人｛'["哉の削減をねらっ

てベテラン労働者(常用雇用)の多くを排除し、使い

勝手よく安価な労働力としての「業務請負」などで火

型めしてきた。

報告書は、こうした状況を深刻に受け止めた上で、

「倒人の経験や能力のみに依拠せずー組織として

ー安全保v下水準の段階的なInJ Iを図る仕組みの

活用を圏ることが必要である」とし、労働安全衛生マ

ネジメン卜システム(以ド、マネジメントシステム)の

普及促進を提唱する。しかし、長年にわたって培わ

れてきた「現場力」かマネジメントシステムによって相

応しく代替し得 ξと考えるのはあまりに安直ではない

か。安全衛生に関する号富な知識と経験を積んだ

人材の流I引を止めるとともに、中長期の人材育成

プランを着実に実行し、その|で、マネンメントシス

テムを導入していくことが「現場力」を回復・向上させ

る儲かな道筋であると考える。

3 安全管理者、衛生管理者等の選任要件の

見直し

報告書は、従来、学歴と実務経験のみで選任さ

れてきた安全管理者に対して一定の実務能力を担

｛果させるととを提青しているが、「現場力」の向上に

相応しい対策であり賛同できる。

他 )j 、報告書は衛生管理者の選任に闘し、「イ l告

業務がない業種等について、事業場に直技雇用さ

れていない者であっても、一定の条f'1の下、衛中管

理者等として選任できる仕組みが必要である」とす

るが、「現場力」の向上に逆行するものではないか。

確かに、今 Hの衛l'管理者試験は合格率が低く、

受験場所・回数も限定されていξことから(注5) 、'1'
小企業にとっては資十存者の確保が閃難となってお

り、使JIJ者サイドからこうした叫望が出される事情も

理解できる。ならば改善すべき )j 向は、実務とかけ

離れ過度に高度イじした試験内容の見直しヰ受験機

会の確保であって、選任決刊の緩和ではないはず

でま>る。「現場力」の向上とそれを支援する外部資源

の活用は、明停に区別すべきである。

また、報告書は企業の分社化等の進行をとらえ

た上で、 今定の条件の下、「企業グループ内の事業

場の安全管問者等が、企業グループ|人jの他の事

業場における安全街中管理を併せて実施すること

が可能となる仕組みが必要である」とするが、企業

ゲ JLープ|付の実↑剖こ即して従来の使用者(事業主)

概念を相応しく拡長し(例えば、みなし事業者規定の

新設)、そこに労働安全衛生法を適用することで、

とうした措置を可能にしていくべきである。

(注目街中管理者試験の毎年度の合格率は、第

l 種で 4C 沼代、第2種で 50～60%代となってお

り(砲数受験を含む)、初回受験斉の台栴率は

1 0 %代' "2 0 %代と言われている。また、受験

場所及び回数は、全国 7箇所の安全衛生技術
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|会労働省労働組合の果解 E

センター所在地でそれぞ、れ年 14~301nl程度

と特別山張試験(安全衛生技術センター所配

地以外の都県(全|玉 110筒所程度))による年l
Inl科度に限られている(悶東地灰では特別出

張試験を除き下長県市原巾でしか受験できな

い)。

4 マネジメントシステムの普及促進のためのイ

ンセンティブ措置

報告書は、マネジメントシステムの普及促進のた

めのインセ:ティブ措置が必要で去るとし、 工( l機械等

の設置、移転に関する芹|画届の事前チ工ツクを免除

する等のJ首肯、③労災保険の特例メリット制を適川

する等の措置、③企業名の顕彰、マネジメントシス

テムの催立を表す標章使用の許容等の措置を提

口ヲ官。

しかしなが弘①で古う事前チェックは、iTに日律

的な安全衛生管理体制が機能しているかをチ工、ソケ

する毛のであり、①のJ位置は、こうした意義をほり違

えた本ボ転倒の毛ので主るし、②や③の措置がマネ

ジメントシステム普及のイシセンテイブとなるとは考え

にくく、むしろ、③は横行する「労災かくし」の「インセ

ンティブ」となることとを懸念する。

また、こうした議論は、マネジメントシステムの普汝

促進自体を自己円的化してはいないだろうか。マネ

ジメントシステムが安全衛生確保に買に寄守するも

のであるなら、その理解を)ムげ深めるべきであって、

経済的なメリット等に触充された導入は結局、外形

的なものに止まり、五効を伴わない。マネジメントシ

ステムは、あらゆる職場の労働災害防止や職業性

疾病予防に役すつ「万能薬」などではないことを銘

認すべきである。

5 企業活動における社会的責任 (CSR)

報告書は、企業活動におItる社会的責任 (CSR)

が厳しく問われている三とを指摘した上で、「労働者

の働き方等に十分な考慮を行い、かけがえのない

個性や応力を活かせるようにしていくことは『公出と

しての企業』にとって、本来的な責務である」と述べ、

C S Rにおいて、労働者の安全衛十対策を考慮する

ことの重要性を強調している。

C S RがSRl(社会的長任投資)郁子びかける運動

に端を発していることにてらすなら、多くの '1'小企業
に対してどれだけの効果を持つのか懐疑的な而は

あるものの、報告書の指摘は重止主であり、基本的

に賛同し得る。

今後、 C S Rの観点かう多くの企業が実効ある安

全衛乍確保対策を講じていくためには、厚十労働省

が、安全衛生分野での C S Rの具体化を図り、明確

な「民権」として指し示すととが求められてて才灯、そ

のことは今Hの労働行政の「社会的責行」と言える

(注 o) 。
(it6) 本年6月 2S日にとりまと抗うれた「労働にお

けるC S Rのあり方に悶すと研究会J(厚中労働

省)のr'l'問報告書」は、「労働に閣する CSR推

進における|玉|の役割」にふれ、 rCSRを推進す

る主体は企業であり、企業が自主的に社会的

責任を県たすべく取組みをfTうものである。ま

た、 C S Rを構成する諸要素のう弘どれを重点

的に実行するかは、社会で求められているも

のを勘案しながら、企業が決定していくJr国が

施策を講じるに～たっては、企業の白発性や

多様刊を尊重する必叫がまる。こうした観点か

らすると、例えば労働 f:: ;fうける CSR規格を回

が策定・認証するような施策を講じるととは閃

難」などと述べている。

6 安全衛生確保にむけた労働者の役割

報告書は、労働災需の防止等をはかる労働者の

役別にふれ、労働災自の危険を予知しやすい立場

にあるとして、その安全志識を高め、主体的かつ積

極的に労働災需の防止活動に参加することが望ま

れると指摘する。

安全衛生の倖保に関する労働斉の役割は重要

であるが、｛吏川者に従属し、その指J軍命令に服さな

ければならないその立場を見失うなら、解決すべき

問題を覆い隠ずととになりかねない。

今H、労働者の多くは有期展川の下にあり、常

に雇止詑の不安にさらされているのであって、使用

者に異議を唱えるととすら難しい。また、成果主義

の人事管理が強まり、何よりも優先して成果を求め

る風潮が広がっており、労働者は肉ら労働災当の
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危険を認識しつつも不安全行動を行わざるを得な 
い状況に追い込まれている。また、そもそも雇用の 
不安定化(使い勝手のよい雇用の拡大)を推し進め 
る多くの使用者に、安全衛生活動の主体として労働 
者を位置づける意思があるのかどうかも疑わしい。 
こうした実情を看過する議論には全く同調できない。
7安全■衛生委員会活動の活性化
報告書は、労使が協力し安全衛生問題を調査審 

議する場である安全•衛生委員会の活性化を求め 
ているが、重要な指摘である。今日の安全•衛生委 
員会の活動が、経営トップの安全衛生問題への無 
関心等を反映し、マンネリ化し、形骸化していること

は否めない。報告書は、こうした事態の打開をはか 
るため、「委員の選出、審議事項、決定事項の扱い 
方等委員会全体の見直しが必要である」としている 
が、マンネリ化等の要因として、限られた委員による 
審議内容が多くの事業場で公開されていないため、 
委員以外の労働者の関心を惹くものとなっていない 
ことを見逃してはならない。従って、毎回(毎月1回 
以上)の議事録の公開、全ての労働者からの意見 
申出制度の導入などを進めることで、事業場の労働 
者全体の関心を高め、委員会活動の活性化に結
びつけていくことが重要である。

以上

労働行政の「民間関放Jをどうみるか
2004年10月29日
全労働省労働組合

近年、公的サービスの「民間開放」を進める動き 
が急速に広がっている。

「官から民へ」「公務の市場化」と形容されるこの 
動きは、これまで行政機関=［官］が担ってきた様々 
な公的サービスを民間企業=［民］に行わせようとい 
うものであり、労働行政の分野でも職業紹介や労働 
保険等がその検討対象とされている。
本稿は、労働者の権利保障等を担う労働行政の 

諸分野が、はたして「民間開放」になじむのか、労働 
者の権利保障や必要なサービスの後退が生じない 
か等を考察するものであり、あるべき労働行政をめ 
ざす真摯な議論の一助となることを願うものである。
1「民間開放」とは何か
(1)公的サービスの「民間開放」の動向
政府は、「規制改革」が日本経済の再生にとって 

不可欠であると位置づけ、そのためには公的サー 
ビスのr民間開放」を本格的に進める必要があると 
し、内閣総理大臣の諮問機関として民間人(企業経 
営者)主体の「規制改革•民間開放推進会議」(以下、 
推進会議)を4月に発足させた。
推進会議は、この間、「市場化テスト」や数値目標 

の設定等、「民間開放」を推進するための横断的手 
法の制度設計を進めるとともに、8月3日に発表し 
た「中間とりまとめ」では、①民間開放推進の横断的 
手法とする「市場化テスト」、②官業の民間開放の推 
進、③主要官製市場(医療、介護、教育)の改革の 
推進、という三つの方向を通じて「民間開放」を大幅 
に拡大するとしている(注1参照)。このうち、「市場 
化テスト」は「官民競争入札制度」とも言われ、公約 
サービスと同種のサービスを提供する民間企業が 
存在する場合、官と民とで競争入札を実施し、価格
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等の由で優れた主のが孫札する制度で、イギリス、

オーストラリア、オランダなどで実施しているとされて

いる。

抑進会議は、 2005 年度の「モデル事業」の実施

にむけて、民間企業からの提案公募等にもとっき、

対象事業を選定するとともに、その具体的内容につ

いて年末までに決定すξとしている。なお、この「市

場化テスト」は、 (注1)に示した「民間関欣」のタイフ。

の中では、主に [TYPE3lに関する千j去と再える。

(2)労働行政の「民間開放」の動向

推進会議の前身であξ総合規制改革会議は、「ハ

ローワークに関する改革」と称して公共職業安定所

について、業務の民I~J委託の拡大、公設民営方式

の導入などを主張してきたが、推進会議の r'1'聞と

りまとめ」では、これらの動きをさらに加速化させる

方 rnjを不した。また、作進会議が 10月 12tJに充表

した「年末の答申に向けた進め) j及び基本)j主1Jで
は、「市場化テストJO:モデル対象事業に「ハローワー

ケ」を名指ししている。

)j、総合規制改革会議が強硬に求めた労災保

険の「民間開放」については、「社会保険の民間開

放此進」等を契機に、再び活発化する危険刊があ

る。

2 公約サービスの「民間開放」を見る視点

多くの公的サービスは、国民の権利保障に直接

>くは間後に関わるものであるから、とれまでその責

務を有す針子政(機関)が公的サービスの実施主体

となってきた。

しかし、近年の財政危機に似された行政スリム化

の方策として、また新たな氏 IUJ需公(ビジネスチャン

アJをつくり出す)j策(加えて金融機関に過剰に蓄積

された資余の活用策)として、公的サービスの「民間

閣放」を加速する動きが強まっている。

こうした動きは、はたして国民生活を宍に警かな

ものにしていくだろうか。

「民山閣放」の適百は、多様な公約サービスの円

的、内得、性格等にてらして考察されるべきであり、

その際、次の視点を重視すべきであると考える。

[視点 1] 人権保障を担う国(あるいは地方自治

体)の責任放棄にならないか

公的サービスを「民間開放」することになれば、当

該サービスは民品市' f : : ; tによって提供される商品と位

置づけられる。この商品を瞬人できるかどうかは、

購入者の資力等の経治台理性によって決まり、も

はや半等に扱われるべきド 1]:(の権利とは百えない。

とくに、当該サービスが人権保障に直接関わるも

のである場台には、貧富や地域による人枠保障の

栴差を認6とることになり、「民間開放」は基本的人権

を保附すべき圃(去るしヰ立地方向治体)の責任の欣

棄あるいは後退を志叫ょするととになる。

また、公約サービスの提供主体の変史(行政機関

→民間企業)は、サービス五施過料での行政責任

を免責すξとともに、議会(あるいは国民)による民

主的コントロール(監視と少数意見の反映)を州難

にする(民間企業の事業には国政調合権へ叶百報公

開請求特等が及ばない)。

[視点2] 公的サービスに求められる「公共性」

を変質させないか

多様な公的サービスには、それそ、れに求められ

る「公共件」がある。公j f件、中I r .件、安定件、専門

性等はその例であり、「民間開放」を論ずるにあたっ

ても、これらが貞撃に辺求されなければならない。

もとより、公的サービスに求められる「公共性」は、

それぞれにその内容や強弱に違いが認められるが、

これらが大きく失われることになれば、「民間開放」

は公的サービスの変質を;賞味することになる。例え

ば、公的サービスが「社会のセーフテイネ、ソト」として

の性栴を強く持っている場合、「民間開放」がその性

格と機能をJよわせるなら、国民¢安全安心をそ宇L入
大きな社会不安を広げることになる。

[視点3] 公的サービスを担う民間企業は効率

的か

「官から民へ」と称される「民間開放」は、その前提

に「官は非効率、民は効率」という「評価」があるが、

この前提がまず検証されなければな巴ない。その際、

一つの公的サービスが他の様々な施策と一体的に

運営されている場合には、そ江行政運営全体の効
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率刊をとら戸」た評伺が重叫となる。また、公約サービ

スが定型. )ぇ復白Jな内界であるのか、逆に時々の

政策判断を迅速に反映させなければならない内容

であξのかの検証も重注であり、後者の「氏 IUJ闘放」

は業務の非効率化をまねき、行政目的の達成を困

難にする懸念がある。

な手五「民IUJ開放」によるコストのI目減については、

羽にコスト・アップとなった事例や、「民間開放」を仮

定すると而コストになる場台も報得されている(同土

交通省地方整備局による委託事業の事例や厚桁

労働省による労災保険の「民営化」の試算(注2参

照)等)。

[視点4] 公的資金を使ったビシ帆ネスの拡大が財

政規律を失わせないか

公的サービスの「民 IUJ闘放」が、公的資金の投入

を前提とする場合、民間企業の側からさらなる資金

投入を求める!土力が強まり、構造的な「既符権訴」

となってしミく傾向がある。

これまでの公共事業は、政官財の癒着を生みだ

し、強い政治的圧力の 'rで、効率性あるいは同民

にとっての必l止'1"1を度外視した事業が増値され附け

てきたことを銘認しなければならない。

「民間開放」の動きは、財政危機打開の方策とし

て｛ , ;世づけられてLぬが、こうした「構図」の中で財

政規律が火われるなら、むしろ財政危機を深刻化

させる可能性が向い。との視点はitlで示した

[TYPE3] で特に重視すべきである。

3 労働行政の「民間開放」の問題点

労働行政の「民 IUJ闘放」をめく、つては、版業紹介

と労働保険が '1'心出民E焦点となっているが、労災保

険の「民間開放」については、すでに「労災保険の

氏蛍化・民 IUJ閣放に閃する全労働の考え方J(2003
年l l H 17 F 1 )を明らカ斗ごして: J 3 IJ ,以下では職業紹

介を中心に前記の4つの視点から、「民間開放」の

問題点を論ずることにする。

[視点 1] 国が行う職業紹介事業は、人権を直

接保障する重要な手段

国が無料で行う職業紹介事業は、憲法が定3とる

勤労権、職業選択の白山等の基本的人権を直接

保障する重要な子段である。同様の趣旨カ沿定め

られた札ρ第 88号条約(職業安定組織の構成に関

する条約)も、基本的な職業紹介事業は国が直擁

fTうこととしておコ、職業安定法等はそれを受けた規

定を設けている。また、同第 181号条約(民間職業

仲介事業所に悶する条約)は、民営職業紹介事業

や労働者派遣事業等の運営を原則的に認める。

一方で、民間事業者による労働斉への椋々な権

利侵害を防ぐため、国による職業紹介事業の充実

を前提としている。このことは国がfTう職業紹介事

業が、年齢、貧富など求職者・求人者の属性にか

かわらず、誰でもが平Ij川できるセーフティネット土人

権保障として確立されなければならないことを意味

する。

さらに、 |百j第 88号条約第2条は、「職業安定組織

は、国の機関の指料監留の下にある職業安定組

織の全同的体系で構成される」と定め、利用者がど

こに居住していても職業紹介サービスの水準に格

差が生じてはならないこと、職業紹介事業は国全体

の労働力需給調整をjOう必要があるととを制度的

に担保するよう求めている。

こうした;意義をもった国の職業紹介事業は、単に

申込まれた求職・求人をマっチングさせオリま足りるも

のではなく、求職者の展川の安定や労働条1'1の碓
保、求人者の経営の安定等を十分に配慮した「適格

紹介」でなければならない。そのためには、求職者・

求人者の属flや実情を正確にJE握した|でのサー

ビス提供が求められる。時には人子や時問、経費

も要するが、とれは労働斉の勤労権保障等に直接

関わるものであり、国が自ら悶与を止めることは、

直ちに人権保障の責務を欣棄することを意味する。

[視点2] 公的職業紹介には高, ¥r公 共性」が求

められる

近年、人材ビジネス市場が急、速に拡大している。

ヘッドハンティングとも11子ばれる専門的・技術的版

業、基幹事務的職業等を対象とした分野に加えて、

今日では、派遣労働、請負労働、パートタイム労働

など、イ氏賃金で同期展 )11の労働者を対象とした分野

の拡大が著しい。
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後者の分野を対象としたビジネスのJ広大には、一

定水準以上の失業率が不可欠であるし、しかも近

年の業者聞の過ヨ競争が、賃金の|、法と雇用の不

安定化をますます進めている。こうした事態は『安定

した職業に就きたい」とLη 労働者の切実な願いと

は全く相容れず、今日、社会に深刻な生活不安、雇

111ィ、安を広げている。

国が行う職業紹介事業は、「適切な労働条件の

催保Jr雇用の安定の確保」等を旨としなければなら

ない。こうした「公共刊」は、急速に広がる人材ビジ

ネスが志向する )j向とは逆のベクトルを指し示すも

のであり、民間事業者による公的職業紹介の代行

は、版業紹介事業の公共'VIを大きく後退させる危険

性をもっている。

また、職業安定法第 2臼条は「中立の原則」を定め

ており、求人者、求職者に対して対等なす場でサー

ビスを提供することを義務づけている。さらに、 ILO

第五8号条約第 9条は、原則として「職業紹介組j織の

職員は 公務員でなければならなllJとし、職業紹

介事業における公正な立場からのサービスの提供
をJ口保するよう求めている。

公約職業紛介における職員の専門刊確保も重

要である。職業安定行政では、失業給付、雇用対

策(各種助成制度の運用等)、職業訓練、雇用対策

守:案など、幅広いた務の経験を通じて、労働行政の

幅広い専I"J知識をのする人材育成を図っている均主

民間企業に対し、職業紹介などの一部の業務を切

り離して一定期|自に、とに公募・入札する方法は、行

政の継続性を低下させ、幅広い分野の専 I"J性の習

j与を閃難にし、経験の浅い jD "J者が常に而い割合

で配肖されるという大きなりスケを負うことになる。

職業紹介事業の「民間開欣」を論ずるにあたって

は、公止性、中立性、専門性、労働者保護等の「公

共性」の確保が十分に検証されなければならない。

[視点3] 労働行政の総合的・ 体的運営によっ

て発揮される効率性

公共職業安定所に字卦する職業紹介業務では、労

働某千戸行政や雇用均等行政との連携強化がます

ます重咲となっている。近年、労働者派遣や業務請

負の求人が急増するもとで、不安定かっ劣、悪な労

働条f '1の求人が増え、その改書が強く求められて

いる(労働基準行政との連携)。また、雇用形態によ

る栴差の広がりが、家出責任を有する労働者が安

心して働くことを妨げており、その改喜が強く求めら

れている(雇用均等行政との連携)。

これまでも労働行政では、職業安定、労働法準、

雇川均等の=行政が緊密に連携をはかりながら、

各行政分野の様々な課題に対して効県的効率的

なアプローチを追求してきたが、職業紹介事業のみ

を切り離して民I~Jに委ねることは、労働行政全体の

非効率化をまねき、かえって今円の労働者が抱え

る重要な課題の解決を岡難にする。

また、職業安定行政の諸分野(職業紹介、展 111対

策、雇用保険など)をとらえた時、その総合的・ 休

的運尚も重要となる。一人Eとりの実伯に見合った

職業訓練の保障や、失業期|山中のや活を保障す

る失業給付は、いずれも効県的な求職活動を文え

る宅のであり、職業紹介と結びついてこそ成果をあ

げることができる。展 111政策の企画・¥ r .案も、版業

紹介を実際に運営する '1'で行い得るをのであり、統

計資料等を頼りに机上で行うだけでは、労働者や事

業主の実態を見失う。とりオユ付属 IIJ対策の¥ r :案・実

施には迅速性が求められるが、職業紹介事業のみ

を分離することは、有効な雇用対策の辰閣に重大

な支障をもたらしかねない。

な主、諸外国との比較で円本の公共職業安定所

の効率性を見ると、ドイツの公共職業安定機関には

H本の9倍(人H比)、「行革先進国」と言オれるイiギ

リスでさえ、円本の2.5倍(人口比)の職員がそれぞれ

配置されている三とが明らかとなっており(1 9 9 7 年、

全労働による実地調杏)、 H本の公共職業安定所

の効率性が際だっている。

[視点4] 職業紹介に関する民間委託事業に問

われる財政規律

東京都足立区が実施している、 A自民共同窓Uの

設聞による職業紹介事業(特灰事業)では、初年度

(15年度)に受託企業へ委託料としてがJl T ;j円が

支払われているが(初年度は 11 ~3 月、 16 年度の

委託料は約4千万円)、当校年度 (11 ~3 月)の実

績を見ると、受託企業(民間)の職業紹介により就職
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に結びついた件数はわずか4件に止まっている。 
このほか、当該受託企業にはこの委託料とは別に、 
初回登録時に5千円(カウンセリング料)、就職決定 
時に18万円(23歳未満)、6か月間定着時に18万 
円(自己就職•縁故就職等で可、23歳以上30歳未 
満では8万円)の報酬が支給され、事務所等も足立 
区から供与されている。

また、同じく民間委託事業として行われている長期 
失業者の就職支援事業(対象者は年間5000A)が、 
大都市圏を中心に16年4月から開始されているが、 
その委託料は総額71億円が予定されており、対象 
者の就職および職場定着の状況に応じて1人あた 
り最大60万円の報酬が支給されることになっている。

はたしてこれらの民間委託事業は、要した財政規 
模に見合った内容と成果を伴っていると言えるだろ 
うか。

すでに人材ビジネス業界からは、こうした民間委 
託事業の拡大を求める圧力が強まっているが、そ 
の実態を十分に検証しながら、非効率あるいは問 
題が発生した事業は即座に止める決断が求められ、 
これを怠るなら、業界に奉仕するだけの「公共事業」 
として膨脹していくおそれがある。

なお、人材ビジネス関係の三つの協会による「民 
間の活力と創意を活かした労働市場サービスに関 
する研究会」の提言(2002年3月)では、三和総合 
研究所の推計として公共職業安定所にかかる行政 
コストが紹介されている。これによれば、就職1件あ 
たりの経費は6万円と算定しており、既存の民間委 
託事業と比べてきわめて低コストであることがわか 
る。
(注1)公的サービスの「民間開放」の分類
公的サービスの「民間開放」の中にもいくつかの 

タイプがあり、それぞれに手法、影響等に違いがあ

る。
【TYPE1】これまで行政機関が行ってきた公的サー 

ビスについて、民間企業が自由に参入することを認 
めるタイプ。郵便事業の「改革」はその例で、その際、 
当該サービスを担ってきた行政機関を民営化し、従 
来の公約サービスを提供する「市場」で他の民間企 
業と競合関係がつくられるのが特徴。

【TYPE2】これまで行政機関が(あるいは公的制 
度を運用することで)行ってきた公的サービスを縮小 
ないし廃止するタイプ。これによって、従来のサービ 
スの水準を必要とする利用者(国民)を対象に、民 
間企業がサービスを提供する新たな「市場」ができ 
る。例えば、公的医療保険の範囲を縮小することで 
自由診療の範囲が拡大すれば、生命保険会社や 
損害保険会社が提供する新たな「民間保険」への需 
要が高まる。今日の混合診療の「全面解禁」を求め 
る動きはその土台づくりとみて取ることができる。

【TYPE3】まで行政機関が行ってきた公的サー 
ビスを民間企業に外注(アウトソーシング)するタイ 
プ。このとき競争入札などを行うことで、これを奪い 
合う新たな「市場」力きる。地方自治体などで広がっ 
ている公共施設管理や学校給食等の事業の外部 
委託化はその例。
(注2)自賠責保険と労災保険とのコスト比較
厚生労働省は、総合規制改革会議の指摘(労災 

保険を自賠責保険と同様の仕組みで民営化すべき 
との指摘)を受けて、自賠責保険における保険料に 
占める経費割合と労災保険におけるそれを比較し、 
それぞれ30%、5%程度であることを明らかにして 
いる(総合規制改革会議の厚生労働省ヒアリング説 
明資料)。

ft

賛助会員定期購読のお願い
全国安全センターの活動に御賛同いただき、ぜひ賛助会員として入会して下さい。
賛助会費は、個人•団体を問わず、年度会費で、1 1万円で1□以上です。「安全セン
ター惰報」の購読のみしたいという方には購読会員制度を用意しました。こちらも年度会費で、1部の場合は賛助 
会費と同じ年1 1万円です(総会での決議権はありません)。
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塩沢美代子「語りつぎたいこと一日本•アジアの片隅から」33

“英語のできない人の国際集会”
塩沢美代子

シンガポールへの招待状
1973年の春、私の郵便受けに、横文字の 

手紙がはいっていた。その頃は外国人とのつ 
きあいが全くなかった私は、“誤配だな、どうし 
たらいいかな”と思って宛先をよく見ると、私の 
名前が記されていた。おかしいなと思って差出 
人をみると、アジアキリスト教協議会(CCA)と 
なっており、住所は東京の早稲田にあるキリ 
スト教会館である。そういう団体の存在も知ら 
なかった私は、いぶかりながら封を切ると、5月 
下旬に、シンガポールで開催される、ピープル 
ズ•フォーラムという国際集会に、あなたを招 
待するという簡単な文面だった。1951年に5か 
月の渡米から帰って以来、22年間も全く英語 
に接することのなかった私にも、ここまではな 
んとか読めた。しかし同封されていた、この集 
会の趣旨らしい文書は、知らない単語が多く 
て、とても読めそうもない。英語の辞書を探そ 

うとして、持っていないことに気付いた。
昔アメリカでつかっていた辞書は、5か月で 

ボロボロになり、捨ててしまったまま、買ってな 
かったのである。日本の草の根を歩き廻る私 
に、英語の辞書など全く必要なかった。

アメリカで会ったガーラックさんやアルターさ 
んとは、ずっとつきあいたかったのだが、全蚕 
糸労連のきびしい仕事に戻ると、英語での文 
通など、到底できなかったのである。

どうしてこの集会の案内が私にきたのかと、 
差出人のサインを見て、ふと思い出した。
数か月前に、韓国で女子労働者の支援活 

動をしている、女性牧師が来日し、日本の労働 
事情について話をききたいというので、お会い 
した。そのとき私に依頼をし、日本語に通訳し 
て下さった韓国人のサインらしかった。

アジアでも国際集会は、英語で行われるか 
ら、私は参加できないことを、早く知らせなくて 
はと思った。国際団体でもオフィスが日本にあ 
るなら、日本人のスタッフがいるだろうと思って、
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気楽に電話をかけた。すると“ハロー"という戸

におどろき、慌てて電話を切ってしまった。 H
本語を話す人に代わってほしいというひとこと

さえ、英語ではいえなかったのである。

そのうちこの T今紙の発信人と、お会いする

ことになった。やはりあのときの韓同人だった。

そこで私は、ご案内をいただきましたが、私は

英語ができないので、残念ながら参加できませ

んといった。それに対して彼の発した言集が、

私の後半年を、全く思いがけない方向に導い

たのである。彼日く「今までキリスト教の国際集

会には、英語のできる人しか参加しませんでし

た。それで各国の民衆のおかれている状況が、

全くわかりませんでした。そこで今阿は、アジア

各同から、英語のできない人に集まってもらお

うと考えたのです。どの同でも民衆の問題に取

り組んでいる人たちは、英語などできません。

そういう人たちの交流の場にしたいとJAって、

準備しているのです」と。

それは私がイメージしていたキリスト教界に

おいて、あまりにも意外な発想で、“この人は

すご、い人物だ"と強烈な印象をもった。

この人の名前は、 1980 年代の終わりに韓

同の民主化がとげられるまでは、明かすことが

できなかった呉杭植(オウジェーシック)さんだっ

た。

英語のできない人の集会となれば、私はイj

資格者であり、オウさんの発想により、どんな

人たちが集まるのかに興味をそそられ、参加

することにした。

後からわかったことだが、 CCAはアジア・太

平洋地域の同際キリスト教団体で、明占研究

など、直接の宗教活動を行うだけでなく、キリ

スト教の精神にもとづき、各国でもっとも虐げ

られている人々に連帯し、人権を守る闘いを

ともにする部門があり、オウさんは、 1972 年

に、この部|刊lの主主に就任したのである。 CCA

の本部はシンガポールにあるのだが、この国

はたいへんな独裁国家で、思怨・信条や F言論

の白白はなく、海外との］宣伝もすべて検閲や

盗聴の対象となるので、この部門の活動はで

きない。そこでこの部門だけが、東京にオフィ

スをもっていた。スタッフはオウさんと、秘書に

カナダ人と H本人の火性がいるだけだった。

アジアの参加者の緊張感

シンガポールへのひとり旅で、機内のアナウ

ンスやスチュワーデスとの会話も全くききとれ

ず、入国審杏のカード記入には、買ったばか

りの英利・利英の辞占と汁っ引きだ、った。日本

人の海外旅行ブームの今 Hと違い、何もかも

英語ばかりだから、トイレにも辞芹を持つては

いった。

乗り換えのため着陸した香港では、針山の

ように林立するビルに向けて降下するのにハ

ラハラし、待合室て、異国情緒にひたったが、こ

の地がやがて私の“第 2の此郷"になるとは、

夢にも思わなかったのである。

集会がはじまって、日本から 3人の参加者

がいることを知った。そのひとりは、当時は作

家であり平和運動家として有名だった、小川実

氏だった。ときはベトナム戦争中で、小川さん

はベ平連(ベトナムに平和を、市民連合)の中

心人物だった。それまでキリスト教同体の集会

には、クリスチャンだけが参加していたが、オ

ウさんの発忽は異なっていた。民主主主主や平

卯を求めて活動している人は、 H的が同じなの

だから、仲間としてアジアの民主化を、ともに考

えたいと思って附待したのだそうだ。オウさんが
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東京に赴任したのは、この集会のl年前だが、

早くもH本の人脈を、よく調べていた。この集

会の前に同地で聞かれた、 CCAの青年会議

に参加していた若い女性が、私の通訳として呼

ばれていた。彼女が集会でのスピーチや討論

の要旨を伝えようとするのだが、私も彼女も報

告される活動の背景である、各国の状況を全

く知らないから、あまり聴きとることはできなかっ

た。

H本の状況や活動の報告は、私が全蚕糸

労連での経験、小川さんがベ平連の活動、ア

メリカ人'a教師による水俣病の取材映像と解

説があった。

私のスピーチは、同志社大d子神γ部の竹巾

I正夫教授が、通訳して下さった。日本の労使関

係や労組の体質にかかわる私の報告に関JL' 、
が集まったのは、すでに日本企業のアジア進

山が始まっていたからだ、ということを、私は後

から知ったのであるo

オウさんが芯図した“英語のできない、現場

の活動家"が参加したのは、韓国、香港と円本

だけで、後は民衆の問題に関心をもっ、大学

教授や弁護士や牧師だったo韓国からは、労

働問題にかかわった故に、逮捕厩をもっ牧師、

脊港からは、縫製労働者の若い女性と、スラ

ム住民の展境改善に活動する中年の男性が

きていた。このとき通訳をしていた青年が、後

に私の無ーの親友になるとは、 I41いもよらな

かったのである。

この会期中に、参加者の聞に、気になる噂

がささやかれたことがあった。シンガポールの

官憲が、会場のホテルに来て、この集会の参

加者名簿を提出させたという話だった。それは、

シンガポール人の若い女性が傍聴に来たか

らだという。

この集会の少し前に、現地のアメリカ企業の、

プラスチックの糸で何かを編む工場で、あまり

の労働強化に怒った女子労働者たちが、アメ

リカ大使館におしかけて抗議行動をしたことが

あったo現地の新聞には出りこみをしている少

女たちが、警A自にごぼう抜きにされている大き

な写真つきの記事があり、その切りぬきが参

加者に同覧されていた。傍聴に来ていた女性

は、その労働争議のオルガナイザーとみられ

ていたので、尾行されたのか、この集会に米た

のがわかったらしい。過激派の集会ならいざ

知らず、円本人の私たちは、参加を知られで

も全く気にならないが、他のアジア人にとって

は、不安の種だったらしい。後にアジア諸国を

訪れて、“労働者の人権"を UIこすることさえ司

されない状況を知り、あのときの参加者の心配

ぶりがわかったのである。

“大東亜共栄圏"に驚く

オウさんは私に、この集会の帰途にマレー

シア、タイ、香港、韓国を姐って帰るように計l山I
していた。ところが会期中は超多忙で、私の航

空券の干配どころではない。小出さんにその

話をすると、旅行社に連れていって、私のスケ

ジ、ユールに応じて、すべての航空券の子約を

すませて下さった。彼はすでに独裁政権下で、

民主化闘争をしている現地の人脈をつかんで

おり、前述の久性や、逮捕歴のある若者を訪

ねたりするさいも、荘、を連れていった。彼等は

シンガポール大学での学牛運動を経て、民主

化運動の活動家になったらしい。

小出さんには真夜'1'に賑う風俗常業地帯

や、オカマの集う有名な通りまで楽l人jしてもらっ

た。
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ビープルズ・フォーラム終了後、クアラルン

プール、ベナン、パンコック、香港、韓国のか

け足の旅は、通訳もつかなかったので、ほとん

ど話をきくことはできなかったのに、“百聞は

見に如かず"の諺通り、私に多大な影響を与

えた。

それまで日本の労働界のさまざまな課題に、

夢中になって取り組んできた私は、日本企業

がこんなにも海外進山していることを、全く知

らなかったのである。!¥ンコックの空港から市

内に向うパスから見える広告が、 H本の企業

ばかりなのにおどろいた。そのとき真っ先に思

い出したのは、戦争中にさんざんきかされた“大

東亜共栄圏"という百葉だった。“共栄"という

美名でごまかし、植民地拡大を凶指していたの

である。朝鮮半品と台湾はすでに植民地だっ

たから、その同の人々は日本軍として束 IYiアジ

ア侵略戦争に動員されていた。

私は敗戦によって、国内の民主化とともに、

偽りの“大東亜共栄岡"も消滅したものと思い

こんでいた。ところがこんなに円本企業が進出

しているということは、経済面での支配が行わ

れているのではないだろうか、という疑問が浮

んだ。私は戦後の日本を、半分しか見ていな

かったのではないか。外ではこんな状況なの

かとおどろいたのである。

初めての韓国訪問

最後に訪れた韓国では、円本語に通訳して

下さる方や、円本語で話して下さる方にお会い

できて、もっとも有志義な経験ができたo

そのひとつは、東 (トンギイル)紡績の労

働組合の訪問だった。従業只千人を越す大き

な会社の労組の委員長も、組合事務所に机

を悦べる執行委員も、すべて 20 代の火性なの

である。 H本と同じく、労働者の 8'1i U以上が矢

作だから、これは当然のことなのだが、 H本の

大子繊維会社の労働組合では、絶対に実現

できないことだった。私が全蚕糸労連で働いて

いたとき、こういう労組にしたいと思いながら、

その実現は不吋能と判断し、次善の策である

婦人懇談会活動に力を入れていたのである。

溌刺とした反面、しっかりした落ち着きを見せる、

頼もしい矢作役員の集う組合事務所で、私は

夢をみているのではないかとさえ思った。委員

長の案内では学させてもらった工場は、 H本

と同じようなものだった。労働条件は、円本の

泉州地区と同じようだ、ったのが、女性執 ti部が

誕生してから、労組結成後の阪木紡績と同じ

くらいに改善されたらしかった。

どうしてこんな夢のような労組ができたのか

は、この地の教会の超和順(チョーフアースン)

火性牧師の働きによるものだ、ったが、そのい

きさつは長い物語りなので、後に述べることに

しよう。

この執行部は私がはじめて訪れた前年

(1972 年)に誕牛したばかりだ、ったが、会社の

執効な弾圧に同しなかったため、 3年後には弓

話に絶するi長惨な暴力を受け、つぶされてし

まう運命にあり、私もその場にかかわることに

なるとは、このとき予想もしなかった。

またH本人と変わらない H本語で、私と会っ

て下さった朴州圭(パクヒョンギュウ)牧師に、

深い尊敬とともに親愛感をいだき、“いい方に

お会いできて幸いだった、今後もお会いしたい

な"と思ったのだが、その 1週間後に逮捕され

てしまったという知らせを、帰国してすぐ受けた。

この五が、軍事独裁政権による長きに及ぶ圧

政下で、民主化闘争の先頭に立ち、 6同の投

獄にもむるまず闘うことになる偉大な人物とは、

知らなかったのである o
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国際市民セミナー：化学物質汚染のない世界をめざして

国際市民セミナー
化学物質汚染のな〇 世界をめ乱て

EUの新Uバ匕学物質規制一REACH

2004年11月23日(火)、東京芸術劇場大会議室 
において、当研究会を含む実行委員会がナディア• 
ハヤマさん(グリーンピース•インターナショナル政 
策担当シニア•オフィサー)とローラン•ボーゲルさん 
(ヨーロッパ労連労働安全衛生部研究員［ボーゲル 
さんは2004年世界アスベスト東京会議に参加］)を 
講師とする「EUの新しい化学物質規制一 REACH」 
についてのセミナーを開催しました。
昨年、欧州連合(EU)の欧州委員会が提案した 

予防原則をベースどTる画期的な新化学物質規制 
REACHは、EU諸国だけでなく、世界各国の政府、 
産業界、環境NGO、労働団体等を巻き込んで大き 
な議論を呼び起こしました。このREACHは2004年 
6月に行われた欧州議会の選挙後に欧州議会で討 
議され、2005年以降に立法化されると言われてい 
ます。

REACHは欧州だけでなくこれからの世界中の化 
学物質管理のあり方を大きく変える内容を含んでい 
ます。それだけに、化学産業界や米国、日本政府 
などから猛烈な攻撃や抵抗にさらされています。
化学物質汚染のない世界を願う日本の環境団体 

(*)が人の健康と環境を守るというREACHの高い 
理念を評価し、その実現を支持するために結集して 
実行委員会を組織し、本セミナーを開催しました。
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セミナーでは、実行委員会から「化学物質汚染の 
ない地球を求める東京宣言」が発表されました。こ 
れはREACHに関し日本の環境団体がひとつに結 
集して意見を表明した画期的なものであり、欧州連 
合に対してはREACHの後退することのない実現を、 
日本政府に対してはREACHへの干渉を即刻中止 
し、わが国においても市民参加のもとで化学物質政
策の包括的な見直しに早急に取り組むこと 
を要望しています。
(*)実行委員会:有害化学物質削減ネットワーク、 
化学物質問題市民研究会、ダイオキシン•環境 
ホルモン対策国民会議、WWFジャパン、グリー 
ンピース•ジャパン、全国労働安全衛生センター 
連絡会議、2004年世界アスベスト東京会議組織 
委員会、エコケミストリー研究会
化学物質問題市民研究会の報告を拝借



化学物質汚染のない地球を求める東京宣言

く背畏>

これまで人山が自Jrり出した多くの化学物質は

私たちに警かで快適な生活をもたらしてくれまし

た。しかしその半而、在、た~C0体内だけでなく地球

全体がこれまで存在しなかった人一仁化学物質で

汚染されています。この事実と近年のガン、心臓

血管系疾忠、呼吸26系疾忠、晴息、アレルギー、

ペサ直器系疾患、脳神経系の充 i土降需などの Jil

加及び肝生生物に北られる巣市との閣速が強

く疑われています。安全性が倖かめられていな

い多数の化学物質をλ量に使JIJ続けることを許

し、イj自性がわかっても迅速に対応できないこ

れまでの化予物質管理のあり方を早急に見直

す|時がきています。

く国際的動向>

この問題はすでに 1992年の地球サミットで合

意された「アジヱンダ 21Jの第 19享でも収りあげ

られており、各国政府は化学物質管理において

予防的アプローチ、製造者責任の原則などの採

川を検討すξことが勧告されていました。欧州連

合 (EU)においては世界に先駆け 199R年に欧

州理事会がE U O:化守物質規制の見直しを指示

し、 20旧作 10月に下防原則を取り入れた新しい

化学品規制l案 R E A C Hがまとめられ、現在内脅

の検討が行われています。

く日本の対応>

E U、米国に次ぐ化学物質生産国である円本

は過去にノk俣病、カネミi由症などの悲惨な経験

を持な今Hにuおいても前述するような化学物質

との閣速が疑われる疾患や異常等は増加の

途をたどっています。然るに日本政附において

は見直しに 101けた|百l様の動きがまったく見られ

ないばかりか、米国と歩調をあわせ REACHを

弱体化させようとしています。

く汚染のない地球への道>

化、 f物質は同境を白由に行き来する宅ので

あり、化学物質汚染のない地球を実現するため

には、 部の地域だけでなく世界全休が足並み

をそろえ化学物質管理の改革に取り組むことが

小可欠です。ことに世界の化学物質市産の 70%
を占訟る欧州、米国、円本が率先することが重

要です。

よって私たち H本の市民は E U及びH本政府

に対し以下のことを要望する。

1 欧州連合
EUの R E A C Hに対する取り組みを化学物質

汚染のない地球への大きな第 歩として賞賛す

るとともに、人の健康とi環境の安全を而いレベル

で確保すξ という当初の R棋が後送することな

く成立されξ ことを強く願う。

2回日本政府

REACHに反対する H本政府£よび一部の

産業界は、短期的な利告のために人の健康や

生態系の安全を税牲にするような下捗を即刻中

止すべきである。また、わが国においても次の

ような観点を考慮に人れ、巾民参加の毛とで化

守物質制度の包情的な見直しに早急に取り組

むことを求める。

①予防原lliJを'1'心にすえ、より安全な物質等

への代替を促進させる

安安全'VIの寸、確かな化学物質を使い続ける

ことをやめる

③有害性の立証責任を行政から事業者へと

転換し、汚染者負担のj京lIiJcfょと製造者長打を

強化する

④製1f1 1中の化 γ'物質情報の開示など、市民

の知る権利を保障する

⑤規制等の政策決定への市民参加阿π 胃
を制度化する 凪.lJ,;i

以卜
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国際市民セミナー：化学物質汚染のない世界をめざして

化学物質管理の限界 
人の健康と環境を保護するための EU化学物質政策の改正

グリーンピース■インターナショナル政策担当シニア■オフィサー［ベルギー］

環境汚染への曝露とがんとの間には関連がある 
ことがいくつかの研究によって示されている。たとえ 
ば乳がんを例にとると、遺伝、家系、初潮•閉経年 
齢が乳がんの発症率に影響するリスク要因である 
ことが知られている。しかし乳がん発生件数の50% 
以上は以上のような機知のリスク要因では説明が 
つかない。乳がんは最も一般的にみられる女性の 
がんのひとつであり、欧州全体で乳がんと診断され 
る数は増加傾向にある。

しかし幸いなことに、EU化学物質政策の改革に 
よって化学物質汚染対策がとられ、がんやその他 
の疾病を防止できる可能性が見えてきた。ただしそ 
れは、基本原則の一つである「代替原則」が(最終 
案で)復活されるならばである。

1.現在の問題:なぜREACHが必要か？

私たちは、広範な種類の合成化学物質に日々さ 
らされている。こうした物質のなかには長期的に疾 
病を引き起こし得るものがあることが知られている 
が、大半の物質について、一旦環境に放たれたり 
人の体に入ったりしたときにどのような作用をし、あ 
るいはしないのかという十分な情報がないのである。
現在の規制では、有害化学物質への人と環境に 

対する曝露は避けることができない。というのもそれ 
らの規制は、健康や安全性に関するデータを要請

したり代替を義務付けるものではなく、化学物質は 
害を及ぼさないという想定のもとに、化学物質を環 
境に排出したり消費材の中に日常的に使ったりす 
ることを許しているからである。
有害な物質は、電気のコードや衣類、化粧品、掃 

除用品、インテリア装飾や家具といった日用品の化 
学的な添加斉ijとして使われている。グリーンピース 
が独立機関に委託した調査の結果では、界面活性 
剤、乳化剤、分散剤そして、または保湿剤として使用 
され内分泌かく乱や生殖毒性と関連があるノニル 
フェノールが、子供のパジャマやおもちや、家庭用 
塗料や洗剤にも含まれていることがわかった。また、 
発生に有害な影響を及ぼす臭素系難燃剤は、燃焼 
を防いだり炎を抑制したりするために使用されこれ 
らがコンピュータやTV、カーペットやクロス張りの家 
具に使われていた。塩素化パラフィンは、ゴムの添 
加剤や密封材、塗料など産業および消費材の幅広 
い用途に用いられるが、グリーンピースの調査では 
浴室の密封材やプラスチックから検出され、またフ 
タル酸エステル類は塩化ビニル、香水、シャンプー、 
洗剤の中の合成香料成分や、消臭芳香剤からみ 
つかった。
有害化学物質の問題を扱うために欧州レベルで 

導入された規制や指令は、あまりに遅く全く不適切 
であることが判明している。その良い例が、子供の 
塩化ビニル性おもちゃやその他の塩化ビニル製品
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へのフタル酸エステル可塑材の使用に関する終わ

りなき論争である。有害化学物質の乳児や幼児に

対するいわゆる“安全"量を決めたり、実験室の機

械を子供がおもちゃを噛む状況を再現できるように

設計したり、という試みが未だに続いている一方、規

制当局は、フ。ラスチ、ソク添加剤を必要としない代替

物質や代替製品がすでに入手可能で、全ての軟質

塩化ビニル製品に代替し得るという点を見落として

いる。また、すでに禁止されたいくつかの化学物質

の人体への蓄積レベルはようやく下がり始めている

ものの、その他の化学物質のレベルは上昇傾向に

あることもわかっている。ストックホルムのカロリンス

カ研究所(KarolinskaInstitute)の科学者らは、難

燃剤のポリ臭化ジフェニルエーテル(PBDE)化合物

の母乳中のレベルが5年ごとに倍増していることを

つきとめた。

今日最も問題のある化学物質汚染は、残留性で

蓄積性のあるものである。その名の通り、これらの

物質は自然界での分解が非常に遅く、人体に蓄積

する。もし、これらが生物に対して有害であることが

判明すれば、被害は取り返しがつかない。生産過

程からの排出や、消費材の使用および、廃棄の際に

ごく微量が放出されるだけでも、それらは蓄積し、食

物連鎖を通じて汚染が高まる。放出を止めるよりも

管理することをめざす今日の管理手段がこの種の

物質には不適切であるのは、こうした理由なのであ

る。

現在の規制は、最も有害な部類の化学物質にさ

えも“安全な量"があると想定し、さらに全ての物質

には人に対する有害影響のリスクが受容可能なほ

ど小さいとされる曝露レベルがあると想定している。

そのようなレベルを決めるリスク評価は往々にして、

個々の化学物質の安全'生を確立する客観的で科

学的な方法とみなされている。しかし、リスク評価は

科学的な手段としては極めて限定されたものでしか

ない。

-環境中にある多くの化学物質の曝露経路につい

てほとんどわかっていないため、リスク評価の核

心的な部分が当て推量に基づいている場合が多

~)。

-リスク評価は複合暴露は考慮しない:“毒性学の

ほとんどは、一度に一種類の化学物質を対象に

する。二種類の化学物質の組み合わせでさえ、

比較検討は難しい"

-何が“許容できるリスク"なのかを確定するのは、

個人の主体的な判断であり政治的選択であって、

科学が決めることではない。ことに、発がん性、

催奇形性、内分泌かく乱の性質のある物質には

“安全摂取量"は存在しない可能性がある。

16世紀の近代薬学の父パラケルサスの「毒性は

摂取量で決まる」という仮説は、発達期や摂取した

量が吸収される率などに関する近年の研究の著し

い前進に照らして、見直す必要がある。

1. 1 有害化学物質の影響

懸念されるような性質を有しながら広範囲に使わ

れている化学物質の数が増えており、重大な環境

被害を指摘する証拠もあがっている。たとえば:

・トリブチルスズ(百.T)が「世界各地で野生生物の

個体群レベルでの影響を引き起こしている証拠

が揃っており、議論の余地がなく、…100種以上
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の海にや息する貝績がTBTのJEi影響を受けて

おり、種が完全に消火してしまった例が少なくとも
いくつかある」

' E Uの河川の2 5 %以|でノニルフヱノールは「無
影響濃度を定常的に超える」レベルにある。

-短鎖塩素化パラフィ二は「而次の捕食動物と人の

母乳中から検出されており、人に不可逆的な影

響(例えばがん)をもたらす恐れがある」
有害イヒ宇物質は少量(f_版取で私広範囲(f_健康

影響に関連するという証拠が次々と挙げはtてい

る。たとえば、央素系難燃斉)1は細胞のj宣伝的プロセ

スを附害するととが/j,されており、とれは青い換え
ξと、がんなどさまさ、まな疾病を誘充することがわかっ

ているということである。ビスフェノ- } v Aが、オスの
生殖機能に異定を引き起とし、人の乳児が版取し

ているよりわずかに多い科度の摂取で動物に行動

異常を引き起こす、といった影響については数多く

制究がある。

2 . R E A C H法案何をめざしているのか7

新しい欧州の化学物質規制は、意図的に製造さ

れた化学物質カも 般市民を保護するレベルを向

上するのがU的で主る。 REACH(化γ物質の写実録、

評冊、認可)は、化学物質の基本情報が欠如してい

るという現状に対処し、規制実施のコストを最小限
に判lえ、段も危険性の高い物質群(“非常に強い懸

念のある物質")に対して予防的なHli肖をとξことを

意図している。

欧州委H会の R E A C H法案は、きオ;めて有害性

の高い化学物質を特定し、特別な分額く非常に高

い懸念のある物質>とするクライテリアを設定して
いる。とれらの化学物質は数の上では少ないとみ

られるが、使川jを継続する場合には特別の資格を

必要とする。この資格は当局の認可という形をとる

ことになろう。

がんを引き起こす可能刊があったり、遺伝物質

に損傷を日えたりaるいは生殖毒性があったりする
物質は、<非常に強い懸念のある化学物質>とし

て分績さオlる。自然界で分解されず(銭留' 1 '1) 、人や

里子生生物の休に蓄積し(生休蓄積性)、イj当である

物質もすべてこの分績に入る。最終的に、伐留'1'1
と生体蓄積性がともに高い物質は、たとえイftiであ

るという証拠がなくても、との分類に入る。というの

は、この一つの刊質をもっ多くの化学物質は、当初
は安全と考えられていても、事占県的に最後はイj告

と判明するかうである。 P C BやDDT,T B Tなどはそ

の例である。体の内分泌系を阻下守する物質も、認

可を必要とする。

2.1 代替のためになぜR E A C Hを修正しなけれ

ばならないか

現有提案されているR E A C H法には、<非常に

強い懸念のある物質>について、たとえ安全な代

替が人子可能であってもi主続した使用を認ぜξこと
になるとtlう抜けソ'(がある。使用者は“泊止な管理'

ができていζことを不せなければならない。が“適正

な管理"は化学物質とそれへの曝露について‘安全

な'レベルというものがわかっている三とが前提であ
る。環境中で長期|山残留し、小体蓄積する化学物

質への曝露を、正確に予測することは不可能であ
り、‘泊止に'管瑚するとともできない。事実上倖か

なデータがないときに、成留'1"1とや体蓄積刊は、こ
れらの化学物質への(最終的)人の曝露に閣して適

した指標といえる。

“適切なコントロール"は、白毒'1'1は量で決まる'と

いうパラケルススのパラダイム南米の許存可能な
レベルのりスケに長づいている。グリーンピースは、

より安全な代替が合理的な費 JIJで入手可能である
とき、化学産業はそのリスクを職場や、 般の人々

の問、あるいは蝶境で乱用すべきではなく、かわり

に代替を義務化すべきであると主長している。安全

性に閣する情報は求めに応じてすべて 般市民が
入手できるべきであり、とれ以上の遅れや姐止な管

理に団する議論はもはや無川である。

3解決:代替原則

現在、より安全な代苔がすでに存在しているにも
かかわらず、多くの有害物質が不必要に使用され

ている。が、これは体系的に代替を実施するだけの

規制的理由や短期的な経済理向がないからにす
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ぎない。

安全な化学物質の制度、すなわち人の健康と環

境を真に保護することを U的とした制度の構築に向

けた最も重 l止なステッフ1立、代替原則を中心lこjJiiえ
ることである。これは簡潔に“イl当物質を、より告の

小さい物質あるいは、宅むべくは加害な物質が入

手可能であればそれらに代替すξこどと定義でき

る。

<非常に強い懸念のある物質>に認ロJを与える

か百かの決定は、主に代替の入手可能'1"1に基づ

くべきである。もし適切で、経済性のある代替が人

千日J能でよをるならそれだけで認ロJを拒合する|分

な理山となるべきである。さもなくば、産業界は、恒

産を続けなければならないやむを得ぬ理由と、リス

クが管問できるという理由とを提示すべきである。後

者の場合、産業界は期限イ、Jきの認可を受け、権限

のある当局に代替の計l向Iを提出するべきである。

3.1 代替原則の長所

<非常に強い懸念のある化学物質>を、可能な

場合は代替することを求めて行くことは、次のような

利点がある

-体系的に技術革新の虻jj!;力を生み、安全な性質

の化学物質江研究開発に集中させξことができ

る

-口発的な白主規制による出乱や不効率や不公止

を終わらせることになる

より安全な化学物質のための健全な巾場を作り

附す

・化学産業に対する市民の信頼が 101復に 101かう

.残留性で生体蓄積性のある化学物質や内分泌

かく乱物質を段階的に廃止させ、より安全な代替

に肯き換えることになる。そうなれば、これらの物

質の環境 '1'のレベルゃ人休蓄積レベルは低下

し始める。食 1]'1や玩具、は乳などから有害化J予物

質が検出されるという度重なる小洋事くコそ才リこ伴

うコストは、やがて劇的に縮小する。

-有害化 '7'物質をほかの有害化宇物質に怠ド|せ

ず代替してしまうということも格段に減るだろう。化

学産業と末端のユーザーはどの化学物質が受

け入れられるのか斉かをよりはっきり確信するよ

うになる。似非代替品に時間や資金をかけてしま

うことも｝匪けら才1る。

代替原則の適JIJによって、 EC条約の 174.2条を

満たせるようになる、そしてがんや生殖具常、その他

の被害の証拠が現われるのを待つ必要モなくなる,

凶有0)'1'1質としてより需の少郎通代替化学物質を使

用することで、出の桝伝性も削減あるいは回 j監され

る。とれは、今日まで規制機能を麻州させてきた、長

期にわたるリスクアセスメントの必必ド|を検証するも

ので毛ある。化学物質とli寺住的な代替品を、物質固

有¢有害性に着凶して詐価することで、 F同難で論議

をHlいでときたりスケアセスメンN立排除されるだろう。

治在的な残留性と生体蓄積性は、イJ当性と曝露向

方の代理測定値であり、ほかのすべての化 '7'物質
にもより容易に適 JIJできる。

4 結論

化学物質が、先天的障告や免綬系疾患、発達や

生殖の異常、神経系の異常や癌など非感染性の疾

病に関与しているという、全般的な懸念がある。こ

れらの疾病の原岡はいつも明白とは限らないが、

幼少期に始まるごとが多く、発達期 すなわち、人

が牛深で最も化学物質の影響に対して感受刊の強

い時期ーの了一供への影響によって起こる可能性が

ある。

化学物質による健康や環境への影響が証明され

るのを待つことは、取り返しのつかない被'占のリス

クを高めるととを4吉 qょする。~に、長も危険な化学

物質をより安全'1'1の高い代替品に開き換えることは、

我々の体内のイl主化学物質蓄積の負怖をli .xらし、

多くの人々の健康を保護し、医僚関連費用を大幅

に節約していく唯一の方法である。今こそ化学物質

の安全性を立証する責任を、当局側から、その化

宇物質を市場化しようとする産業側へと移行すべき

|時である。 問
※ナディア、ローランさんの利得及び口ノド政府コメ

ントは、実行委員会作成の資料としてセミナーで

配布された毛のです。
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なぜREACHは労働者の健康のために重要なのか
化学物質:社会的健康格差の主要な原因

欧少1、1労連安全衛生部(ETUC-TUTB)［ベルギー］

欧州連合諸国において、今日化学物質のリスク 
は労働者の死亡の主要な原因となっており、労働事 
故をはるかにしのぐ死因である。最近のスペインの 
調査(Garcia A., Adea R., 2004)では、控えめな見 
積もりとして、労働に起因する疾病によりスペインで 
は年間15,000人が死亡しているとする、推定がなさ 
れた。主な疾病はがんで、その主要原因は化学物 
質のリスクであった。この他の、労働に関連した死 
亡に関する国レベルの研究でも同様の結論が得ら 
れてい〇 (Nurminen and Karjalainen, 2001 for 
Finland )。
化学物質への曝露が社会的な健康格差を説明 

付ける主要な要因である。がん死亡について1971 
年に行われた英国の研究では、がんによる総死亡 
数を社会的立場の違いでみると、その全体の1/3を 
職業的な曝露が占める(Logan,1982) 〇概ね、入手 
できた全てのデータから、がんの症例は社会階級 
によって不均等な分布を示すことが指摘される。が 
んのタイプによっては、職業的な曝露が決定的な要 
因となる可能性があったり(たとえば鼻、肺、肝臓が 
ん)、比較的軽微な要因であったりする(前立腺がん)。
疾病の広がりに関しては、職業曝露は呼吸器系 

疾患、皮膚病およびアレルギーなどに関して社会的 
な健康格差* (*訳注：Health in equalityとは社会 
的地位によって健康状態に一定の傾向が存在す 
ること)の重要な要因となっている。

曝露に関して入手できる指標からは、極めて多数 
の労働者が化学物質リスクにさらされているという 
ことが示されている。たとえば1994年にフランスで行 
われたSumer調査では、肉体労働者で54%、技術 
者と準専門家で27%、事務職で21%が化学物質に 
曝露していることがわかった。上級管理職ではたっ 
た8%であった。曝露した労働者(約61万人)の15% 
は、5種類以上の化学物質に曝露していた。フラン 
スでは100万人の労働者が、発がん性の認められ 
た物質に曝露しており、そのうち22%は週に20時間 
以上曝露していた。

市場、職場におけるEUの化学物質規制
化学物質リスクに関する欧州共同体の法には次

の3つの柱がある：
•職場についての規定一雇用者の被雇用者に対 

する責務を定める
•市場化についての規定一化学物質の製造者と輸 
入者、各国の権限のある当局の義務を定める 

•大事故のリスクについての規定(セヴエソ指令)一 
［化学物質の］製造工場や貯蔵所など近隣の地 
域社会や環境に脅威となる施設に対して安全義 
務を課す
労働現場の化学物質リスクに関するEU法は2つ 

の段階を経て作られた。
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口ラン・ボゲルさん

Laurent VOg巴| 欧州労連労働安全衛生部(ETUC-TUTB)
[ベルギー]
ナン卜大学(フランス)で、労働安全衛生分野におけるEU法を研究。

法学博士。 1990年以来、欧州労連労働安全衛生部の研究員と

して、EUの安全衛生指令の実施監視所を運営。自由ブリュッセル

大学において労働安全衛生法の講師。労働安全衛生関連の著

書多数。

1978年~1988年:一連の義務の基礎として、曝

露限界の義務付けを設けるアプローチがとられた。

最も重要なのが最初につくられた1980年の枠組み

指令である。が、一連の曝露限界の義務付けを定

めようという試みは、ベンゼン指令の法案却下にも

見られるように、失敗に終わった。この時期に採択

された条項のうち、発効をみたのは1983年のアスベ

スト指令(数回の改定が行われたが)のみである。

しかし、指標曝露基準の採択が、 1980年の枠組み

指令の改正を受けて1988年から計画され、この段

階の直後に起こってくるのである。

1989年以降:枠組み指令の採択は、アプローチ

の転機となる。化学物質リスクの防止に関する一連

の個別の指令が、この枠組み指令のもとに採択さ

れたのである。これらは、以下に関するものである:

.発がん物質(1990年に最初の指令が採択され、

その後何度も改定された)

-妊娠している労働者に閲するもの(1992年) こ

の指令は化学物質の問題と極めて共通牲が高

い。が、発生源対策に《よってリスクを取り除くことや、

個々の状態に応じたリスク管理の手段に関して明

確な規定をしていない。実際に運用されてみると、

全体的な(曝露)防止政策の中で、生殖リスクが

どれほど著しく過小評価されているかがわかる0

.化学物質リスク(1998年)一最も包括的な指令で

あり、 1989年の枠組み指令の規定と一貫性のあ

るアプローチをとっている。そして、各国それぞれ

の圏内法をより高い次元のものへと調和させてゆ

くための重要な基礎を提供している。

一方、指標的曝露限界の採択に閲する作業も進

んだ。指令で規定するとしち手法が選ばれたわけで

あるが、その曝露限界は指標でしかないため、事実

上、拘束力がない。EU加盟各国間で主たる矛盾を

来している陰には、曝露限界の定義や適用の問題

があるのだ。

全般的な傾向から

化学物質安全規制の施行には、いくつかの全般

的な傾向が見て取れる。

1. 防止手段の優先順位が

危険な物質が他のより安全な、あるいはより危険

性の少ないものへ代替されるのは、アスベストの場

合のように法令上の急な要請がないかぎり、例外的

な場合に限られる。また、個人別の防護方法が、(集

団や職場など)全体的な保護策よりも優先されてい

る傾向がある。

2. 部門聞に大きな格差があるが、同じひとつの

部門内での活動、そして、または職業において

は言うまでもない

集合的なH暴露管理手段の焦点は、基本的な化学

物質部門から遠ざかるほど弱くなるように見える。こ

の傾向は、化学物質を使用する産業に著しいが、

この部門では様々な理由から、伝統的に化学物質

リスクに対して受動的なのである。農業、繊維、製造

部門の一部、食品産業、においては化学物質リス

クに結びついた問題について経験的な証拠がある

が、クリーニングやガソリンスタンド、燃料流通、整髪

や保健医療としりたサービス部門でも同様である。
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(発がん物質、 1 ' 1直毒'1"1物質などへの)曝露による
長期的な影響を防止する子段に欠陥があるとL、う

ことからもわかるように、法礎化宇並業における防

止レベAが必ずしも十分だと言ってし渇訳ではない。

3目労働者の化学物質曝露による長期的な影響

に対してほとんど注意がむけられていない

職場で発がん物質に曝露した労働者の数だけで
見ても、との問題の証拠付けができる。そして、催奇

形n物質や残留' 1 '1有機汚染物質に閲しては状況
はさらに悪い。事故を防ぐに役立ち得るいくつかの

メカニズムは、長期的な健康被害を防ぐには、ほと

んど、あるいは全く役に¥r.たない。多くの職業にか

かわる浜病を職業病と認定7させることが不可能であ
るため、この問題が悪くなる一方なのである。

4 防止政策は、直ちに影響がみられなかった

り、深刻ではない多くの影響を見逃している

伐レベルで復合的な曝露に関連した影響はほと

んど考慮されていない。曝露基準に従っただけでは
ほとんど防護にならない上、健康航視の視点から

リスク評伺に情報をフfードパ、ソクする制度もなく、

日暴露防止計l向の弘直しむない。 EU加盟国の多くが、

危険な化宇物質に曝露した労働者のたるとの健康恥

視の規定を設けていないが、これは展川者担uが曝

露の危険性を認識していなし功めでよ在る。こオが 199R
年欧州共同体指令の重要なポイントで、との指令

では健康監仰と進行中のリスケアセスメントとの|山の

双 )j向の作業の必要性が適切に強調されている。
健康恥視は初期のリスク詐価次第と, lった状況に

おかれている。もし、初期の評価が健康への弊需

を特定できなかったり、評価に確実な根拠がなかっ
たりすれば、悪循械に陥丘とになろう。その規定は

改善するならば、最初の評何では無仰されたリス
クが存配すると推論される時は、いつでも健炭監

視を求める権利を労働者の代表等に付与するべ
きである。

5 防止的なサービス行動は化学物質リスクの

問題に適切に対処していない。

産業衛生く被甘さ告理に熟圭した分野横断町よサー

ビスを受けることができるのは、労働者のうちのわ

ずかである。 EU加盟国のほとんどで、どの曝露防
止サービスが実際に行われるかというととは、部門

と企業規模むり一つの優先的な規準にた右され
ている。この基準は、労働者の問でどれほど広く化

学物質リスクがjムまっているかに照らしてみれば、

明らかに不適切である。

REACHの貢献の可能性

市場の規制と職場における防止の明らかな失敗

の聞にはどのような関係があるのかフ
職場における防止は、市場で得られる情報に多

くを依存している。化学物質リスクは、必ずしも目に
見える宅のではなく、多くの場台、防止活動の現実

的なレベ川立、 (化学)製品に伴う形で得う才一応情報、

たとえば分類や安全性データシート、注意書きなど
に頼っている。

新化学物質白書の準備作業では、それ巴¢情報

に欠如しているものを確認している。誤分類、生産
者側の行った 1)スケアセスメン卜では省略されている

いくつかの影響、市民による評伺機構の欠如など

である。曝露防止政策を改善するた診の鍵となる事

項についての情報は悲惨なまでに欠越している。

特に悲劇的なケースは、スペインで繊維業労働

者6人が兆亡した事例 (Ardystilケース)やフランス
のグリコールエステルに関する問題は、 H民露防止

に必止!lな情報提供に市場がL功ヰこ失敗しているか
を物語っている。

市場のルールを改善することは、職場の日暴露防

止の全ての由でドミノ的な効果をもたらすオメナでは

ない。 曝露防止のレベルを支配しているのは実際
的な使用条件である。が、市場ルールを改止すれ

ば、予防行動の管理能 )Jを10J Iさせる条引を作り

山すことができるだろう。

R E A C Hの提案は職場の曝露防止をどの
ように向上させることができるか7

1 市場の情報に関する REACH の主たる利点
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登録責務は評｛刊の義務とさまざまに連結してい

る。提案された改革は、誤分類の事例を低減する

ことができる。

2 より機能的で体系的な情報のフロー

もし、厳正に管問されるならば、計イ曲システムは

防止については結果のみ提不することになる。最

初Jの評価は、何を検証し、調整し、修正する必要が

あるかという決定(分類包装、ラベリング、安全デー

タ)を出す。全体としてはしかし、当局が介入してきた

ケースはほとんどなく、製造者の初期の評価が、こ

れまでのととろ、長終計F価を決めてきた。このような

システムは経験的な情報を受けることができず、臓

; I : J 1で現状見直しを迫るような問題が見つかった場合

を考慮、に入れる道がまったくない。 REACHによって、

乍産現場での健康影響をより適切に監仰できるよ

うになるはずである。

3目関わる全部門の当事者の責任が増す

現缶、製造 tiと使用者の行動には明らかな境界

がある。これには つの欠陥がある。製造者が健

康や環境の保護をloj卜させようむり気がほとんど

ない。最終使用者は消極的に受存している傾向が

あるのだが、雇用者はイヒ γ'物質リスクのとととなる

と全く知見が浅い傾向がみられるため、リスケアセス

メントが機能しなければいけない。より休系的な情

報フローは、関係するヨ事者が大きな責任を受け

入れることにつながるはずである。より明確にいう

と、職場に才卦ナる実際的なリスクアセスメントが改善

され機動的になる。

4 公的機関

当該化学物質の許認可と桜録の予続きに加え、

欧州化学品!寸の設立と、加問各|玉|の権限のある当

局とのつなが効 γεきると、公共機関のより先手を打っ

たアプローチが促進されるはずである。

略年表

・2日日 1年2月新化学物質白書将米の化学物質

政策のための戦略。

持続可能な発展と整合性のよをる戦略を採択する

最初Jの正要な試み。当時、強い反対は全くf劫追っ

た。現状のシステムの欠陥について広い台,eが

あった。

.2 003 年5月のR E A C H第一ドラフトが、 8週間に

わたるインターネ、ソト上で縦覧され、 6,飢)0人にお

よぶ意見を経た後に提示される。

-既存システムとR E A C Hとの基本的な相違は下 

表のとおり。

• 2003 年 10 月、公式ドラフトが欧州委員会によっ

て採択される。委員会はR E A C Hの最も草新的

な側面のいくつかを骨抜きにした。

・2005年を通じて。 つの主些t,"意思決定主体に

よる共同決定のプロセス:EU閣僚理事会( E U

加盟25か国とE U議会)
Refe陀 nces［告官号］
Muchmor目 ntorlllati仁 lun 1ntc rnct

http://tutb.ctuc. org
http:/M'¥¥'¥V.chemsec.or_g !
hl畑地cb.irc .il/
h町/川明、 . v . europa. eu. int/ comm/en叶旧nment/chemicals!
reach.htm
h町 //curopa叩I n仰lllm!cntcrprisc!削 ch/indcx.htlll

現在のシステム REACH

化守物質に関する知識には将差がある 安全性伯却を提供するととによって、↑古刊の差

を少なくする

«挙証責任»が規制l当局にある «挙証責任»が産業界にある

“新規化学物質"は年間生産宣呈 10kgカも通知の 年間生屋屋lトンカも、全てのイヒ'7'物質に規制

必'~がl'じる がかかる

欧州化学品局 化学物質に閣する新たな局を創設する

進捗がj屋いあるいは、時間的U処が全くない 3 0 ,000種の物質が11年後に写実録される三とにな

る
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国際市民セミナー：化学物質汚染のない世界をめざして

EUの新化学品規則(REACH)案 
TBT 通報(G/TBT/EEC/52) に対する日本政府コメント

2004年6月21日

1月21日、欧州委員会が新たな化学品規則(REA 
CH)案についてWTOにTBT通報(G/TBT/N/EEC/ 
52)を行ったことを受け、日本政府としてのコメントを 
以下のとおり提出する。EUの新たな化学品規則 
(Regulation)案については、人の健康、環境の保 
護という理念については理解できるものの、EU域 
内の化学産業、ユーザー産業のみならず、EU域外 
諸国の貿易及び投資に対する重大な影響が懸念 
されることから、これまでも種々の機会を捉えて政府 
としての強い関心と懸念を示してきた。
今回のコメントでは、まず、REACH規則案に対 

する日本政府の基本的な考え方を明示した上で、 
WT0協定整合性に関する懸念事項及び問題点を 
整理し、指摘を行うとともに、その他REACH規則案 
のワーカビリティに関する問題点も提示した。我が 
国としては、インターネットコンサルテーションをはじ 
め、10月29日付けREACH規則案採択までに欧州 
委員会がとったプロセスの透明性、開放性を評価し 
ているが、化学物質規則が与える国際貿易上の影 
響にも鑑み、EU内部での審議プロセスにおいても、 
欧州委員会及び関係者が、我が国を含む貿易パー 
トナーの懸念に耳を傾け一層考慮することを強く求 
めたい。
I. REACH規則案に対する日本政府の基本的 
考え方

(1)規制の目的に照らして過剰な義務•負担を事 
業者に課すべきではない。

⑵EU向け輸出を阻害し、必要以上に貿易制限 
的にならないよう配慮すべき。特に成形品に含

まれる化学物質の登録についてWTO諸協定と 
の整合性にも問題が生じないように配慮すべき。 

⑶OECD等の場で国際的に実施•検討されてい 
る化学品規制制度の国際調和の動きとの整合性 
を確保すべき。

⑷EU加盟国内における規制適用の統一性、透 
明性、公正性を確保すべき。

n WTO協定整合性に関する懸念事項
1.重複登録をなくすべき
WTO協定上の懸念があるのは、以下に示すよ 

うに、規制の目的に照らして過剰な義務を事業者に 
課すなど必要以上に貿易制限的と考えられる措置 
及び輸入品に不利な待遇を与え得ると考えられる 
措置である。REACH案では新規物質及び既存化 
学物質について、化学物質そのものに止まらず調 
剤、成形品に含まれる化学物資、ポリマーを構成す 
るモノマー物質まで、同一の化学物資であっても、 
原則、事業者毎に登録を行うことを求めている。特 
に製造•輸入数量が10トン以上の化学物質の登録 
に際しては、当該化学物質の化学品安全性評価書 
(CSR)の作成が義務付けられており、同じ物質に 
ついて複数の事業者が重複してハザードアセスメン 
卜又はリスクアセスメントを行い、CSRを作成する事 
態が想定される。人の健康や環境を保護する観点 
からは、同一の条件におけるアセスメントは一度行 
われれば十分である。特に、成形品中の化学物質 
の登録やポリマーの構成要素としてのモノマー物質 
の登録において、正当な目的の達成のために必要 
以上に貿易制限的な規制を禁じているTBT協定第
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2条 2との整合刊、内圃氏待遇J酬を規定した四τ
協定第2条 lとの整合性等に問題が生じることが懸

念される。

重慢を Inl避するための方策としてコンソーシアム

によるデータの共同提出の規定があるが、競争上

の朗自等何ら均的理由でコン、ノーシアムが形成さ

れない場合も想定されるため、この規定だけ-でごはノ不ド

必要な評価｛作宇業を回避すξ観凱点JI

えない。乙のた陀、化学物質の咲録が必要な全ての

場合に団してハザードアセスメント又はリスケアセス

メン卜の重複を実質的になくしていく、より明確な考え

方を導入するととが、不必要な計F価作業の回避に

つながり、 TBT協定整合化のための有効な手段に

なると考える。

との考え方を等入した場合には、手続の重複を

避けるために部分的に規定された登録免除払ト置に

よって生じている輸入品に対する不利な取t止しとい

う問題点も解決することがロJ能となる。

従って、 H本政府としては、 REACH規則案にお

いて、ハザードアセスメント又はリスクアセスメントが

求められる対象の化学物質(化学物質そ(f_モの、調

剤に合まれる化学物質、成形品に千台キまれる化学物

質及びポりマ一を構成するモ/マ

して)の全てに士対Jして、アセスメントの重複を実質的

になくしてしく仕組みを導入することを l立求する。

［問題となる具体的な措置］

(1)成形品中の化学物質の取扱い(第 6条 5J頁)

(問題の所在)

$6条 5J f tは「サフ。ライチェーニの上流企業によっ

て既に咲録されている物質」のひ録の適用除外を地

定しているが、この適川除外は、事実|、域内の製

造事業者又は輸人事業者により登録された化学物

質を成形 l日の原材料として使う場台しか該出せず、

域外の製造事業者から調達した化学物質を台有す

る成形品を輸入する場合には、当該成形品の輸人

事業者は、~~実化γ'物資が他の事業者によって既

に登録されている場合でも改めてハザードアセスメ

ン卜又はリスクアセスメントを五施した上で登録しなけ

ればならない。との場台、サプライチェーンを形成し

ている域内の成形品製造事業者は適川除外の連

用を受けて、製造後、当該成形品を直ちに販売で

きξのに対して、域外かう輸入される成形品につい

ては、登録、に要する諸費用を輪人事業者が負担

する三とに加え、ヰ要録手続きが完了するまで版売で

きないという点で競争|小利な状況も恒じる。

従って、同種の産品の聞では輸入産品に国内産

品より不利「でなしヰ寺遇を付与する旨 (1付|玉|民待遇原

則を規定したGAπ第 3条 4、T B T協定第2条 1と

の整合性に問題が生じ得るおそれがある。

(解決法)

従来、我が固としては、「サプライチェーンの|流

企業」という限定を削除する等、問題回避のための

方法を検討すべきであると主張してきた。ハザード

アセスメント又はリスケアセスメントの重復を実質的

になくしていく仕組みを採用すξことにより、域内外

による取扱いの差は生じなくなる。

(2)ポリマーを構成するモノマ一物質の登録(第

5条 3項)

(問題の所在)

この規定に悶して、本年 2月のtJ 'EU規制改革

対話の専川家会合における欧州委員会側の説明

によれば、ポリマーの r2重畳%以上を構成するモ

ノマ一物資J(原料モノマー)について(伐留の如何に

かかわらず)物質の製造又は輸入合計量が年間 l
t以上になる場合は、ポリマーの製造事業者又は輸

入事業者は自社が既に登録しているモノマ一物質

を除いては、登録が必要としている。

この場合、 REACH 規則楽では他社が既に川ザー

ドアセスメントやリスケアセスメントを行ったモノマ一物

質について、改めてアセスメントをfTう必要が£るこ

と(例えばモノマ一物質(f_輸入事業者か主要録済みの

場合でもポリマー製造事業者が再度登録手続を行

わなければならない。)から、必要以上に貿易制限

的と考えられる。

さらに、モノマ一物質の登録の規定に悶しでは、

域内外のポリマ製造・輸入等業者の問で競争上

の差異が生じるロJ能性がある。すなわち、サプライ

チェーンを形成しているモノマ一物質の製造事業者

又は輸人事業者がR E A C H規則l案のタイト)vlV
(information in thc supply chain)の規定により

当該原料モノマーにつLミての安全刊情報の提供義

務が課せられていることから、他社から原料となる
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モノマ一物質を調達してポリマーを製造しようとする

域内のポリマー製造事業者は、モノマーに関する情

報の入手が容易で主るのに対して、域外で製造され

るボリマーを購入する愉入事業者は、ポリマーに関

する情報は人子できても、その原料モノマーに閣す

る伯却を入手するととは一般的に閃難なととから、

ボリマーの輸入に当たってモノマーの登録を行う場

合、域内のポリマ 製造事業者に比べコストや子

続刊で競争上不利な立場におかれる懸念がある。

(解決法)
ハザードアセスメント又は 1Jスケアセスメントの重複

を実質的になくしていく｛I組みを採用するととにより

登録しようとするポリマー製造事業者又はボリマ一

輪人事業者以外の事業者によって既に登録されて

いるモノマ一物質については、それらの事業者は改

めて登録する必叫がなくなり、かつ、域内のボリマー

製造事業者に対するポリマー輸入事業者の競争上

の不利を改善するととにもつながると考えられる。

2 規則案の対象となる基準を明確化すべき

第 6条では、不特定多数の成形品 (article)を対象

に、物質リスト等であらかじめ特疋されていない含

有化学物質(①その成形品の中で製造事業者又は

輸人事業者ごとに年問累計量 1トン起、③「危険な

物質の分類、包装、表示に関する理事会指令 67/

548/EECJ に規定された危険有需刊の分煩基準に

該当、③使用 11 1の欣山が;首圏されているもの、又

は~該成形l日についてこ5初志附された機能によら

ない場合であっても、使 JIJ中の放出の可能'1'1を製

造事業者または輸人事業者が知っている場合又は

知らされた場台)について、写実録 (rc立istration)又は

脳出 (notify)を義務付けている。

同条の規定は、以下の理FIlにより、目的を同じく

する我がいjを含めた他同の制度に比べ、規制の対

象となる化学物質及び川途が幅広く、必 l止以|に

貿易制限的となるおそれがまの、 TBT協定第2条 2
との整合性に問題が生じるおそれがある。

(心理事会指令 67β,必厄ECの危険物質の分煩基

準に該当することが条件とされているが、向指令

で危険物質としてリスNこ掲載されている物質だけ

でも、現在約 2500物質にものぼり、依然として対

象範囲が広い上に、イ fti性情報がないためにこ

れまで分領されていない物質も対象となりうること

から、義務を遵守するためには、成形品の輸人

事業者は成形lf1 r中の含有化守物質を全て担保

した|で、それらの物質の分額基準への該当刊

を自ら確認しなければな巳ない。分類のた陀 σデー

タがない場台には、直接の義務付けはないもの

の結果として自らデータを取得しなければならな

い場合も生じうることから、本条件によって対象

範凶が限定されているとはいえない。

(b) 規則案で規定する「登録仕e月世itiOnl J又は「崩

山 (notify) Jの必要性を判断するためには、その

放出の4百|刈性(第6条 l頃)とロJ能性(第 6条2頃)

を碓認しなければならないが、当校化学物質の

製造も成形品の製造も行っていない輸人事業者

にとっては非常に閃難な要求となっている。

［問題となる具体的な措置］

成形品中の化学物質の取扱い (!;Fio条 1項、 2

1昂

(問題の所在)

第 6条 l項(登録)については、規制対象となる

化 γ物質や製1］'1が明憾に特定されていないとと

から、結果として成形品に合有される全ての化学

物質についてイl当性情報を収集し確認する必要

が生じ得るととに大きな懸,色を有している。さFに、

第 6条 2羽(崩出)については、|記に IJUえ、「台

イj化学物質が欣山される可能性があξ ことを製

造事業者止は輸入事業者が知っているとと又は

知らされていξこむという l止f'1がィ、明確でまるた

め、届山の要否を判断するために、 TJi'形品の製

造事業者ムくは輸入事業者は白らが取り扱う成形

品に合有される全ての化学物質についてその放

出可能性の確認をする必要が生じるとの強い懸

念、が去る。とりわけ届出説務が罰則で抑保される

場合には、義務を遵守するため製造事業者又は

輸入手業者は、慎重な対応をfTうことが予想され、

本来届出の必要がない場合まで届出を行うため

の情報収集を結果として行わさるを得なくなξ 二と

を懸念している。

(解決法)

策 1項の登録に閃しでは、規制対象を諸外国

の規制制度と比較して必要十分な範囲に限定し
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た|で、対象物資・製品を列挙したポジティブリス

トを作成すへきであり、少なくとも対象物質の範囲

は、理事会指令 67/548氾ECの別表lに掲載され

ている物質に限定される旨を明らかにすべきで

ある。また、「意図的に政山される場合」について

定呈的な判断法順を明らかにすべきである。

一方、第2顧の刷出については、製造事業者

又は輸人事業者が十分な予比可能性を符られ

るような対象物質・製 1]'1を列挙したポ乙ティブ、リス

トの作成が制度を実施する|で必須と考えられ、

それが、なされないのであれば、 t巨6条2項は全文

削除されるべきと考える。

皿その他ワー力ビリテイ等に関する問題点

1 国際的な調和の動きとの整合性の確保

O認可対象物質の範囲(第5 4条 (f))
内分泌かく乱作用が疑われる化学物質につい

て、ケースバイケースで認ロI(Authorization)対
象物質に入れる予定とのことでまるが、現状にお

ける国際的な研究の成県や検討状況を踏まえれ

ば、 l内F付4分J泌E、カ、 <く乱作用を影f包3

組みに入れることは科学的な妥当刊f|に欠ける。

規制の導人のためにはノ今Tげ後f麦の OECD等におけ

る阿tE可巾j巨際察的な検討の結果を待つ必要がある。

O P B T (残留性、生体蓄積性、毒性)等の判断基

準の国際整合性の確保

具体的な民権の設定にあたっては、残間性有

機汚染物質に団するストッケホルム条約附属書

D等との整合性を確保すべきである。

2. E I N E C S掲載物質の取扱について(第3条2 0
I良)

R E A α 1規日11案第3条にねする「段階的登録物質」 

の定説に関して、 5月のインターネ、ソトコンサルテー

ションに付された案にあった「年|山1トン以|の製造

輸人実績がある物質」という要件のうち、「年間lト
ン以上」が外れたととは~\I~価する。しかし、依然とし

て、製造輸入実績があξことが引"1とされてオ如、そ

れを要件とする理FIlが明らかでない。

既存化学物茸りストで£る EJNECSに掲載されて

いる化学物質は、すべて段階的登録の対立はすべ

きである。

3 内外無差別性の確保

Oコストシ工アの仕組全般、コンソーシアムの選

営管理

受益の程度に応じて負担をすることがほと、λ|な

コストシェア白ir cost sharingJに最も資すξとち

えられるカL製造・輸入数屋に比、じたコストシ工ア

を事業者|自lで行うことは、競争訟の illlJIJ 、営業硲

密の保護等の関係で現実には極めて困難であ

る。

コンソーシアム内でのコストシェアの調整を製

ifE-輸人数量を基礎として適切に行うためには、

欧州化学斤等公的な機関が関与すべきである。

コンソーシアムの形成、運営管理については、情

報の提供、運営等について、公平性、透明性が

確保されるよう、ル- ｝ L の明修化を凶るとともに、

その管理にあたっては、公的な機関が適切にそ

の運用状況を監祝すべきである。

4 規則の内容及び適用における透明性、公平

性の確保

0評価(Evaluation)は、各加盟国 (Member Stat田)

でJ百~するこ比なっているが、現存の指令67.β48/

E E Cに基づく者否において既に各 JJU問団の経験

には差があり、評価のレベルに大きな差が生じ

ているととが指摘されており、さらにノト年5月から

新規にJJU閉した圃とこれまで高杏を行ってきた加

盟国との評価のレベJLの差毛懸念される。 REAαf
規則三誌で各加盟同の事務とされるすド｛曲は、追加

試験の必 '~'VI を判断する等、当該化学物質によf

する措置の根拠となるハザードアセスメントやリス

クアセスメントを進めていく上で概めて重要な作業

を含んで才刻、その内容に長が十じた場合、 REA

CH規則l案のシステム自休が機能しないこととな

るため、すド｛曲の統一性を維持し適切に運用する

仕組みを整備すべきである。

0物質の向 性を判定する方法(異性体や不純

物含量、構成比など)の明確化

異'1' 1体やイJ純物の含有量、構成比などについ

て、何をもって物質の向 性を特定(identify)す

るかが不明確であり、判断某千戸を明俸にし、ガイ

ドラインを作成すべきである。 国
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各地の便り

沖縄安全センターが初参加 
全国♦ 20か所で労災職業病ホットライン

2004年12月10日〜11日に行っ 
た「労災職業病なんでも無料電話 
相談」は、全国20か所で実施され、 
相談件数は82件でした。地域ごと 
の件数は以下のとおりです。東京 
1件、八王子3件、神奈川3件、新 
潟2件、名古屋5件、三重1件、京 
都3件、大阪24件、兵庫3件、尼 
崎2件、広島16件、愛媛〇件、松 
山3件、徳島2件、高知4件、大分 
5件、宮崎〇件、熊本〇件、鹿児島 
2件、沖縄3件。今回は、沖縄労働 
安全衛生センター(http://www. 
rengo-okinawa.jp/)が初めて参 
加したことが特筆されます。
今回も例年どおり、厚生労働省 

記者クラブへの働きかけをして、 
特に地方に配信してもらえるよう 
に念押しまでしたのですが、その成 
果で大きく報道されることはなかっ 
たようです。やはり各地での地方 
紙等への働きかけが有効です。 
ただし、マスコミの方も、いろいろ 
なホットラインがあるので、正直「飽 
きてきた」=ニュース性がないとい 
うことで、あまり取り上げてくれなく 
なっています。今回の大阪の「ハ 
ツリじん肺」のような何か特定の課 
題の問題提起や、数年前の神奈 
j nのべース裁判判決などのような 
解決報告に併せて行なうなどのエ 
夫は必要です。今後ともマスコミ対 
策についても、連携、工夫を図っ

て、実施しましよう。
言い訳に聞こえると心外です 

が、全体の件数は少なかったとは 
言え、下記のとおり相変わらず重 
大で継続対応が必要な相談がた 
くさん寄せられています。上記の 
裁判解決報道とあわせて行われ 
たときは、確かに件数は200件を 
超えたのですが、実際には一般的 
なアスベストへの不安などの相談 
も少なくありませんでした。行政と 
の対応が必要な相談も電話で「済 
む」ものがかなりの割合を占めて 
います。われわれの役割は、行政 
などでは対応しきれなV湘談を受 
け、ときには運動に発展させるこ 
とにあると思いますので、件数に 
一喜一憂せずに取り組みを継続 
したいと思います。なお、初めて参 
カロされた沖縄では、「件数こそ少な 
かったが、ホットラインに参加した 
ことは大成功だった」と今後の地域 
センター運動に強い意欲を見せて 
おられます。
各地に寄せられた相談を紹介 

します。対応•回答は省略します。 
括弧内は相談者もしくは受信団体 
の所在地です。
•現在労災(頸椎症)で入院治療 
中。眼科の治療が必要になっ 
たがその病院に眼科がないの 
で退院して治療を受けるように
言われた。どうすればよいか。

(愛媛)
住宅建築労働者が連日の深夜 
業を終えて、車で帰宅途中(こ急 
性心停止で死亡。過労死では 
ないか。(愛媛)
最近耳鳴り等に悩ま$れてレ巧)。 
金属鉱山を10数年前に退職し 
たときは問題がなかった。(愛媛) 
部品の配送作業中に事故に 
あったのに、会社は労災にせ 
ず、復帰後もより厳しい職場に。 
社会保険料の会社負担分まで 
引かれている。(三重)
病院で給食調理員を12年間し 
ていたが、今年退職した。肩、腕 
などが痛ぐ医師も職業病では 
と言っている。(高知)
単身赴任していた57歳の夫が 
出張先のホテルで心不全で死 
亡、労災について教えてほし 
い。(高知)
職場の健康診断について教え 
てほしい。(高知)
仕事でビデオ撮影中にゴ功泪 
に入り炎症を起こした。労災に 
なるか。(高知)
息子が過労などによるうつ病に 
なった。なんとか職場復帰した 
が、賃金も減らされ、上司も理 
解がない。(神奈川)
労災療養中だが、期間制限は 
あるか。(神奈川)
通勤途中にバイクで転倒しケガ 
をした。通勤災害の手続を教え 
てほしい。(神奈川)
心の病気で治療中。長時間労 
働が難しい。(沖縄)
新聞配達のアルバイト中に脳 
出血を起こして入院。雇用主が 
労働基準監督署に相談したが 
脳出血は労災にならないと言っ
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ている。(需111)

フ' ［ /ス作業でこ泣災になって労災

申請、休業して通院加療中なの

に、解雇された。(新潟)

はつコ労働者で振動障告で休

業桁償を受けているが、急性気

管支炎ず司主. ' i : r峻素療法をしnミ

る。病院はけい!附と百うが、監

督岩が認めないと育っている。

(尼崎)

25年間道路工事に従事してい

た。一緒に働いていた従兄弟は

じん肺年金受給している。自分

もきたない色の疲がでるし、風

邪もひきやすい。(尼崎)

-健革i炎で労災中訪中だが、労

働基準監督署からいろいろ調

査されて、数千円の医煩費だけ

江二となので、取り下げようかと

思うが、大丈夫か。(八一七子)

-コンヒDユータ一作業や回転など

のストレスで精神疾患になって

休業'1'で傷病子当金をもらって

いる。退職強要も受けた。労災

中請吋るか。(八二町)

建築閣係で労災になって、会社

が労災の手続きをして古川6 4か

月経過したのに、支給されない。

その後に上ロ!とトラブルになり

突然解雇された。(八王子)

-粉じん職場で45年|自l働き、管理

4とされたが、子帳などは毛らっ

てlV,,-ll,先革かよく亡く,d.'Iるが、

自分もノト安だ。(名吉原)

娘がいじめが原岡でうつ病に

なって、医師カもは休業を勧め

られている。労組や|可に伺談

できないようだ。(名占屋)

-職場のいじめが庇る。労災請求

したがうた務外になって、再審杏

請求 1'0' (名占屋)

-数制をしているが、小学校の昇

降口にアスベスト含イj建材があ

る。危険性を教えてほしい。 Cf,

古原)

飲食l占で、朝の9時カr五支の11

時まで休憩は1. 5時間で、週l回

しか休みがなく働いていた。 8か

月で倒れて入院。労災申請した

い。(名門屋)

-峨場のいじめで精神的に不安

ZEな状態l二仕事の準備もでき

ない。(東京)

-じん肺管理灰分中請を繰り返し

ているが、要治療にならない。

り三分)

-夫が経営する下今場で、指を切わ

て7針縫うケガ。労働者である

かどうかが問題となっている。

(人分)

I:が海外山張'1'に滞在先のホ

テルで死亡。大役忙しカりたよ

うだ。 (λ分)

上口lカらいじめにあってうつ病

で治僚中。事務から製造に配

転されたが復帰したい, (六分)

友人が多忙を極めて過労死。

遺族と一緒に相談したい。(大

分)

腿鞘炎で労災申請'1' 。主治医

は業務上と青うカえ慌督岩かう

何ら連絡がない。(尽都)

公務員で心身症のために休職

してきたカえ免職処分を受けた

ので係争中。(ボ都)

'1'皮胞と診断されて治療'1' 。保

占出)
(J 11本浩之)

［実施要綱］

労災職業病なんでも無料

電話相談ー労災隠しから、

メンタルヘルスまで

12月10 F1 (金)～11 F1 (土)

午後l時かう7時

フリーダイヤル0120-631202まで

全l:li l労働安全衛生センター連

絡会議は、|記H科でH本全国

どこからでも無料のフリーダイヤ

ルで、労災職業病楠談にじじるホ、ソ

トラインを開設します。 1 9 9 7年か

ら毎年秋に五施しており、今年で

8回Uとなります。なお、ホ、ソトライ

ンの2tJ 1自lは、その場に待機した

スタッフが対応しますカえそれ以降

弘フリーダイヤルは常設イヒされ

ており、名地のセンターが分担し

て、相談を受けています。

1目後を絶たない労災隠し

仕事でケガをしたのにきち/しと

補償されない、もちろん法で定め

られた労働基準監督署への報告

もされていない、そんな労災隠しの

相談は後を絶ちません。労災の柿

償責任はあくまでも企業にありま

す。そして、労働者は常に被告者

です。泣き寝入りは｛色対に許しま

せん。

なお、労災隠しの実態につい

て、 「なくせl労災隠しJ(毎日新聞

大阪本社労災隠し取材班発行元

イl限会社アyトワークス)という本

が先ご、ろ,'1",版されました。この間の

センターでの取り組みが詳し守d介
されています。

2目職業病相談

病院で、じんl附などの職業病診

断がなされているにも関行ょうず、

具体的な手続きがわカらず、補償

されていない人が多数います。そ

安全センター情報2Cこ5年1,2月号 9 1



各地の便り

の他、退職後に発症や労災補償 
制度の無理解などから、職業病の 
労災請求がうまくいかないことが 
少なくありません。たとえ会社が認 
めなぐCも、被災者本人•遺族があ 
きらめず、医療機関や労働基準 
監督署がきちんと対応すれば、職 
業病認定されます。やはり泣き寝 
入りは絶対に許しません。
3.増えるメンタルヘルスの相
談
自殺者が年間3万人を超える状 

況が続いています。各センターに 
も心の病気の相談が寄せられて 
いますし、労災認定件数も2003 
年度は100件を超えています。た 
だ、認定されても、病気の性格上 
あまり広く報じられることがありま 
せん。労災認定や会社との交渉 
という面では、他の職業病同様、 
医療機関などの専門家だけでは 
対応できません。労災認定、職場 
復帰、社会復帰する際の、サポー 
卜が重要です。
4.すべての労災職業病根絶

にむけて
相談を受けるのは、各地域セン 

ターで経験豊かなスタッフです。必
要に応じて労災職業病に詳しい医 
師や弁護士、労働組合も紹介しま
す。また、ホットラインの結果と、日
常的な相談活動の結果をもとに、
厚生労働省との交渉も毎 
年実施しています。

各地のホットライン参加団体
(NPO)東京労働安全衛生セン 
ター/八王子労働安全衛生ネッ 
トワーク/新潟安全衛生セン
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ター/(社)神奈川労災職業病セ 
ンター/名古屋労災職業病研究 
会/三重安全センター準備会凉 
都労働安全衛生連絡会議/関 
西労働者安全センター/尼崎労 
働者安全衛生センター組うご 
労働安全衛生センター/広島労 
働安全衛生センター/ (NPO)愛 
媛労働安全衛生センター/えひ

め社会文化会館労災職業病相 
談室/®わ高知県労働安全衛生 
センター/ (NPO)徳島労働安全 
衛生センター/(社)大分県勤労 
者安全衛生センター/^本県労 
働安全衛生センター/旧松尾鉱 
山被害者の会/鹿児島労働安 
全衛生センター準備会/沖縄労 
働安全衛生センター

連合四国ブロックと連動企画
徳島參第1回労災相談事例検討学習会

10月3〇〜31日、徳島で全国安 
全センターの「第1回労災事例検 
討学習会」が開催された。あわせ 
て、連合四国ブロックの「2004セイ 
フティー集会」も開かれ計50人が 
参加した。全国安全センターと地方 
連合のいわばジョイント企画のそ 
もそものきっかけは次のとおり。
連合徳島の副事務局長であり、 

徳島安全センター専務理事の吉 
田さんと、労災フリーダイヤルや 
ホットラインのことを相談したときの 
ことである。「私がいつも事務所に 
いるわけでもないし、きちんとした 
対応ができるような学習会ができ 
ないだろうか」と話された。一方、各 
地のセンターにしても、それぞれ奮 
闘する中で、地域間で事例を検討 
したことはあまりない。ということで、 
いささか「無理」のあることを承知 
で、初心者を含めた事例に即した 
学習会を目指したのである。

1日目は、連合四国の方は、連 
合本部の中桐孝郎氏力^)「連合の

安全衛生方針と労働安全衛生法 
改正のポイント」と題する基調講 
演を請けた。センター関係者は、 
フリーダイヤルやホットラインの打 
ち合わせ、労災相談マニュアルの 
解説と検討を行った。

そして、全参加者が合流した上 
で、東京安全センターの飯田さん 
から、「労災相談実務講習」を受け 
る。労災保険制度や相談の受け 
方などについての解説。そして、グ 
ループに分かれて、実際の事例 
について、休業補償請求書を作 
成する。通常は当然会社の総務 
がきちんとやるべきことであるが、 
それをやらないケースが相談に来 
るのである。
各グループにはセンター関係者 

が入って、質問を受けたりアドバイ 
スをする。各地方連合の安全衛生 
担当者であっても、実際に書くの 
は初めてと言う人も多く、大変好評 
だった(表紙写真参照)。
続いて、事例検討会に入った。
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アスベストセンターの名取さんが、 
増加するアスベスト疾患の相談に 
ついて報告。かつての過労死と異 
なり、労災認定そのものは決して 
難しくない、出せば9割以上は認 
定されている。ところが、請求にす 
ら至っていないことが問題。また、 
相談を受けている、労災請求中に 
亡くなられる方も少なくないので、 
早急な対応が必要なことも特徴の 
ひとつである。各地での取り組み 
の強化を訴えた。関西労働者安全 
センターの田島さんは、過労死•う 
つ病の相談事例を報告。労働基 
準監督署の対応の問題、他の事 
例との比較、運輸関係の通達な 
ど、いろいろな意見も出され 議論 
が盛り上がった。

2日目は、関西労働者安全セン 
ターの西野さんが、「労災相談と職 
場の安全」をテーマに講演。現実 
問題として、労災相談をする人が 
働く職場では安全の取り組みがな 
されていないからこそ相談に来る 
のである。やはり何よりも、相談者 
と一緒に行動することが大切と力 
説。その中で、いろいろ新しいこと 
も知るし、問題意識も生まれてくる。 
「失敝fかり繰り返してきました」と 
謙遜されるが、やはり長年相談を 
受けてきた人の話は説得力があ 
る。

さらに、公務員の非常勤職員、 
シルバー人材センター、製造業の 
偽装請負など、見落とされがちな 
重要なテーマについて、大変わか 
りやすく説明。また、厚生労働省の 
労災統計の都道府県別の数字か 
ら、大阪は20年以上トップである 
こと、統計の取り方をかえると順位 
が変わることなど、いろいろおもし

ろいことがわかる。無味乾燥に思 
われる統計数字からもいろいろな 
制度的な問題点が浮き彫りになる 
が、あまり厚生労働省自身は、そ 
れを突つ込んで分析しようとしてい 
ないことも話された。

その後、再び事例検討会に入 
る。三多摩労災職業病センターか 
らは、山本弁護士が化学物質過 
敏症の事例を報告。病気そのもの 
を認めようとしない行政や裁判所 
をいかに説得してゆくか、課題は 
大きい。尼崎、高知、愛媛、大分、 
兵庫、東京など各センターからも 
取り組み事例が報告された。

2日間を通じT、内容は豊富で、 
大変有意義な学習会であったこと 
は間違いない。しかしながら、連合 
四国ブロックからの参加者にとつ 
ては、相当ハードなスケジュール 
を強いてしまい、もう少し、ゆとりを
もった運営を心がけるべきであっ 
たと反省している。

いずれにしても、12月10～11
日に予定されてレ込ホットライン湔 
の記事参照)、そして、日常の相談 
活動をさらに発展させるために、
ぜひ第2回事例検討学習 
会を開催したい。 ft

(川本浩之)

沖縄在住じん肺被災者支援
沖縄♦八ツリエじん肺死に労災認定

約40年間、はつり作業に従事 
したYMさんの死亡と療養•休業に 
ついて、2004年10月28日、沖縄 
の那覇労働基準監督署は業務上 
疾病によるものと認定し、休業•遺 
族補償給付の支給を決定した。

YMさんは、2004年12月号で 
報告した、じん肺肺がん死亡で労 
災認定されたSSさんと同じ工務店 
で働いていた。この二人にSTさん 
を加えて3人でハツリ作業班を担 
当していた。3人は、沖縄県の離 
島•粟国島(沖縄県島尻郡粟国村) 
の出身である。

2003年10月、「職業病相談会」 
を行った。大阪市北区などにはハ 
ツリ業者と労働者が多い。中心は 
沖縄県出身者、関係者だが、中で

も歴史的に粟国島関係者が多い。 
北区には粟国村人会もある。そう 
した人たちの中からかなりのじん肺 
等などの相談が寄せられじん肺、 
振動病での認定者はこれまでに 
数十人に達している。那覇市内の 
ハツリ業者や労働者についても粟 
国村関係者が多ぐ同様の健康障 
害を受けている人がいるとの情報 
が入ってくるようになったのを受け 
て、那覇市と粟国村で職業病相談 
会を開いた(2004年1-2月号)。
那覇市相談会は、自治労沖縄 

県職労の協力を得て記者会見や 
会場設営を行った。10月9日の朝、 
琉球新報に小さな紹介記事が掲 
載された。その記事をみて最初に 
電話をかけてきたのが、故YMさ
安全センター情報2005年卜2月号93
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んの長女だった。 1+ド前に父親が

亡くなコた、長々、ツリ作業に従事、

亡く了よる日JI何年カヰまtf宅酸素療法

を受けていた、とL追う話で相談会

に米てもらった。

夫人ではなく2人の娘さんが桐

談会に来られた。このHはちょう

どl年目の命円でJ::人は肉宅をあ

けられなかったというととだった。

医師として参加していた天明佳日

先生(全国安全センター議長)カえ

Y Mさんの胸部レントゲン与真、

C T写真をみて「広範岡に胸膜ブ

ラークがあり、不整形陰影、粒状

影がみられる。アスベスト肺を合

制毘合じん肺」と判断し、労災請求

することになった。

すでに死亡後1年を経過してお

り、死亡前に何年も療養していた

ので労災保険の休業補償請求に

ついては、時効の2年を経過しつ

つあった。さっそく相談会の翌Hに

那覇労基署に請求書を持ってい

き、受け付けだげばして宅うい時

効の進行を止めた。以後、遺族補

償請求などに関する書類を用惹

し、順次提 -tけしていった。

死亡診断書には、(ア)直接死

閃「慢性呼吸不全¢急性増悪」、

(イ) (ア)の原凶「慢性呼吸不全」 、

(ウ) (イ)の原因「肺気』重十時息」、

(工) (ウ)の原閃「時i煙」 、と記載さ

れていた。長期の粉じん職燃が

まったく認識されてL通ないとしか考

えられなかったが、「タノtコ」が原

困、と再わんばかりの内容にはか

なり驚かされた。

北亡診断書を書いた当の主治

医は、以前に長く診ていた沖縄亦

十字病院カら紛介を受けた近所

江クリニ、ソクの医師だった。休業補

償請求占に証明をモらうために遺

族と一緒に面談し、「この人はじん

肺ではないかとちえ巳れるので」と

頼むと、「前の病院かうはそういう

情報(じん肺だとL追った)は提供さ

れておらず、その前医の診断を引

き継いで診僚していただ討ですが

ー」 、 「沖縄の院自Iliはみλな、沖縄

ではし/ ,, 1附は発生していfょいと思っ

てますよ」ということだった。

そして、レントゲン写真を伯切こ

沖縄赤十字病院へ遺族に行って

もうい、:目時の主治医にも協力を

お願いすξょう依頼した3ところが、

経緯を聞かさオたそf医師に、 「労

災申請するのはいいけど、 YMさ

んはじん肺じゃないです、タバコが

at閃ですよ」と強く員土れたという、

3惑気味の電話が、遺族カも大

目立にかかってきた。

労災請求するにあたって、これ

を放置するととはできない。少なく

とも認識の誤りと考えられることは

指摘しなければならない。労災請

求のため天明医師らに怠見』を

作成していただいていたニともあり、

年末ぎりぎ1、天明医師とともにj中

縄に赴き、遺族主一緒に主治医而

談に臨んだ。

診察室で、天明医師均らY Mさ
んの職丹署、レントゲン・CT写真に

関する説明を出いたれ1'純H亦の

主治医は、「そうした粉じん職歴が

明確だという三とであれば、乙れは

じん肺と考えられます。労災中請

にもf>> l力しましょう」ととても率直な

対比だった。成J1 fきを見ていた遺

族は、文字どおり唖然であった。

Y Mさんは、 1944年 (25以)頃

に大阪市北区でハツリ作業に就

き、以後、 1992年まで 50 年近くハ

ツリ 筋であった。戦後、沖縄に

反り、 1948年頃から大城組などい

くつかのハツリ業者で働いた。戦

後の復興建設工事、特に、米軍

l;!;地i事にも数多く従事したとみ

られる。この身分証明書(写真)の

1' 'ほと、立人目的 (PURPOSEOF 

EN-TRY)に「れんが・コンクリー

卜一仁、大城組J(Masonry Man.

Oshiro-Gumi) とあるo公共工事

を含むヘ数え切れない現場でハツ1)

作業を行った。

1978年からは那覇巾内の占謝
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工務店(倒産)なる会社に勤務、こ 
こで冒頭紹介したように、3名がハ 
ツリ作業班だった。生き残りともい 
えるの調べで、古謝工務店 
時代の現場として那覇市内の市立 
小中学校や市営住宅が判明した。
天明佳臣、斎藤竜太両医師の 

意見書によると、レントゲン写真等 
でYMさんの胸膜には広範囲に 
石灰化プラーク、肺野には不整形 
陰影、粒状影が観察され、診療経 
過から「職業性アスベスト肺を含 
む混合じん肺(1/1)」で続発I生気管 
支炎を合併していたとみられ、症 
状は徐々に悪化、肺機能が著し 
く低下して在宅酸素療法を受ける 
ようになっていた。その結果、「慢 
性呼吸不全の急性増悪」を起こし 
て、死亡したと判断された。

ハツリ作業では、コンクリートや 
セメントの粉じんの他にも、新築• 
改造時の建材加工や解体作業時 
の吹き付けアスベスト解体や建材 
破砕から発生するアスベスト粉塵 
に曝露する。先に認定されたSSさ 
んも、不整形陰影と胸膜プラーク 
がみられ、アスベスト肺が疑われ 
ていた。ただ、労災認定上は「アス 
ベスト肺がん」ではなく「じん肺に合 
併した肺がん」として取り扱われた。
沖縄では一般工事の他に基地 

関係工事が多い。兵舎、住宅をは 
じめアスベストが多用されてきた。 
2人とも、古謝工務店に入社する 
までは、いくつかのハツリ業者の 
もどU、こうした現場で作業に従事 
してきたとみられる。

これまでに報告してきたのは、
STさん(じん肺•続発性気管支 

炎で労災認定、今年5月に死亡、 
遺族補償請求中、沖縄労基署)

ITさん(じん肺管理4相当で労 
災認定、大阪•天満労基署)

SSさん(じん肺管理2相当以上• 
原発性肺がんで労災認定、那覇 
労基署)

ITさん、SSさんは、大阪での出 
稼ぎもしていた。そうした経歴をも 
つハツリ労働者は少なくなく、沖縄 
と大阪でのハツリ作業が原因のじ 
ん肺患者の管理区分申請と労災 
請求に引き続き協力している。

SYさんは、約30年大阪で働 
き、今は沖縄在住。上記相談会に 
来た頃に結核性胸膜炎が見つか 
り、10月に労災認定(じん肺•結核 
性胸膜炎)された(大阪•天満労基 
署)。

MSさん(じん肺管理4)、ST^ん 
(じん肺管理3•続発性気管支炎) 
は、相談会のあと、沖縄労働局に 
管理区分申請し決定を受け、那覇 
労基署に労災請求中。

SMさんは、同じく管理2と決定 
され(合併症はなし)。職業性難聴 
について那覇労基署に請求中。

NSさんは、管理3 •続発性気管 
支炎との決定を受けて、最終粉じ 
ん作業が枚方市の村野浄水場で 
あったとみられることから、北大阪 
労基署に労災請求した。

SEさんは、管理2と決定され、

SYさんは現在、管理区分申請中 
だが、半年以上たった今も決定さ 
れていない。

TJさんは、大阪で15年、その 
後、那覇で20年以上働いてじん肺 
を発症、いま管理区分申請を準備 
している。
一方、この1年間、大阪でのハ 

ッリじん肺被災者の労災認定支援 
件数は十数件(振動病1件を含む) 
である。
一部の業者を除いて、雇用保 

険•社会保険無し、じん肺健診未 
実施、じん肺法などによる安全衛 
生教育なしという実態は、大阪も 
沖縄も同様であるが、上記STさん 
の労災認定に際して、「ハツリ労働 
者の事例はきいたことがない」(沖 
縄労働局)ということなので、沖縄 
はより立ち後れた状況にあると考 
えられる。全国的にも似たり寄っ 
たりだろう。
建設業の中でも粉じん曝露の 

多いハツリ労働者とハツリ業者の 
劣悪な実態がこれまでずっと放置 
されてきた。じん肺ばかりではなく、 
振動障害、難聴のリスクも大きい。
業界と労働行政は見て見ぬふ 

りをしてきた。その責任はあまりに 
明らかで、重大である。

(片岡明彦)

申請から半年で自殺労災認定
神奈j 11 ♦メーカー研究技術者丫さん

2001年秋に会社から帰宅途中 さんのご遺族が、先日労災認定さ
に行方不明になり、自殺されたY れたことを報告に来られた。Yさん
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は、ある大手メーカーの研究技術 
者で、日常的にハードな業務の 
上、昇進して勤務場所も変わった 
後にうつ病を発症。今回の認定 
は、そうした業務と病気との因果関 
係を認めたものである。

2002年春に、相談に来られた 
のは、Yさんの大学時代の友人 
だった。Yさんが亡くなる前のこと 
をいろいろ克明に調査、記録され 
ていた。その後、Yさんの実兄も一 
緒に相談に来られ、会社の責任 
も問うとすれば、弁護士に相談し 
なけれならないのだろうかなど 
という話もあった。
労災や損害賠償請求の概略な 

ども説明したが、Yさんには妻S子 
さんと小さい右子さんがいるという 
ことなので、まずは彼女が労災の 
請求なり、会社と話し合いをするし 
かないことを説明。記憶はあいま 
いになるので、記録を残しておくこ 
とは大切だとアドバイスした。また、 
S子さんが落ち着いて労災請求す 
る気持ちになるまでは、それなりtこ 
時間がかかるのが当たり前だとい 
うぶうなことを言舌した。

その後1年以上経ってから、S子 
さんからも連絡があり、相談に来 
られた。労災制度のあらましを説 
明したところ、会社の責任を云々 
するつもりはないようだった。何よ 
りも夫を突然失ったことの精神的 
なダメージの大きさがうかがわれ 
た。遺族補償の時効は5年なので、 
あわてる必要のないことなども説 
明した。

その後2003年12月頃、労働基 
準監督署に労災請求しようと考え 
て連絡したが、ちょっと要領を得な 
いのでということで電話があった。

労基署もそんなに件数の多くない 
自殺の労災請求は、不慣れな点 
もあることなどを説明した。

S子さんは、2003年12月に労 
災請求した。上記の友人の記録を 
自分なりにまとめ直して、労基署に 
提出。労基署も丁寧かつ迅速に 
調査し、会社も協力的だったよう 
だ。確かに研究技術職の日常業 
務に加えて、昇進や職場の変化 
など、認定基準から考えても当然 
業務上になる事例だ。

「請求するまでは時間がかかった 
けれど、決めた後は、絶対に労災 
だと言う強い意志がないといろい 
ろな事務作業をやり通せなかった」 
とのこと。2004年7月に業務上決 
定が通知された。

センターもほんの少しはお役に
立てたかと思う。それにしても、遺
族補償の労災認定は、うれしくも
あるが、やはり悔しいものだ。あら
ためて予防対策の重要性
と共に難しさを痛感する。 ft

しかし、やはりS子さんによると、 (神奈川労災職業病センター)

35年前の建設現場監督が原因
静岡•クロシドライトが検出され業務上認定

2003年12月、中皮腫、じん肺- 
アスベストセンターが設立されて間 
もなく、ホームページを見た静岡の 
Kさんの家族が相談に来られた。

Kさん(56歳、男性)は、35年前 
に地元の工務店に9年間勤務し 
た後、独立して設計事務所を開業 
した。工務店時代は、主にボーリ 
ング場等の鉄骨造建物の設計監 
理、現場監督の業務に従事した。
当時、鉄骨の梁や柱には耐火 

被覆材としてアスベストの吹き付け 
を施していた。Kさんは、建設現場 
に常駐し、作業を指揮監督する立 
場から、アスベスト吹き付け工事 
にも立ち合った。アスベストの吹き 
付け作業者は、マスクを付けてい 
たが、Kさんたちは、アスベストの 
危険性も知らされず、粉じんが飛 
散する現場を歩き回っていた。

2002年7月、発熱と胸痛のため 
近くの病院を受診。胸水が溜まっ 
ており、胸腔鏡下肺生検による病 
理検査の結果、悪性胸膜中皮腫 
と診断された。アスベストとの関係 
が強い病気であると説明され、K 
さん家族は、必死になって中皮腫 
に関する情報を集めた。娘さんが 
インターネットで情報検索中、設立 
間もない中皮腫•じん肺•アスベス 
トセンターのホームページを見つ 
けて相談を依頼されたのであった。
発病されてすでに1年以上経過 

していたため、ただちにKさんとの 
面談を約束し、12月末に入院先 
の病室を訪問。工務店時代の上 
司にも来ていただき、一緒に当時 
の工事現場の聞き取りを行った。

2004年2月、N労働基準監督 
署に労災請求の手続きをとり、自
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己意見書も提出。ただちに労基署 
による聞き取り調査が行われた。 
その頃、Kさんは自宅に戻り、酸 
素を受けながら療養していたが、 
4月末、病院の緩和ケア病棟に入 
り、6月2日、他界された。悲しみの 
中でもご家撤ま、緩和ケア病棟で 
過ごされた時間とそこでの医師、看 
護スタッフの対応に満足されてい 
たご様子だった。

N労基署は、Kさんが石綿肺と 
胸膜肥厚班の所見がないため、 
最終的にアスベスト小体の確認を 
求めてきた。病院で依頼した検査 
機関で肺組織中のアスベスト濃度 
分析を行ったところ、検出されたア 
スベストの3分の2をクロシドライ 
卜が占め、その濃度も一般住民よ 
り高いという結果が得られた。一 
般的にクロシドライト(青石綿)は 
大気中からは検出されず、工業的 
に使用されていたことから、Kさん 
の中皮腫が職業的曝露によるも 
のであることが確認された。12月、 
N労基署はKさんの悪性胸膜中 
皮腫を業務上疾病と認め、遺族補 
償年金給付等の支給を決定した。
石綿による疾病の認定基準で 

は、職業的曝露が1年以上(中皮 
腫の場合)あっても、石綿肺、胸 
膜肥厚班の所見がない場合、肺 
組織のアスベスト小体•繊維の有 
無を確認することになっている。K 
さんの場合、一定量のクロシドラ 
イトが確認されたことが決め手に 
なったが、必ずしも通常の検査で 
アスベスト小体•繊維が確認され 
るとは限らない。
世界アスベスト会議で発表され 

た、マウントサイナイ医科大学の 
鈴木康之亮先生の研究では、中

皮腫の咅15分にあるアスベスト繊維 
の9割方は5 //未満の短いクリソ 
タイル’(白石綿)の繊維であると報 
告されて！/ゝる。アスベスト小体の有

無を業務上の認定要件とする現 
在の基準は、その医学的根拠を 
あらためて検証すべきと言える。
(東京労働安全衛生センター)

元防衛庁職員のじん肺認定
神奈川參海上自衛隊で小型船修理等に従事

2004年10月21日、海上自衛隊 
横須賀総監部で揚陸艇ゃ掃海艇 
などの小型船の修理等をしてじん 
肺になった池田守男さん(81歳)の 
公務災害が認定された。この報 
は、翌日のNHKの朝のニュース 
でも報道された。「この病気は苦し 
いから、認定されてありがたいと思 
う」と本人の肉声もまじえた映像に 
もはっきりと映されていたように、 
酸素吸入を続けながらの苦しい記 
者会見に耐えてのものであった。

1998年頃、近くのクリニックでじ 
ん肺と診断されながら、なかなか 
適当な医療機関が見つからず、 
本格的なじん肺の治療を受けられ 
るようになったのは、2002年に横 
須賀中央診療所に通院するよう 
になってからこと。すでに症状は、 
じん肺の管理区分3に相当する重 
いものに進行していた。

その原因は、1960年7月に自 
衛隊横須賀総監部に入隊し、造 
修所工作所での木工、ドッグでの 
仕事を通じて、1984年4月に退職 
するまでの24年間、石綿などの粉 
じんに曝露する機会が度重なった 
ことによる。粉じんがひどかったの 
は、建屋中の混在作業やLCVP

と言われる小型揚陸艇の石綿取 
り外し作業でのこと。当時の様子 
を池田さんは、「申し出書」に以下 
のとおり記している。

「建屋の中は木工、仕上げ、鉄 
鋼(鋳物)の作業が混在しており、 
粉じんがモウモウとしていました。 
内火艇は強化プラスチックででき 
た頃から、FRP船はその一部を屋 
内に入れて、こわれた部分を補修 
をするようになりました。ガラス繊維 
を何枚か樹脂と塗り重ねて修理し、 
最榭iなめらかにサンダーで仕上 
げをします。目がチカチカ、肌はチ 
クチク。よぐないとは思いましたが、 
私が係なのでやりました。屋外の 
作業でも哨戒艇等を修理して仕上 
げを行う場合、サンダーをかける 
のでやはり目がチカチカ、肌がチ 
クチクしました。
今で^く覚えてI _はLCVP 

(/J、型揚陸艇)のエンジンを囲むベ 
ニア板に張り付けてあった石綿の 
布団を取り外す作業をやったとき 
に、石綿の粉じんがたくさん飛散 
したことです。取り付けるときも切 
断しなければならないので、やは 
り石綿の粉じんが出ていました。」

また、1975年に楠ヶ浦のドッグ
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に移ってからも、船の入出渠間に 
行われる社外の船底外板の鎧落 
としやサンダーかけ、ペイントの吹 
き付け作業の監督業務や艦内の 
見回り作業時にも粉じんに曝露す 
る多くの機会にさらされたようだ。 
もちろん、当時は集塵機もなく、ま 
たマスクも与えられていなかったた 
めに粉じんの曝露は避けられず、 
重いじん肺症状になったものと思 
われる。
池田さんの場合、問題は、自衛 

隊でのじん肺がめったにないこと 
でやむを得ない面もあるが、認定 
までに2年近くの長期間を要したこ 
とだ。当初は、請求窓口である横 
須賀総監部に行っても、通常の公 
務災害の手続でいいのか、じん肺 
法« づく管理区分申請でやるの 
か、そもそもどういう制度があるの 
かわからない状態であった。
防衛庁の職員の場合は、じん 

肺法にある労働者には相当せず、 
国家公務員災害補償法に基づい 
て、人事院規則1610(職員の災害 
補償)の別表第1の5にある「粉じ 
んを飛散する場所における業務 
に従事したため生じたじん肺症又 
は人事院の定めるじん肺の合併 
症」、にしたがって補償機関である 
防衛庁に、公務災害として申し出 
ることがわかるまでに、半年近くも 
かかった。

しかも、請求してからも補償実 
施権者である横須賀総監部の調 
査はいっこうにはかどらず、調査 
は何度もやり直しさせられる。さら 
に、調査結果がまとめられても上 
級機関での審議が長引き、結論 
がなかなか出てこないといった状 
態が続いた。

これではらちがあかないと藁を 
もつかむ思いでNHKの朝のニュ 
ースで早期救済を訴えてから、初 
めて事態が急転し今回の認定の 
運びとなったものである。
自衛隊横須賀総監部によれ

ば、池田さん以外にもう一人、同

じ時期にじん肺で公務災害に認定 
された方がおられると言う。海上自 
衛隊には、横須賀だけでなく佐世 
保、呉、大湊にも造修所があり、 
二人以外にもじん肺の被害が潜 
在していると考えられる。

(神奈川労災職業病センター)

化学繊維工場で石綿曝露
愛知參中皮腫を労災認定

大手化学繊維メ ーカーC社の 
工場で、1970年代はじめ頃に数 
年勤務したときのアスベスト曝露が 
原因と考える番性胸膜中皮腫 
を発症し、片肺全摘手術後、療養 
を続けてきたAさん(51歳)が行っ 
た労災請求に対して、B労働基準 
監督署はこのほど業務上疾病と 
して認めた。
繊隹の糸を'ズるために「チップ」 

を溶かして短繊維を作る工程にお 
いて、保温用に座布団状のアスベ 
ストが使われており、そのアスベス 
卜布団が大量に敷き詰められてい 
た。Aさんはこうした装置の補修作 
業に従事していたことがあったが、 
適切な防護措置はとられていな 
かった。以後の職業ではアスベス 
卜曝露はなかった。

7年前に職場健診で肺の異常 
を指摘され精密検査を受けたとこ 
ろ、胸膜プラーク及び胸膜中皮腫 
が確認され、抗がん剤投与、手術 
を受けた。医師からはアスベスト 
曝露について尋ねられ、昔のエ 
場時代のことに思い当たった。最

寄りの労基署等の公共機関にも 
相談に行ったが、対応が不適切 
で労災請求できず、以後、厳しい 
生活を余儀なくされた。
最近になって、中皮腫•じん肺• 

アスベストセンターの存在を知り、 
問I)合わせたことがきっかけとな 
り、やっと労災請求にこぎつけた。 
関西労働者安全センターでは、患 
者と家族の会とともに支援、当初、 
B労基署や事業場を訪問し、早期 
認定と労災請求への協力を要請 
するなどした。

ようやく労災補償が受けられる 
ようになったが、Aさんのこれまで 
の苦しみ、今後の不安にどう対処 
しで/ベのか、安全センターとして今 
後に残された問題について、最大 
限の支援を行っていくことにしてV 
る。

C社は「社員における中皮腫発 
症例は把握しておらず、Aさんが 
はじめて」と話しているが、同種の 
職場でのアスベスト健康被害の発 
生も大いに懸念されるところだ。

(関西労働者安全センター)
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業界の石綿代替化計画公表
厚労省♦計画更新■代替化促進を要請

厚生労働省は、2004年3月30 
日付け基安発第〇330001号によ 
り、関係団体に「石綿含有製品の 
代替化に係る計画等の提出」を依 
頼していたところであるが(2004年 
12月号25頁参照)、2004年末に 
その結果を公表するとともに、計 
画の更新、一層の代替化の促進 
を求める下記通達を公表した。

ウェブサイb (http://www.mh
lw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/ 
sekimen/)には、板硝子協会、石 
油連盟、電気事業連合会、(社)日 
本化学工業協会、(社)日本ガス協 
会、(社)日本簡易ガス協会、日本 
鉱業協会、日本産業ガス協会、 
(社)日本産業機械工業会、(社) 
日本鉄鋼連盟から提出された計 
画等も掲載している。

平成16年12月17 Bmナ 
基安化発第1217001号 

関係団体宛て厚労省労働基準局 
安全衛生部化学物質対策課長 

石綿含有製品の代替化の 
一層の促進について

日頃から化学物質による労働 
災害防止対策の推進に格段のご 
理解、ご協力を賜り厚く御礼申し上 
げます。

ざC、石綿含有製品の代替化の

促進につきましては、平成16年2 
月26日付け基安発第0226001号 
「石綿含有製品の代替化の促進 
について」により、貴会に対し計画 
的な代替化の促進についてお願 
いしたところです。
厚生労働省では、石綿の代替 

化をできるだけ早期に実現したい 
と考えているところであり、今後、 
各団体の取組みの進渉状況の 
フォローアップを定期的に行うこと 
といたしました。

つきましては、貴会におかれて 
も代替化計画等について必要な 
見直しを行ゴCいただくとともに、下 
記により取組状況について本職 
ぁてご報告い統きたきますよぅお 
願いいたします。

記
1提出書類

(1)代替化計画の更新
① 団体として、全体を取りまとめ 

たものを作成すること。
② 具体的な目標時期と実施内 
容を明確にすること。

③ 今般公開された他団体の取 
組状況を参照し、必要に応じ情 
報交換等を行い、貴会では代 
替化が困難であるとしているも 
のについても、代替化が可能 
なものがないかを確認し、計画 
を見直すこと。

④ 代替化が困難とされているも

のについて、具体的な取組内 
容、実施時期が明確になってい 
ないものについては、計画の更 
新にあたり明確にするよう努め 
ること。

⑤ 実施時期が明示されている 
ものについては、その前倒しが 
できないか検討すること。

⑥ 会員事業場は寸して幅広復 
見を求めること。

(2) 代替が困難な製品の技術 
的説明書

① 現段階では代替した場合に 
安全性の観点から支障がない 
と思われる無石綿製品がなく、 
今後、技術開発、実証試験等 
を実施する必要がある製品に 
ついて、その使用条件や要求 
される性能、現在の代替候補品 
では代替化が困難である技術 
的な理由、今後の開発の目途 
等を記載すること。

② 必要に応じ、技術データ等の 
関連資料を添付すること。

(3) 代替化の好事例
従来、石綿含有製品でなけれ 

ばならないと思われていた製品に 
ついて、新製品の開発、機器の設 
計、仕様の変更、作業方法の変 
更その他の方法で無石綿製品に 
代替できた事例について記載す 
ること。
2提出時期
平成17年8月31日
3提出資料の扱いについて
提出いただいた資料は公開す 

ることとしていること。
4問い合わせ■提出先
厚生労働省労働基準局安全衛

生部化学物質対策課衛
生対策班
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日欧安全衛生ワークショヅ7°
日仏參実態の可視化が共通の課題

2004年11月17日、東京•渋谷 
区の日仏会館で、公開ワークショッ 
プ「欧•日労働環境の問題点と予 
防対策」が開催された。同ワーク 
ショップは、日本学術振興会の助 
成による日仏共同研究「EU諸国 
と日本のシステム災害•労働環境 
の問題点とその革新的予防方策 
に関する比較研究」の一環として、 
日仏の研究者の交流、労働者や 
労災•職業病を支援するセクター 
の人々と研究者間の交流を目的 
として開催されたもの。
労働災害•職業病の予防対策 

などの歴史や現状を日本とフラン 
スで比較し、将来の労働安全衛生 
政策に生かすことのできるヒントを 
得ることを目的とじて、日仏共同研 
究公開ワークショップ実行委員会 
によって運営された。事務局は、 
剖I撤•労働科学研究所教育•国 
際協力部研究員、毛利一平•産業 
医学総合研究所有害性評価研究 
部主任研究官、パリ第7大学/国 
立健康医学研究所(INSERM)の 
ポール•ジョバン氏が務めた。

ワークショップでは、まずアニ• 
デボモニ•フランス国立健康医学 
研究所教授が「労働組織と保健： 
労働条件を対象とした欧州第3調 
査について」と題して報告。同氏は 
フランス社会科学高等研究院で社 
会学の教壇に立ちながら、労働条

件と健康問題の関係について研 
究している。毒物学者、疫学者、 
産業医、人間工学者、労働監督 
官、労働組合などと連携し、さまざ 
まな産業公害と職業病問題の調 
査•研究に従事した経験をもつ。 
とくに欧州のアスベスト業界の経 
営戦略が労働者の健康に与えた 
影響に関する研究やフランス原発 
労働者の健康と原発の安全性に 
関する研究が高く評価されてVめ。
同氏tなれば、「欧州連合(EU) 

においては労働の不安定化、労 
働条件の悪化があって、労働者 
の健康に関してさまざまな議論が 
起こっている」という。「とくに、①物 
理的•化学的リスク、②苛酷な働 
き方、③ハラスメントなどの精神的 
な打撃一の3つが問題視される 
が、労働組合などの力が弱体化 
していることから労働者のリスクは 
高まっている」など、グロ ーバリゼー 
ションがもたらす影響は、日欧とも 
に同様なものであると報告した。
続いてポール•ジョバン氏は、 

「労働緬哉と保健：日仏共同研究 
から期待できること」の中で、「仏で 
は、①製造業における外部委託 
や下請けなどの二重構造、②激 
しい産業汚染一の2つが新たな問 
題として浮かび上がってきた。日本 
はこれらの点に関して、先行した 
経験をもつため生かしてほしい」な

どと話した。
毛利一平氏は、「職業病の社会 

学試論」と題して自身の専門であ 
る疫学を生かして社会と医学との 
対話をより深めることによって、職
業性疾患の予防•対策に取り組む
ベぎであると述べた。「フランスで
は職業がんだけで年間2,000件程 
度の労災認定があるというのに、
わが国のそれはあまりに少ない。 
まずは職業病•作業関連疾患の 
定義について国民的合意が必要 
であり、そこに立脚した統計、予防 
対策や補償制度を確立する必要
がある」と指摘した。
吉川徹研究屬X「医療従事者

の職業病リスクに対する取り組み 
支援の経験から」として、医療機関
において行っている針刺し•切創 
防止対策研修について解説。「医
療現場では職業性疾患の概念が 
認識されておらず、組織としての対
策も弱い。健康リスク対策のベス 
トプラクティスから学び、職場交流
を継続してゆく必要がある」などと
紹介した。

その後、新システム導入で労働 
者の負担が顕在化しているという
郵便職場の話題、原発労働者の
労災認定に関する話題について
支援者から話があった。
最後にアニ•デボモニ氏は、「日 

欧ともに職業性疾患が顕在化しに 
くくなっているようだ。労働現場の
実態を研究者が協同して可視化
することが重要」などと総 
括した。
«76頁で紹介した「国際セミナー」

とともに、これは、世界アスベス
卜会議をきっかけに実現した企 
画である。
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